
JP 6364172 B2 2018.7.25

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　可変表示を行うことが可能な遊技機であって、
　遊技の進行に対応した画像を表示可能な第１表示手段と、
　前記第１表示手段の前面側で動作可能に設けられ、該第１表示手段に表示される画像と
関連した画像を表示可能な第２表示手段と、
　前記第２表示手段を動作させる動作制御手段と、
　可変表示に関する情報を保留記憶として記憶可能な保留記憶手段と、
　を備え、
　前記第１表示手段と前記第２表示手段では表示領域の大きさが異なり、
　前記動作制御手段は、前記第２表示手段に画像が表示されているときに、該第２表示手
段を前記第１表示手段に向かって平行移動させる平行動作演出を実行可能であり、
　前記第２表示手段は、
　前記保留記憶手段に記憶されている保留記憶に対応する保留表示を表示可能であり、
　前記動作制御手段により平行移動されるときに保留表示を表示せず、
　前記第１表示手段と前記第２表示手段とが連携する連携演出を実行可能な連携演出実行
手段と、
　前記第１表示手段に表示される画像の画像データと前記第２表示手段に表示される画像
の画像データとが読み出し可能に格納されるフレームバッファと、
　をさらに備え、
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　前記第２表示手段に表示される第２連携画像の画像データを格納する第２画像バッファ
領域は、該第２表示手段の表示領域の前記第１表示手段の表示領域に対する物理的な位置
に応じて、前記第１表示手段に表示される第１連携画像の画像データを格納する第１画像
バッファ領域の近傍領域に設定され、
　前記連携演出において前記第１表示手段と前記第２表示手段に跨がって表示される単一
の画像の画像データを、前記第１画像バッファ領域及び前記第２画像バッファ領域に亘っ
て描画可能である
ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　可変表示を行うことが可能な遊技機であって、
　遊技の進行に対応した画像を表示可能な第１表示手段と、
　前記第１表示手段の前面側で動作可能に設けられ、該第１表示手段に表示される画像と
関連した画像を表示可能な第２表示手段と、
　前記第２表示手段を動作させる動作制御手段と、
　可変表示に関する情報を保留記憶として記憶可能な保留記憶手段と、
　を備え、
　前記第１表示手段と前記第２表示手段では表示領域の大きさが異なり、
　前記動作制御手段は、前記第２表示手段に画像が表示されているときに、該第２表示手
段を前記第１表示手段に向かって平行移動させる平行動作演出を実行可能であり、
　前記第２表示手段は、
　前記保留記憶手段に記憶されている保留記憶に対応する保留表示を表示可能であり、
　前記動作制御手段により平行移動されるときに保留表示を表示せず、
　前記第１表示手段と前記第２表示手段とが連携する連携演出を実行可能な連携演出実行
手段と、
　前記第１表示手段に表示される画像の画像データと前記第２表示手段に表示される画像
の画像データとが読み出し可能に格納されるフレームバッファと、
　をさらに備え、
　前記第２表示手段は、前記第１表示手段と異なる表示面積と表示画素密度とを有し、
　少なくとも前記第１表示手段に表示される第１連携画像の画像データを格納する第１画
像バッファ領域と前記第２表示手段に表示される第２連携画像の画像データを格納する第
２画像バッファ領域とは、対応する前記第１表示手段と前記第２表示手段の表示面積の比
率に対応した領域として前記フレームバッファ内に設定されて、共通の画像を描画可能と
されており、
　第１画像バッファ領域または第２画像バッファ領域の一方に格納されている画像データ
の画像を拡大または縮小せずに対応する表示手段に表示し、他方に格納されている画像デ
ータの画像を対応する表示手段の表示画素密度に応じた倍率にて拡大または縮小して表示
する
ことを特徴とする遊技機。
【請求項３】
　可変表示を行うことが可能な遊技機であって、
　遊技の進行に対応した画像を表示可能な第１表示手段と、
　前記第１表示手段の前面側で動作可能に設けられ、該第１表示手段に表示される画像と
関連した画像を表示可能な第２表示手段と、
　前記第２表示手段を動作させる動作制御手段と、
　可変表示に関する情報を保留記憶として記憶可能な保留記憶手段と、
　を備え、
　前記第１表示手段と前記第２表示手段では表示領域の大きさが異なり、
　前記動作制御手段は、前記第２表示手段に表示されている画像が遊技機の前面側から視
認可能な状態を維持したまま回転させる回転動作演出を実行可能であり、
　前記第２表示手段は、



(3) JP 6364172 B2 2018.7.25

10

20

30

40

50

　前記保留記憶手段に記憶されている保留記憶に対応する保留表示を表示可能であり、
　前記動作制御手段により回転されるときに保留表示を表示せず、
　前記第１表示手段と前記第２表示手段とが連携する連携演出を実行可能な連携演出実行
手段と、
　前記第１表示手段に表示される画像の画像データと前記第２表示手段に表示される画像
の画像データとが読み出し可能に格納されるフレームバッファと、
　をさらに備え、
　前記第２表示手段に表示される第２連携画像の画像データを格納する第２画像バッファ
領域は、該第２表示手段の表示領域の前記第１表示手段の表示領域に対する物理的な位置
に応じて、前記第１表示手段に表示される第１連携画像の画像データを格納する第１画像
バッファ領域の近傍領域に設定され、
　前記連携演出において前記第１表示手段と前記第２表示手段に跨がって表示される単一
の画像の画像データを、前記第１画像バッファ領域及び前記第２画像バッファ領域に亘っ
て描画可能である
ことを特徴とする遊技機。
【請求項４】
　可変表示を行うことが可能な遊技機であって、
　遊技の進行に対応した画像を表示可能な第１表示手段と、
　前記第１表示手段の前面側で動作可能に設けられ、該第１表示手段に表示される画像と
関連した画像を表示可能な第２表示手段と、
　前記第２表示手段を動作させる動作制御手段と、
　可変表示に関する情報を保留記憶として記憶可能な保留記憶手段と、
　を備え、
　前記第１表示手段と前記第２表示手段では表示領域の大きさが異なり、
　前記動作制御手段は、前記第２表示手段に表示されている画像が遊技機の前面側から視
認可能な状態を維持したまま回転させる回転動作演出を実行可能であり、
　前記第２表示手段は、
　前記保留記憶手段に記憶されている保留記憶に対応する保留表示を表示可能であり、
　前記動作制御手段により回転されるときに保留表示を表示せず、
　前記第１表示手段と前記第２表示手段とが連携する連携演出を実行可能な連携演出実行
手段と、
　前記第１表示手段に表示される画像の画像データと前記第２表示手段に表示される画像
の画像データとが読み出し可能に格納されるフレームバッファと、
　をさらに備え、
　前記第２表示手段は、前記第１表示手段と異なる表示面積と表示画素密度とを有し、
　少なくとも前記第１表示手段に表示される第１連携画像の画像データを格納する第１画
像バッファ領域と前記第２表示手段に表示される第２連携画像の画像データを格納する第
２画像バッファ領域とは、対応する前記第１表示手段と前記第２表示手段の表示面積の比
率に対応した領域として前記フレームバッファ内に設定されて、共通の画像を描画可能と
されており、
　第１画像バッファ領域または第２画像バッファ領域の一方に格納されている画像データ
の画像を拡大または縮小せずに対応する表示手段に表示し、他方に格納されている画像デ
ータの画像を対応する表示手段の表示画素密度に応じた倍率にて拡大または縮小して表示
する
ことを特徴とする遊技機。
【請求項５】
　可変表示を行うことが可能な遊技機であって、
　遊技の進行に対応した画像を表示可能な第１表示手段と、
　前記第１表示手段の前面側で動作可能に設けられ、該第１表示手段に表示される画像と
関連した画像を表示可能な第２表示手段と、
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　動作可能に設けられた可動部材と、
　前記第２表示手段及び前記可動部材を動作させる動作制御手段と、
　可変表示に関する情報を保留記憶として記憶可能な保留記憶手段と、
　を備え、
　前記第１表示手段と前記第２表示手段では表示領域の大きさが異なり、
　前記動作制御手段は、前記第２表示手段に画像が表示されているときに、前記第２表示
手段の動作と前記可動部材の動作とを連動させた連動演出を実行可能であり、
　前記第２表示手段は、
　前記保留記憶手段に記憶されている保留記憶に対応する保留表示を表示可能であり、
　前記動作制御手段により前記可動部材と連動して動作されるときに保留表示を表示せず
、
　前記第１表示手段と前記第２表示手段とが連携する連携演出を実行可能な連携演出実行
手段と、
　前記第１表示手段に表示される画像の画像データと前記第２表示手段に表示される画像
の画像データとが読み出し可能に格納されるフレームバッファと、
　をさらに備え、
　前記第２表示手段に表示される第２連携画像の画像データを格納する第２画像バッファ
領域は、該第２表示手段の表示領域の前記第１表示手段の表示領域に対する物理的な位置
に応じて、前記第１表示手段に表示される第１連携画像の画像データを格納する第１画像
バッファ領域の近傍領域に設定され、
　前記連携演出において前記第１表示手段と前記第２表示手段に跨がって表示される単一
の画像の画像データを、前記第１画像バッファ領域及び前記第２画像バッファ領域に亘っ
て描画可能である
ことを特徴とする遊技機。
【請求項６】
　可変表示を行うことが可能な遊技機であって、
　遊技の進行に対応した画像を表示可能な第１表示手段と、
　前記第１表示手段の前面側で動作可能に設けられ、該第１表示手段に表示される画像と
関連した画像を表示可能な第２表示手段と、
　動作可能に設けられた可動部材と、
　前記第２表示手段及び前記可動部材を動作させる動作制御手段と、
　可変表示に関する情報を保留記憶として記憶可能な保留記憶手段と、
　を備え、
　前記第１表示手段と前記第２表示手段では表示領域の大きさが異なり、
　前記動作制御手段は、前記第２表示手段に画像が表示されているときに、前記第２表示
手段の動作と前記可動部材の動作とを連動させた連動演出を実行可能であり、
　前記第２表示手段は、
　前記保留記憶手段に記憶されている保留記憶に対応する保留表示を表示可能であり、
　前記動作制御手段により前記可動部材と連動して動作されるときに保留表示を表示せず
、
　前記第１表示手段と前記第２表示手段とが連携する連携演出を実行可能な連携演出実行
手段と、
　前記第１表示手段に表示される画像の画像データと前記第２表示手段に表示される画像
の画像データとが読み出し可能に格納されるフレームバッファと、
　をさらに備え、
　前記第２表示手段は、前記第１表示手段と異なる表示面積と表示画素密度とを有し、
　少なくとも前記第１表示手段に表示される第１連携画像の画像データを格納する第１画
像バッファ領域と前記第２表示手段に表示される第２連携画像の画像データを格納する第
２画像バッファ領域とは、対応する前記第１表示手段と前記第２表示手段の表示面積の比
率に対応した領域として前記フレームバッファ内に設定されて、共通の画像を描画可能と
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されており、
　第１画像バッファ領域または第２画像バッファ領域の一方に格納されている画像データ
の画像を拡大または縮小せずに対応する表示手段に表示し、他方に格納されている画像デ
ータの画像を対応する表示手段の表示画素密度に応じた倍率にて拡大または縮小して表示
する
ことを特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パチンコ遊技機等の遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　遊技機として、遊技媒体などの遊技媒体を発射装置によって遊技領域に発射し、遊技領
域に設けられている入賞口などの入賞領域に遊技媒体が入賞すると、所定個の賞球といっ
た景品遊技媒体が遊技者に付与されるものがある。さらに、所定の入賞領域（始動入賞口
）に遊技媒体が入賞する（始動条件が成立する）と識別情報を可変表示（「変動」ともい
う）可能な可変表示装置が設けられ、可変表示装置において識別情報の可変表示の表示結
果が特定表示結果（大当り図柄）となった場合に遊技者にとって有利な特定遊技状態（大
当り遊技状態）に制御可能に構成されたものがある。
【０００３】
　可変表示装置といった第１画像表示器と、第１画像表示器の前面側を上下左右方向に移
動可能な第２画像表示器（ＥＬ表示器）と、を備え、第２画像表示器で演出を実行する遊
技機も提案されている（例えば特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１２－５０７３７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１に記載された遊技機では、第２表示手段は水平方向にしか移動しないため演
出効果が低く、遊技の興趣を十分に高めることができないおそれがあった。
【０００６】
　本発明は、上記実情に鑑みなされたものであり、遊技の興趣を向上させた遊技機を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記課題を解決するために、本発明の請求項１に記載の遊技機は、
　可変表示を行うことが可能な遊技機（例えば、パチンコ遊技機１など）であって、
　遊技の進行に対応した画像を表示可能な第１表示手段（例えば、画像表示装置５）と、
　前記第１表示手段の前面側で動作可能に設けられ、該第１表示手段に表示される画像と
関連した画像を表示可能な第２表示手段（例えば、副画像表示装置５１）と、
　前記第２表示手段を動作させる動作制御手段（例えば、演出制御用ＣＰＵ１２０）と、
　可変表示に関する情報を保留記憶として記憶可能な保留記憶手段と、
　を備え、
　前記第１表示手段と前記第２表示手段では表示領域の大きさが異なり、
　前記動作制御手段は、前記第２表示手段に画像が表示されているときに、該第２表示手
段を前記第１表示手段に向かって平行移動させる平行動作演出（例えば予告パターンＹＰ
１等の水平（鉛直）動作を伴う変動中予告演出）を実行可能であり、
　前記第２表示手段は、
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　前記保留記憶手段に記憶されている保留記憶に対応する保留表示を表示可能であり、
　前記動作制御手段により平行移動されるときに保留表示を表示せず、
　前記第１表示手段と前記第２表示手段とが連携する連携演出を実行可能な連携演出実行
手段と、
　前記第１表示手段に表示される画像の画像データと前記第２表示手段に表示される画像
の画像データとが読み出し可能に格納されるフレームバッファと、
　をさらに備え、
　前記第２表示手段に表示される第２連携画像の画像データを格納する第２画像バッファ
領域は、該第２表示手段の表示領域の前記第１表示手段の表示領域に対する物理的な位置
に応じて、前記第１表示手段に表示される第１連携画像の画像データを格納する第１画像
バッファ領域の近傍領域に設定され、
　前記連携演出において前記第１表示手段と前記第２表示手段に跨がって表示される単一
の画像の画像データを、前記第１画像バッファ領域及び前記第２画像バッファ領域に亘っ
て描画可能である
ことを特徴としている。
　本発明の請求項２に記載の遊技機は、
　可変表示を行うことが可能な遊技機（例えば、パチンコ遊技機１など）であって、
　遊技の進行に対応した画像を表示可能な第１表示手段（例えば、画像表示装置５）と、
　前記第１表示手段の前面側で動作可能に設けられ、該第１表示手段に表示される画像と
関連した画像を表示可能な第２表示手段（例えば、副画像表示装置５１）と、
　前記第２表示手段を動作させる動作制御手段（例えば、演出制御用ＣＰＵ１２０）と、
　可変表示に関する情報を保留記憶として記憶可能な保留記憶手段と、
　を備え、
　前記第１表示手段と前記第２表示手段では表示領域の大きさが異なり、
　前記動作制御手段は、前記第２表示手段に画像が表示されているときに、該第２表示手
段を前記第１表示手段に向かって平行移動させる平行動作演出（例えば予告パターンＹＰ
１等の水平（鉛直）動作を伴う変動中予告演出）を実行可能であり、
　前記第２表示手段は、
　前記保留記憶手段に記憶されている保留記憶に対応する保留表示を表示可能であり、
　前記動作制御手段により平行移動されるときに保留表示を表示せず、
　前記第１表示手段と前記第２表示手段とが連携する連携演出を実行可能な連携演出実行
手段と、
　前記第１表示手段に表示される画像の画像データと前記第２表示手段に表示される画像
の画像データとが読み出し可能に格納されるフレームバッファと、
　をさらに備え、
　前記第２表示手段は、前記第１表示手段と異なる表示面積と表示画素密度とを有し、
　少なくとも前記第１表示手段に表示される第１連携画像の画像データを格納する第１画
像バッファ領域と前記第２表示手段に表示される第２連携画像の画像データを格納する第
２画像バッファ領域とは、対応する前記第１表示手段と前記第２表示手段の表示面積の比
率に対応した領域として前記フレームバッファ内に設定されて、共通の画像を描画可能と
されており、
　第１画像バッファ領域または第２画像バッファ領域の一方に格納されている画像データ
の画像を拡大または縮小せずに対応する表示手段に表示し、他方に格納されている画像デ
ータの画像を対応する表示手段の表示画素密度に応じた倍率にて拡大または縮小して表示
する
ことを特徴としている。
　これらの特徴によれば、平行動作演出により第２表示手段の動作に注目させることがで
き、遊技の興趣が向上する。
【０００８】
　本発明の請求項３に記載の遊技機は、
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　可変表示を行うことが可能な遊技機（例えば、パチンコ遊技機１など）であって、
　遊技の進行に対応した画像を表示可能な第１表示手段（例えば、画像表示装置５）と、
　前記第１表示手段の前面側で動作可能に設けられ、該第１表示手段に表示される画像と
関連した画像を表示可能な第２表示手段（例えば、副画像表示装置５１）と、
　前記第２表示手段を動作させる動作制御手段（例えば、演出制御用ＣＰＵ１２０）と、
　可変表示に関する情報を保留記憶として記憶可能な保留記憶手段と、
　を備え、
　前記第１表示手段と前記第２表示手段では表示領域の大きさが異なり、
　前記動作制御手段は、前記第２表示手段に表示されている画像が遊技機の前面側から視
認可能な状態を維持したまま回転させる回転動作演出（例えば、予告パターンＹＰ４等の
回転動作を伴う変動中予告演出）を実行可能であり、
　前記第２表示手段は、
　前記保留記憶手段に記憶されている保留記憶に対応する保留表示を表示可能であり、
　前記動作制御手段により回転されるときに保留表示を表示せず、
　前記第１表示手段と前記第２表示手段とが連携する連携演出を実行可能な連携演出実行
手段と、
　前記第１表示手段に表示される画像の画像データと前記第２表示手段に表示される画像
の画像データとが読み出し可能に格納されるフレームバッファと、
　をさらに備え、
　前記第２表示手段に表示される第２連携画像の画像データを格納する第２画像バッファ
領域は、該第２表示手段の表示領域の前記第１表示手段の表示領域に対する物理的な位置
に応じて、前記第１表示手段に表示される第１連携画像の画像データを格納する第１画像
バッファ領域の近傍領域に設定され、
　前記連携演出において前記第１表示手段と前記第２表示手段に跨がって表示される単一
の画像の画像データを、前記第１画像バッファ領域及び前記第２画像バッファ領域に亘っ
て描画可能である
ことを特徴としている。
　本発明の請求項４に記載の遊技機は、
　可変表示を行うことが可能な遊技機（例えば、パチンコ遊技機１など）であって、
　遊技の進行に対応した画像を表示可能な第１表示手段（例えば、画像表示装置５）と、
　前記第１表示手段の前面側で動作可能に設けられ、該第１表示手段に表示される画像と
関連した画像を表示可能な第２表示手段（例えば、副画像表示装置５１）と、
　前記第２表示手段を動作させる動作制御手段（例えば、演出制御用ＣＰＵ１２０）と、
　可変表示に関する情報を保留記憶として記憶可能な保留記憶手段と、
　を備え、
　前記第１表示手段と前記第２表示手段では表示領域の大きさが異なり、
　前記動作制御手段は、前記第２表示手段に表示されている画像が遊技機の前面側から視
認可能な状態を維持したまま回転させる回転動作演出（例えば、予告パターンＹＰ４等の
回転動作を伴う変動中予告演出）を実行可能であり、
　前記第２表示手段は、
　前記保留記憶手段に記憶されている保留記憶に対応する保留表示を表示可能であり、
　前記動作制御手段により回転されるときに保留表示を表示せず、
　前記第１表示手段と前記第２表示手段とが連携する連携演出を実行可能な連携演出実行
手段と、
　前記第１表示手段に表示される画像の画像データと前記第２表示手段に表示される画像
の画像データとが読み出し可能に格納されるフレームバッファと、
　をさらに備え、
　前記第２表示手段は、前記第１表示手段と異なる表示面積と表示画素密度とを有し、
　少なくとも前記第１表示手段に表示される第１連携画像の画像データを格納する第１画
像バッファ領域と前記第２表示手段に表示される第２連携画像の画像データを格納する第
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２画像バッファ領域とは、対応する前記第１表示手段と前記第２表示手段の表示面積の比
率に対応した領域として前記フレームバッファ内に設定されて、共通の画像を描画可能と
されており、
　第１画像バッファ領域または第２画像バッファ領域の一方に格納されている画像データ
の画像を拡大または縮小せずに対応する表示手段に表示し、他方に格納されている画像デ
ータの画像を対応する表示手段の表示画素密度に応じた倍率にて拡大または縮小して表示
する
ことを特徴としている。
　これらの特徴によれば、回転動作演出により演出のバリエーションが豊富になり、遊技
の興趣が向上する。
【０００９】
　本発明の請求項５に記載の遊技機は、
　可変表示を行うことが可能な遊技機（例えば、パチンコ遊技機１など）であって、
　遊技の進行に対応した画像を表示可能な第１表示手段（例えば、画像表示装置５）と、
　前記第１表示手段の前面側で動作可能に設けられ、該第１表示手段に表示される画像と
関連した画像を表示可能な第２表示手段（例えば、副画像表示装置５１）と、
　動作可能に設けられた可動部材（例えば、可動部材５２）と、
　前記第２表示手段及び前記可動部材を動作させる動作制御手段（例えば、演出制御用Ｃ
ＰＵ１２０）と、
　可変表示に関する情報を保留記憶として記憶可能な保留記憶手段と、
　を備え、
　前記第１表示手段と前記第２表示手段では表示領域の大きさが異なり、
　前記動作制御手段は、前記第２表示手段に画像が表示されているときに、前記第２表示
手段の動作と前記可動部材の動作とを連動させた連動演出（例えば、予告パターンＹＰ３
，ＹＰ４等の可動部材５２の動作を伴う変動中予告演出）を実行可能であり、
　前記第２表示手段は、
　前記保留記憶手段に記憶されている保留記憶に対応する保留表示を表示可能であり、
　前記動作制御手段により前記可動部材と連動して動作されるときに保留表示を表示せず
、
　前記第１表示手段と前記第２表示手段とが連携する連携演出を実行可能な連携演出実行
手段と、
　前記第１表示手段に表示される画像の画像データと前記第２表示手段に表示される画像
の画像データとが読み出し可能に格納されるフレームバッファと、
　をさらに備え、
　前記第２表示手段に表示される第２連携画像の画像データを格納する第２画像バッファ
領域は、該第２表示手段の表示領域の前記第１表示手段の表示領域に対する物理的な位置
に応じて、前記第１表示手段に表示される第１連携画像の画像データを格納する第１画像
バッファ領域の近傍領域に設定され、
　前記連携演出において前記第１表示手段と前記第２表示手段に跨がって表示される単一
の画像の画像データを、前記第１画像バッファ領域及び前記第２画像バッファ領域に亘っ
て描画可能である
ことを特徴としている。
　本発明の請求項６に記載の遊技機は、
　可変表示を行うことが可能な遊技機（例えば、パチンコ遊技機１など）であって、
　遊技の進行に対応した画像を表示可能な第１表示手段（例えば、画像表示装置５）と、
　前記第１表示手段の前面側で動作可能に設けられ、該第１表示手段に表示される画像と
関連した画像を表示可能な第２表示手段（例えば、副画像表示装置５１）と、
　動作可能に設けられた可動部材（例えば、可動部材５２）と、
　前記第２表示手段及び前記可動部材を動作させる動作制御手段（例えば、演出制御用Ｃ
ＰＵ１２０）と、
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　可変表示に関する情報を保留記憶として記憶可能な保留記憶手段と、
　を備え、
　前記第１表示手段と前記第２表示手段では表示領域の大きさが異なり、
　前記動作制御手段は、前記第２表示手段に画像が表示されているときに、前記第２表示
手段の動作と前記可動部材の動作とを連動させた連動演出（例えば、予告パターンＹＰ３
，ＹＰ４等の可動部材５２の動作を伴う変動中予告演出）を実行可能であり、
　前記第２表示手段は、
　前記保留記憶手段に記憶されている保留記憶に対応する保留表示を表示可能であり、
　前記動作制御手段により前記可動部材と連動して動作されるときに保留表示を表示せず
、
　前記第１表示手段と前記第２表示手段とが連携する連携演出を実行可能な連携演出実行
手段と、
　前記第１表示手段に表示される画像の画像データと前記第２表示手段に表示される画像
の画像データとが読み出し可能に格納されるフレームバッファと、
　をさらに備え、
　前記第２表示手段は、前記第１表示手段と異なる表示面積と表示画素密度とを有し、
　少なくとも前記第１表示手段に表示される第１連携画像の画像データを格納する第１画
像バッファ領域と前記第２表示手段に表示される第２連携画像の画像データを格納する第
２画像バッファ領域とは、対応する前記第１表示手段と前記第２表示手段の表示面積の比
率に対応した領域として前記フレームバッファ内に設定されて、共通の画像を描画可能と
されており、
　第１画像バッファ領域または第２画像バッファ領域の一方に格納されている画像データ
の画像を拡大または縮小せずに対応する表示手段に表示し、他方に格納されている画像デ
ータの画像を対応する表示手段の表示画素密度に応じた倍率にて拡大または縮小して表示
する
ことを特徴としている。
　これらの特徴によれば、連動演出により第２表示手段の動作に注目させることができ、
演出のバリエーションが豊富になり、遊技の興趣が向上する。
【００１０】
　本発明の手段１の遊技機は、
　遊技を行うことが可能な遊技機（例えば、パチンコ遊技機１など）であって、
　開口を有し、遊技領域を構成する透明な遊技盤（例えば、遊技盤２）と、
　前記開口に対応する位置に設けられ、遊技の進行に対応した画像を表示可能な第１表示
手段（例えば、画像表示装置５）と、
　前記第１表示手段の前面側で動作可能に設けられ、該第１表示手段に表示される画像と
関連した画像を表示可能な第２表示手段（例えば、副画像表示装置５１）と、
　前記第２表示手段を動作させる動作制御手段（例えば、演出制御用ＣＰＵ１２０）と、
　を備え、
　前記第１表示手段と前記第２表示手段では表示領域の大きさが異なり、
　前記動作制御手段は、前記第２表示手段を前記開口に対応する位置であって前記第１表
示手段の表示領域に重畳する第１位置（例えば、重畳位置）と前記遊技盤の後面側で該遊
技盤に重畳する第２位置（例えば、待機位置）とに移動可能であり、
　前記第２表示手段は、前記第１位置及び前記第２位置において画像を表示可能である（
例えば、図３０及び図３１）
ことを特徴としている。
　この特徴によれば、移動演出により第２表示手段の動作に注目させることができ、遊技
の興趣が向上する。
【００１１】
　本発明の手段２の遊技機は、請求項１～請求項６、手段１のいずれかに記載の遊技機で
あって、



(10) JP 6364172 B2 2018.7.25

10

20

30

40

50

　遊技領域に設けられた始動領域を遊技媒体が通過した後に開始条件が成立したことにも
とづいて各々を識別可能な複数種類の識別情報の可変表示を行い、可変表示の表示結果と
してあらかじめ定められた特定表示結果が導出表示されたときに遊技者にとって有利な有
利状態に制御可能な遊技機であって、
　前記識別情報の可変表示（例えば、第１特別図柄や第２特別図柄、飾り図柄の変動表示
）として、特定可変表示（例えば、リーチ変動パターン）を含む複数種類の可変表示を実
行可能であって、
　可変表示を開始してから可変表示の表示結果を導出表示するまでの可変表示時間を決定
する可変表示時間決定手段と、
　可変表示されている所定期間にて、短縮条件の成立にもとづいて可変表示時間を短縮さ
せるか否かを決定する可変表示中短縮決定手段と、
　可変表示を開始した後、前記可変表示中短縮決定手段によって短縮させる旨が決定され
たことにもとづいて、可変表示中の可変表示時間を短縮された可変表示時間に変更する可
変表示時間短縮手段と、
　前記始動領域を遊技媒体が通過したときに、数値データを抽出する数値データ抽出手段
（例えば、ＣＰＵ１０３が図１７の始動入賞判定処理のＳ２１０を実行する部分）と、
　前記始動領域を遊技媒体が通過したにもかかわらず未だ前記開始条件が成立していない
可変表示について、所定の上限数（例えば、４）を限度に、前記数値データ抽出手段が抽
出した前記数値データを保留記憶として記憶可能な保留記憶手段（例えば、第１特図保留
記憶部１５１Ａや第２特図保留記憶部１５１Ｂ）と、
　前記保留記憶手段に記憶されている保留記憶を保留表示として表示する保留表示手段（
例えば、始動入賞記憶表示エリア５Ｈ）と、
　前記開始条件が成立したことにもとづいて、可変表示によって前記有利状態に制御する
か否かを決定する事前決定手段（例えば、ＣＰＵ１０３が図１８の特別図柄通常処理のＳ
２４１，Ｓ２４６，Ｓ２４４を実行する部分）と、
　前記開始条件が成立したときに該開始条件の成立によって開始する可変表示の種類を、
前記複数種類の可変表示のうちから決定する可変表示決定手段（例えば、ＣＰＵ１０３が
図１６の特別図柄プロセス処理のＳ１１１の変動パターン設定処理において変動パターン
を決定する部分）と、
　前記可変表示決定手段の決定前に、前記保留記憶手段に記憶されている保留記憶にもと
づく可変表示の種類が前記有利状態に制御される特定可変表示となるか否かを判定する可
変表示判定手段（例えば、ＣＰＵ１０３が図１７の始動入賞判定処理のＳ２１２の入賞時
乱数判定処理を実行する部分）と、
　前記可変表示判定手段の判定結果にもとづいて、該可変表示判定手段の判定対象となっ
た保留記憶に対応する可変表示において前記特定可変表示となる可能性を、該可変表示が
開始される前に予告する特定可変表示予告演出（例えば、先読み予告演出）を実行可能な
特定可変表示予告演出実行手段（例えば、演出制御用ＣＰＵ１２０が図２４の先読み予告
設定処理のＳ７５６にて先読み予告演出の実行設定を行い当該設定に基づいて先読み予告
演出を実行する部分、図３０（Ｂ）参照）と、
　を備え、
　前記短縮条件は、実行中の可変表示が前記特定可変表示であることを含む（例えば、Ｃ
ＰＵ１０３が図１９の特別図柄変動処理のＳ９１２においてリーチ変動パターンであるか
否かを判定する部分）
ことを特徴としている。
　この特徴によれば、短縮対象となる特定可変表示となることが予告されるようになるの
で、遊技興趣を向上させることができる。
【００１２】
　本発明の手段３の遊技機は、手段２に記載の遊技機であって、
　前記識別情報の可変表示（例えば、第１特別図柄や第２特別図柄）に対応して演出用識
別情報（例えば、飾り図柄）の可変表示を行う演出可変表示手段（例えば、演出制御用Ｃ
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ＰＵ１２０が図２９の可変表示中演出処理を実行する部分）を備え、
　前記演出可変表示手段は、前記特定可変表示（例えば、リーチ変動パターン）に対応す
る前記演出用識別情報の可変表示としてリーチ状態が成立する可変表示を実行可能（例え
ば、図２０に示すリーチ変動パターン内のリーチ前演出を実行可能）であって、
　前記可変表示時間短縮手段（例えば、ＣＰＵ１０３が図１９の特別図柄変動処理のＳ９
２２において変動時間に短縮変動時間を再セットする部分）は、前記リーチ状態となる前
の期間（例えば、図２０に示すリーチ変動パターン内のリーチ前変動期間）を短縮する
ことを特徴としている。
　この特徴によれば、リーチ状態となった後に実行されるリーチ演出が短縮されてしまう
ことがないので、遊技興趣を向上させることができる。
【００１３】
　本発明の手段４の遊技機は、請求項１～請求項６、手段１～手段３のいずれかに記載の
遊技機であって、
　遊技領域に設けられた始動領域を遊技媒体が通過した後に開始条件が成立したことにも
とづいて各々を識別可能な複数種類の識別情報の可変表示を行い、可変表示の表示結果と
してあらかじめ定められた特定表示結果が導出表示されたときに遊技者にとって有利な有
利状態に制御可能な遊技機であって、
　可変表示を開始してから可変表示の表示結果を導出表示するまでの可変表示時間を決定
する可変表示時間決定手段と、
　可変表示されている所定期間にて、短縮条件の成立にもとづいて可変表示時間を短縮さ
せるか否かを決定する可変表示中短縮決定手段と、
　可変表示を開始した後、前記可変表示中短縮決定手段によって短縮させる旨が決定され
たことにもとづいて、可変表示中の可変表示時間を短縮された可変表示時間に変更する可
変表示時間短縮手段と、
　可変表示の実行中において複数種類の可変表示中演出（例えば、図２０に示すリーチ変
動パターン内のリーチ前演出）を実行可能な可変表示中演出実行手段（例えば、演出制御
用ＣＰＵ１２０が図２９の可変表示中演出処理を実行する部分）と、
　前記可変表示時間短縮手段（例えば、ＣＰＵ１０３が図１９の特別図柄変動処理のＳ９
２２において変動時間に短縮変動時間を再セットする部分）により可変表示時間（例えば
、変動時間）が短縮されたときに、該短縮によって実行しなかった前記可変表示中演出が
存在するときには、該実行しなかった前記可変表示中演出に応じた報知演出（例えば、リ
ーチ前演出）を実行する報知演出実行手段（例えば、演出制御用ＣＰＵ１２０が図２９の
可変表示中演出処理のＳ１８５３において短縮により実行されなかった演出の報知表示を
開始する部分）と、
　を備える
ことを特徴としている。
　この特徴によれば、短縮によって実行されなかった可変表示中演出に応じた報知演出が
実行されることで該実行されなかった可変表示中演出を遊技者が認識できるようになるの
で、遊技興趣を向上させることができる。
【００１４】
　本発明の手段５の遊技機は、手段４に記載の遊技機であって、
　前記報知演出実行手段（例えば、演出制御用ＣＰＵ１２０が図２９の可変表示中演出処
理のＳ１８５３において短縮により実行されなかった演出の報知表示を開始する部分）は
、前記報知演出（例えば、リーチ前演出）の画像を前記第２表示手段（例えば、副画像表
示装置５１）に表示させる
ことを特徴としている。
　この特徴によれば、報知演出の画像が第１表示手段に表示される画像の邪魔になってし
まうことを防ぐことができる。
【００１５】
　本発明の手段６の遊技機は、請求項１～請求項６、手段１～手段５のいずれかに記載の
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遊技機であって、
　遊技領域に設けられた始動領域を遊技媒体が通過した後に開始条件が成立したことにも
とづいて各々を識別可能な複数種類の識別情報の可変表示を行い、可変表示の表示結果と
してあらかじめ定められた特定表示結果が導出表示されたときに遊技者にとって有利な有
利状態に制御可能な遊技機であって、
　可変表示を開始してから可変表示の表示結果を導出表示するまでの可変表示時間を決定
する可変表示時間決定手段と、
　可変表示されている所定期間にて、短縮条件の成立にもとづいて可変表示時間を短縮さ
せるか否かを決定する可変表示中短縮決定手段と、
　可変表示を開始した後、前記可変表示中短縮決定手段によって短縮させる旨が決定され
たことにもとづいて、可変表示中の可変表示時間を短縮された可変表示時間に変更する可
変表示時間短縮手段と、
　前記始動領域を遊技媒体が通過したときに、数値データを抽出する数値データ抽出手段
（例えば、ＣＰＵ１０３が図１７の始動入賞判定処理のＳ２１０を実行する部分）と、
　前記始動領域を遊技媒体が通過したにもかかわらず未だ前記開始条件が成立していない
可変表示について、所定の上限数（例えば、４）を限度に、前記数値データ抽出手段が抽
出した前記数値データを保留記憶として記憶可能な保留記憶手段（例えば、第１特図保留
記憶部１５１Ａや第２特図保留記憶部１５１Ｂ）と、
　前記保留記憶手段に記憶されている保留記憶を保留表示として表示する保留表示手段（
例えば、始動入賞記憶表示エリア５Ｈ）と、
　前記保留表示手段による保留表示の表示態様を、複数のタイミングで第１態様（例えば
、通常態様）から第２態様（例えば、特殊態様）に変化させて表示することが可能な保留
演出実行手段（例えば、変形例において、飾り図柄の変動表示中に保留記憶表示を特殊態
様に変化させる部分）と、
　を備え、
　前記保留演出実行手段は、前記可変表示時間短縮手段により可変表示時間が短縮された
ときに、前記保留表示の表示態様を、前記第１態様から前記第２態様に変化可能である（
例えば、変形例において、遊技者の操作によりリーチ前演出が短縮されたときに、保留記
憶表示の表示態様が変化する部分）
ことを特徴としている。
　この特徴によれば、可変表示時間が短縮されたときに保留表示が変化するので、遊技興
趣を向上させることができる。
【００１６】
　本発明の手段７の遊技機は、請求項１～請求項６、手段１～手段６のいずれかに記載の
遊技機であって、
　遊技領域に設けられた始動領域を遊技媒体が通過した後に開始条件が成立したことにも
とづいて各々を識別可能な複数種類の識別情報の可変表示を行い、可変表示の表示結果と
してあらかじめ定められた特定表示結果が導出表示されたときに遊技者にとって有利な有
利状態に制御可能な遊技機であって、
　可変表示を開始してから可変表示の表示結果を導出表示するまでの可変表示時間を決定
する可変表示時間決定手段と、
　可変表示されている所定期間にて、短縮条件の成立にもとづいて可変表示時間を短縮さ
せるか否かを決定する可変表示中短縮決定手段と、
　可変表示を開始した後、前記可変表示中短縮決定手段によって短縮させる旨が決定され
たことにもとづいて、可変表示中の可変表示時間を短縮された可変表示時間に変更する可
変表示時間短縮手段と、
　前記可変表示時間（例えば、変動時間）が短縮可能であることを示唆する示唆表示の画
像（例えば、図３３（Ｃ）に示す短縮操作可能表示）を前記第２表示手段（例えば、副画
像表示装置５１）に表示させる示唆表示手段（例えば、演出制御用ＣＰＵ１２０が図２９
の可変表示中演出処理のＳ１８４５において短縮操作可能表示を開始する部分）と、
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を備える
ことを特徴としている。
　この特徴によれば、示唆表示の画像が第１表示手段に表示される画像の邪魔になってし
まうことを防ぐことができる。
【００１７】
　本発明の手段８の遊技機は、請求項１～請求項２、手段１～手段７のいずれかに記載の
遊技機であって、
　前記動作制御手段は、前記第２表示手段に画像が表示されているときに、該第２表示手
段を前記第１表示手段に対して傾斜させるとともに、該第２表示手段を傾斜させたまま前
記第１表示装置の水平方向に動作させる水平動作演出を実行する（例えば、図４に示すよ
うに水平動作する）
ことを特徴としている。
　この特徴によれば、水平動作演出により演出のバリエーションが豊富になり、遊技の興
趣が向上する。尚、水平方向に動作させる水平動作演出とは、鉛直方向に対して水平方向
に動作する演出を含むとともに、左右方向に対して水平方向に動作する演出を含む。
【００１８】
　本発明の手段９の遊技機は、請求項１～請求項２、手段１～手段８のいずれかに記載の
遊技機であって、
　前記動作制御手段は、前記第２表示手段を所定の待機位置に停止させておくときには、
該第２表示手段を前記第１表示手段に対して傾斜させた状態で停止させておく（例えば、
図３に示すように待機位置では副画像表示装置５１を傾斜させておく）
ことを特徴としている。
　この特徴によれば、待機位置においても第２表示手段の動作に注目させることができる
。
【００１９】
　本発明の手段１０の遊技機は、請求項３～請求項４、手段１～手段９のいずれかに記載
の遊技機であって、
　前記第２表示手段は、前記動作制御手段により回転させるときに、遊技者に対する画像
の表示角度は変化しないように表示する（例えば、図３１に示すように演出画像を表示す
る）
ことを特徴としている。
　この特徴によれば、第２表示手段における表示の視認性を確保しつつ、第２表示手段の
動作に注目させることができる。
【００２０】
　本発明の手段１１の遊技機は、請求項３～請求項４、手段１～手段７、手段１０のいず
れかに記載の遊技機であって、
　前記第２表示手段の近傍で動作可能に設けられた可動部材（例えば、可動部材５２）を
さらに備え、
　前記動作制御手段は、前記第２表示手段の回転と前記可動部材の動作とを連動させた連
動演出（例えば、予告パターンＹＰ３，ＹＰ４等の可動部材５２の動作を伴う変動中予告
演出）を実行する
ことを特徴としている。
　この特徴によれば、連動演出により第２表示手段の動作により注目させることができる
。
【００２１】
　本発明の手段１２の遊技機は、請求項５～請求項６、手段１～手段７、手段１１のいず
れかに記載の遊技機であって、
　前記可動部材（例えば、可動部材５２）が複数設けられる
ことを特徴としている。
　この特徴によれば、第２表示手段が複数の可動部材と連動するので、第２表示手段の動
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作により注目させることができる。
【００２２】
　本発明の手段１２の遊技機は、請求項５～請求項６、手段１～手段７、手段１２のいず
れかに記載の遊技機であって、
　前記動作制御手段は、複数の前記可動部材のいずれを動作させるかに応じて、異なる動
作で前記第２表示手段を動作させる（例えば、予告パターンＹＰ３とＹＰ４では可動部材
５２の動作が異なり、副画像表示装置５１の動作も異なる）
ことを特徴としている。
　この特徴によれば、演出のバリエーションが豊富になり、遊技の興趣が向上する。
【００２３】
　本発明の手段１４の遊技機は、手段１～手段７のいずれかに記載の遊技機であって、
　前記遊技盤上であって、前記第２位置にある前記第２表示手段に重畳する位置に設けら
れる始動口（例えば、普通入賞球装置６Ａが形成する第１始動入賞口や、普通可変入賞球
装置６Ｂが形成する第２始動入賞口）と、
　遊技媒体が前記始動口を通過したことにもとづいて、遊技者に遊技価値を付与するか否
かを決定し、その決定結果にもとづいた可変表示を第１表示手段において実行する可変表
示手段（例えば、ＣＰＵ１０３や演出制御用ＣＰＵ１２０）と、
　をさらに備え、
　前記第２表示手段は、前記第１位置にあるときには前記第１表示手段における可変表示
に対応した画像を表示する（例えば、図３１に示すような変動中予告演出を実行する）と
もに、前記第２位置にあるときには遊技媒体が前記始動口を通過したことに対応する画像
を表示する（例えば、図３０に示すような先読み予告演出を実行する）
ことを特徴としている。
　この特徴によれば、第２表示手段の位置に応じて異なる演出画像が表示されるので、演
出のバリエーションが豊富になり、遊技の興趣が向上する。
【００２４】
　本発明の手段１５の遊技機は、請求項１～請求項６、手段１～手段１４のいずれかに記
載の遊技機であって、
　前記動作制御手段は、前記第１表示手段が前記遊技に関連する遊技関連情報を表示して
いる領域に重畳する重畳位置に前記第２表示手段を移動可能であり、
　前記第２表示手段は、前記重畳位置に移動したときに、前記遊技関連情報に対応した対
応表示を表示する（例えば、始動入賞記憶表示エリア５Ｈにおける表示に対応する表示を
副画像表示装置５１に表示する）
ことを特徴としている。
　この特徴によれば、第２表示手段が重畳位置に移動して遊技関連情報を視認できなくな
っても第２表示手段に対応表示が表示されるので遊技者を困惑させてしまうことを防止で
きる。
【００２５】
　本発明の手段１６の遊技機は、請求項１～請求項６、手段１～手段１５のいずれかに記
載の遊技機であって、
　前記第２表示手段は、前記第１表示手段と異なる表示面積と表示画素密度とを有し、
　前記第１表示手段に表示される画像の画像データと前記第２表示手段に表示される画像
の画像データとが読み出し可能に格納されるフレームバッファ（例えば、フレームバッフ
ァ領域として機能するＶＲＡＭ）をさらに備え、
　少なくとも前記第１表示手段に表示される第１連携画像の画像データ（例えば、第１連
携画像データ）を格納する第１画像バッファ領域（例えば、第１描画領域）と前記第２表
示手段に表示される第２連携画像の画像データ（例えば、第２連携画像データ）を格納す
る第２画像バッファ領域（例えば、第２描画領域）とは、対応する前記第１表示手段と前
記第２表示手段の表示面積の比率に対応した領域として前記フレームバッファ内に設定さ
れて、共通の画像を描画可能とされており（例えば、フレームバッファ領域における第１
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描画領域及び第２描画領域のそれぞれに、同一の解像度となっているスプライト画像を描
画する部分）、
　各画像バッファ領域に格納されている画像データの画像を、各画像バッファ領域に対応
する前記第１表示手段または前記第２表示手段の表示画素密度に応じた倍率にて拡大また
は縮小して表示する（例えば、第２描画領域にて描画された第２画像データが、横４００
ピクセル、縦３００ピクセルとなっており、この第２画像データを１６０％拡大（スケー
ルアップ）して横６４０ピクセル、縦４８０ピクセルの画像データとして第２表示装置１
１に表示する）
ことを特徴としている。
　この特徴によれば、第１画像バッファ領域と第２画像バッファ領域では、表示画素密度
が擬似的に同一とされているので、共通の画像データを描画するときに、画像を拡大や縮
小して描画する必要がないので、制御が複雑化してしまうことを防止できるとともに、各
画像バッファ領域に描画された画像データが、各画像バッファ領域に対応する第１表示手
段または第２表示手段の表示画素密度に応じた倍率にて拡大または縮小されて読み出され
るため、第１表示手段と第２表示手段として表示画素密度が同一のものを使用する必要が
ないので、表示画素密度が異なる安価な表示装置を使用できるので、コストを削減するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】この実施の形態におけるパチンコ遊技機の正面図である。
【図２】パチンコ遊技機に搭載された各種の制御基板などを示す構成図である。
【図３】パチンコ遊技機の側面の断面図である。
【図４】副画像表示装置の水平動作を示す図である。
【図５】副画像表示装置を水平動作させるための機構の一例を示す図である。
【図６】副画像表示装置の回転動作を示す図である。
【図７】副画像表示装置の傾斜動作を示す図である。
【図８】演出制御コマンドの内容の一例などを示す説明図である。
【図９】主基板の側にてカウントされる遊技用乱数を例示する説明図である。
【図１０】変動パターンを例示する図である。
【図１１】特図表示結果決定テーブルの構成例を示す図である。
【図１２】大当り種別決定テーブルの構成例を示す図である。
【図１３】遊技制御用データ保持エリアの構成例を示すブロック図である。
【図１４】演出制御用データ保持エリアの構成例を示すブロック図である。
【図１５】遊技制御用タイマ割込み処理の一例を示すフローチャートである。
【図１６】特別図柄プロセス処理の一例を示すフローチャートである。
【図１７】始動入賞判定処理の一例を示すフローチャートである。
【図１８】特別図柄通常処理の一例を示すフローチャートである。
【図１９】特別図柄変動処理の一例を示すフローチャートである。
【図２０】可変表示パターンにおける短縮可能期間を示す説明図である。
【図２１】演出制御メイン処理の一例を示すフローチャートである。
【図２２】コマンド解析処理の一例を示すフローチャートである。
【図２３】演出制御プロセス処理を示すフローチャートである。
【図２４】先読み予告設定処理の一例を示すフローチャートである。
【図２５】先読み予告演出を決定する割合の設定例を示す図である。
【図２６】可変表示開始設定処理の一例を示すフローチャートである。
【図２７】変動中予告パターンの一覧を示す図である。
【図２８】変動中予告演出を決定する割合の設定例を示す図である。
【図２９】可変表示中演出処理の一例を示すフローチャートである。
【図３０】具体的な演出動作例を示す図である。
【図３１】具体的な演出動作例を示す図である。
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【図３２】変動時間を短縮するときの画面例を示す説明図である。
【図３３】変動時間を短縮するときの画面例を示す説明図である。
【図３４】変動時間を短縮するときの画面例を示す説明図である。
【図３５】フレームバッファ領域にて描画した画像データを各表示装置に出力させる状態
を示す図である。
【図３６】フレームバッファ領域にて描画した画像データを各表示装置に出力させる状態
を示す図である。
【図３７】フレームバッファ領域にて描画した画像データを各表示装置に出力させる状態
を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下、図面を参照しつつ、本発明の一実施形態を詳細に説明する。尚、本実施例におけ
るフローチャートの各ステップの説明において、例えば「ステップＳ１」と記載する箇所
を「Ｓ１」と略記する場合がある。図１は、本実施の形態におけるパチンコ遊技機の正面
図であり、主要部材の配置レイアウトを示す。パチンコ遊技機（遊技機）１は、大別して
、遊技盤面を構成する遊技盤（ゲージ盤）２と、遊技盤２を支持固定する遊技機用枠（台
枠）３とから構成されている。遊技盤２には、ガイドレールによって囲まれた、ほぼ円形
状の遊技領域が形成されている。この遊技領域には、遊技媒体としての遊技球が、所定の
打球発射装置から発射されて打ち込まれる。遊技盤２は、透明（あるいは半透明）なプラ
スチック等の合成樹脂で作られており、遊技盤２の裏側を遊技者は視認可能になっている
。この実施の形態では、遊技盤２の裏側に副画像表示装置５１が設けられる。そして、副
画像表示装置５１における表示内容が透明な遊技盤２を通して遊技者が視認可能になって
いる。尚、遊技盤２は、全面が透明である必要はなく、副画像表示装置５１に対応する部
分のみが透明に構成されていてもよい。
【００２８】
　遊技盤２の所定位置（図１に示す例では、遊技領域の右側方）には、第１特別図柄表示
装置４Ａと、第２特別図柄表示装置４Ｂとが設けられている。第１特別図柄表示装置４Ａ
と第２特別図柄表示装置４Ｂはそれぞれ、例えば７セグメントやドットマトリクスのＬＥ
Ｄ（発光ダイオード）等から構成され、可変表示ゲームの一例となる特図ゲームにおいて
、各々を識別可能な複数種類の識別情報（特別識別情報）である特別図柄（「特図」とも
いう）が、変動可能に表示（可変表示）される。例えば、第１特別図柄表示装置４Ａと第
２特別図柄表示装置４Ｂはそれぞれ、「０」～「９」を示す数字や「－」を示す記号等か
ら構成される複数種類の特別図柄を可変表示する。尚、第１特別図柄表示装置４Ａや第２
特別図柄表示装置４Ｂにおいて表示される特別図柄は、「０」～「９」を示す数字や「－
」を示す記号等から構成されるものに限定されず、例えば７セグメントのＬＥＤにおいて
点灯させるものと消灯させるものとの組合せを異ならせた複数種類の点灯パターンが、複
数種類の特別図柄として予め設定されていればよい。
【００２９】
　複数種類の特別図柄には、それぞれに対応した図柄番号が付されている。一例として、
「０」～「９」を示す数字それぞれには、「０」～「９」の図柄番号が付され、「－」を
示す記号には、「１０」の図柄番号が付されていればよい。以下では、第１特別図柄表示
装置４Ａにおいて可変表示される特別図柄を「第１特図」ともいい、第２特別図柄表示装
置４Ｂにおいて可変表示される特別図柄を「第２特図」ともいう。
【００３０】
　第１特別図柄表示装置４Ａと第２特別図柄表示装置４Ｂはともに、例えば方形状に形成
されている。尚、第１特図の種類と第２特図の種類は同じ（例えば、ともに「０」～「９
」を示す数字、及び、「－」を示す記号）であってもよいし、種類が異なっていてもよい
。また、第１特別図柄表示装置４Ａと第２特別図柄表示装置４Ｂはそれぞれ、例えば「０
０」～「９９」を示す数字（あるいは２桁の記号）を可変表示するように構成されていて
もよい。
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【００３１】
　遊技盤２における遊技領域の中央付近には開口があり、この開口の後方に画像表示装置
５が設けられている。画像表示装置５は、例えばＬＣＤ（液晶表示装置）等から構成され
、各種の演出画像を表示する表示領域を形成している。画像表示装置５の表示領域では、
特図ゲームにおける第１特別図柄表示装置４Ａによる第１特図の可変表示や第２特別図柄
表示装置４Ｂによる第２特図の可変表示のそれぞれに対応して、例えば３つといった複数
の可変表示部となる飾り図柄表示エリアにて、各々を識別可能な複数種類の識別情報（装
飾識別情報）である飾り図柄（演出図柄）が可変表示（変動表示）される。この飾り図柄
の可変表示も、可変表示ゲームに含まれる。尚、この実施の形態では、画像表示装置５の
視認性を確保するために遊技盤２に開口を設けているが、開口を設けずに遊技盤２の画像
表示装置５に対応する部分を透明にしてもよい。
【００３２】
　一例として、画像表示装置５の表示領域には、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示
エリア５Ｌ，５Ｃ，５Ｒが配置されている。そして、特図ゲームにおいて第１特別図柄表
示装置４Ａにおける第１特図の変動と第２特別図柄表示装置４Ｂにおける第２特図の変動
のうち、いずれかが開始されることに対応して、「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表
示エリア５Ｌ，５Ｃ，５Ｒにおいて飾り図柄の変動（例えば上下方向のスクロール表示）
が開始される。その後、特図ゲームにおける可変表示結果として確定特別図柄が停止表示
されるときに、画像表示装置５における「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示エリア
５Ｌ，５Ｃ，５Ｒにて、飾り図柄の可変表示結果となる確定飾り図柄（最終停止図柄）が
停止表示される。
【００３３】
　このように、画像表示装置５の表示領域では、第１特別図柄表示装置４Ａにおける第１
特図を用いた特図ゲーム、または、第２特別図柄表示装置４Ｂにおける第２特図を用いた
特図ゲームと同期して、各々が識別可能な複数種類の飾り図柄の可変表示を行い、可変表
示結果となる確定飾り図柄を導出表示（あるいは単に「導出」ともいう）する。尚、例え
ば特別図柄や飾り図柄といった、各種の表示図柄を導出表示するとは、飾り図柄等の識別
情報を停止表示（完全停止表示や最終停止表示ともいう）して可変表示を終了させること
である。これに対して、飾り図柄の可変表示を開始してから可変表示結果となる確定飾り
図柄が導出表示されるまでの可変表示中には、飾り図柄の変動速度が「０」となって、飾
り図柄が停留して表示され、例えば微少な揺れや伸縮などを生じさせる表示状態となるこ
とがある。このような表示状態は、仮停止表示ともいい、可変表示における表示結果が確
定的に表示されていないものの、スクロール表示や更新表示による飾り図柄の変動が進行
していないことを遊技者が認識可能となる。尚、仮停止表示には、微少な揺れや伸縮など
も生じさせず、所定時間（例えば１秒間）よりも短い時間だけ、飾り図柄を完全停止表示
することなどが含まれてもよい。
【００３４】
　「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示エリア５Ｌ，５Ｃ，５Ｒにて可変表示される
飾り図柄には、例えば８種類の図柄（英数字「１」～「８」あるいは漢数字や、英文字、
所定のモチーフに関連する８個のキャラクタ画像、数字や文字あるいは記号とキャラクタ
画像との組合せなどであればよく、キャラクタ画像は、例えば人物や動物、これら以外の
物体、もしくは、文字などの記号、あるいは、その他の任意の図形を示す飾り画像であれ
ばよい）で構成される。飾り図柄のそれぞれには、対応する図柄番号が付されている。例
えば、「１」～「８」を示す英数字それぞれに対して、「１」～「８」の図柄番号が付さ
れている。尚、飾り図柄は８種類に限定されず、大当り組合せやハズレとなる組合せなど
適当な数の組合せを構成可能であれば、何種類であってもよい（例えば７種類や９種類な
ど）。
【００３５】
　飾り図柄の可変表示が開始された後、可変表示結果となる確定飾り図柄が導出表示され
るまでには、「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示エリア５Ｌ，５Ｃ，５Ｒにおいて
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、例えば図柄番号が小さいものから大きいものへと順次に上方から下方へと流れるような
スクロール表示が行われ、図柄番号が最大（例えば「８」）である飾り図柄が表示される
と、続いて図柄番号が最小（例えば「１」）である飾り図柄が表示される。あるいは、飾
り図柄表示エリア５Ｌ，５Ｃ，５Ｒのうち少なくともいずれか１つ（例えば「左」の飾り
図柄表示エリア５Ｌなど）において、図柄番号が大きいものから小さいものへとスクロー
ル表示を行って、図柄番号が最小である飾り図柄が表示されると、続いて図柄番号が最大
である飾り図柄が表示されるようにしてもよい。
【００３６】
　画像表示装置５の下方であって、遊技盤２の背面側には副画像表示装置５１が設けられ
ている。副画像表示装置５１は、例えば画像表示装置５よりも小型のＬＣＤ（液晶表示装
置）等から構成され、各種の演出画像を表示する表示領域を形成している。副画像表示装
置５１の表示領域では、画像表示装置５における可変表示や始動入賞と関連する各種演出
（例えば予告演出）が実行される。この実施の形態では、副画像表示装置５１は、図１に
示す初期位置（待機位置）から画像表示装置５の前面側に重畳する位置（重畳位置）に動
作（水平動作）可能になっている。また、副画像表示装置５１は、画像表示装置５に対し
て表示面を傾斜させる傾斜動作や表示面を前面から視認可能な状態で回転する回転動作が
可能になっている。このような構成により、副画像表示装置５１の表示領域における演出
表示や、副画像表示装置５１の動作を伴う予告演出を実行できるようになっている。尚、
画像表示装置５をメイン液晶、副画像表示装置５１をサブ液晶ともいう。
【００３７】
　遊技盤２の開口の内側には、演出の実行時等に動作する可動部材５２が設けられている
。この実施の形態では、８個の可動部材５２が設けられており、副画像表示装置５１が動
作するときに、その動作と連動した動作が実行される。可動部材５２は、図１に示すよう
に遊技盤２の開口部の内側に収納された状態から、突出する動作が可能になっている。尚
、ここでいう「連動」とは、同時に動作することや対応して動作することをいう。対応し
た動作とは、一方の動作中に他方が動作を停止する互い違いの動作等をいう。
【００３８】
　副画像表示装置５１の表示領域には、始動入賞記憶表示エリア５Ｈが配置されている。
始動入賞記憶表示エリア５Ｈでは、特図ゲームに対応した可変表示の保留数（特図保留記
憶数）を特定可能に表示する保留記憶表示が行われる。ここで、特図ゲームに対応した可
変表示の保留は、普通入賞球装置６Ａが形成する第１始動入賞口や、普通可変入賞球装置
６Ｂが形成する第２始動入賞口を、遊技球が通過（進入）することによる始動入賞に基づ
いて発生する。すなわち、特図ゲームや飾り図柄の可変表示といった可変表示ゲームを実
行するための始動条件（「実行条件」ともいう）は成立したが、先に成立した開始条件に
基づく可変表示ゲームが実行中であることやパチンコ遊技機１が大当り遊技状態に制御さ
れていることなどにより、可変表示ゲームの開始を許容する開始条件が成立していないと
きに、成立した始動条件に対応する可変表示の保留が行われる。始動入賞記憶表示エリア
５Ｈのおける保留記憶表示は、第１始動入賞口を遊技球が通過（進入）することによる始
動入賞に基づいて発生したものであるか、第２始動入賞口を遊技球が通過（進入）するこ
とによる始動入賞に基づいて発生したものであるかに応じて、その表示態様（例えば表示
色や形状）を異ならせる。この実施の形態では、第１始動入賞口を遊技球が通過（進入）
することによる始動入賞に基づいて発生した保留記憶表示を丸型の青色表示とし、第２始
動入賞口を遊技球が通過（進入）することによる始動入賞に基づいて発生した保留記憶表
示を丸型の赤色表示とする。尚、始動入賞記憶表示エリア５Ｈは、画像表示装置５に設け
られていてもよい。始動入賞記憶表示エリア５Ｈを画像表示装置５に設ける場合、副画像
表示装置５１が動作して画像表示装置５の前面側に重畳する位置（重畳位置）に来たこと
により、始動入賞記憶表示エリア５Ｈにおける表示が視認できなくなった場合には、当該
始動入賞記憶表示エリア５Ｈにおける表示に対応する表示を副画像表示装置５１に表示す
るようにしてもよい。この場合、始動入賞記憶表示エリア５Ｈにおける表示に対応する表
示は、始動入賞記憶表示エリア５Ｈと同様の丸型の表示であってもよいし、保留の数を数
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字や他のシンボルで表示するものであってもよい。このようにすることで、副画像表示装
置５１を動作したことによって、遊技者を困惑させてしまうことを防止できる。
【００３９】
　尚、画像表示装置５、及び／または、副画像表示装置５１は、ＬＣＤに限定されず有機
ＥＬ等の他の表示装置で構成されてもよい。
【００４０】
　図１に示す例では、始動入賞記憶表示エリア５Ｈとともに、第１特別図柄表示装置４Ａ
及び第２特別図柄表示装置４Ｂの上部に、特図保留記憶数を特定可能に表示するための第
１保留表示器２５Ａと第２保留表示器２５Ｂとが設けられている。第１保留表示器２５Ａ
は、第１特図保留記憶数を特定可能に表示する。第２保留表示器２５Ｂは、第２特図保留
記憶数を特定可能に表示する。第１特図保留記憶数は、第１特図を用いた特図ゲームの実
行が保留されている記憶数である。第２特図保留記憶数は、第２特図を用いた特図ゲーム
の実行が保留されている記憶数である。第１特図保留記憶数と第２特図保留記憶数とを加
算した可変表示の保留記憶数は、特に、合計保留記憶数ともいう。単に「特図保留記憶数
」というときには、通常、第１特図保留記憶数、第２特図保留記憶数及び合計保留記憶数
のいずれも含む概念を指すが、特に、これらの一部（例えば第１特図保留記憶数と第２特
図保留記憶数を含む一方で合計保留記憶数は除く概念）を指すこともあるものとする。
【００４１】
　画像表示装置５の下方であって副画像表示装置５１の前面側には、普通入賞球装置６Ａ
と、普通可変入賞球装置６Ｂとが設けられている。普通入賞球装置６Ａは、例えば所定の
玉受部材によって常に一定の開放状態に保たれる始動領域（第１始動領域）としての第１
始動入賞口を形成する。普通可変入賞球装置６Ｂは、図２に示す普通電動役物用となるソ
レノイド８１によって、垂直位置となる通常開放状態と傾動位置となる拡大開放状態とに
変化する一対の可動翼片を有する電動チューリップ型役物（普通電動役物）を備え、始動
領域（第２始動領域）第２始動入賞口を形成する。
【００４２】
　一例として、普通可変入賞球装置６Ｂでは、普通電動役物用のソレノイド８１がオフ状
態であるときに可動翼片が垂直位置となることにより、遊技球が第２始動入賞口を通過（
進入）しがたい通常開放状態となる。その一方で、普通可変入賞球装置６Ｂでは、普通電
動役物用のソレノイド８１がオン状態であるときに可動翼片が傾動位置となる傾動制御に
より、遊技球が第２始動入賞口を通過（進入）しやすい拡大開放状態となる。尚、普通可
変入賞球装置６Ｂは、通常開放状態であるときでも、第２始動入賞口には遊技球が進入可
能であるものの、拡大開放状態であるときよりも遊技球が進入する可能性が低くなるよう
に構成してもよい。あるいは、普通可変入賞球装置６Ｂは、通常開放状態において、例え
ば第２始動入賞口を閉鎖することなどにより、第２始動入賞口には遊技球が進入しないよ
うに構成してもよい。このように、第２始動領域としての第２始動入賞口は、遊技球が通
過（進入）しやすい拡大開放状態と、遊技球が通過（進入）しにくいまたは通過（進入）
できない通常開放状態とに変化する。
【００４３】
　普通入賞球装置６Ａに形成された第１始動入賞口を通過（進入）した遊技球は、例えば
図２に示す第１始動口スイッチ２２Ａによって検出される。普通可変入賞球装置６Ｂに形
成された第２始動入賞口を通過（進入）した遊技球は、例えば図２に示す第２始動口スイ
ッチ２２Ｂによって検出される。第１始動口スイッチ２２Ａによって遊技球が検出された
ことに基づき、所定個数（例えば３個）の遊技球が賞球として払い出され、第１特図保留
記憶数が所定の上限値（例えば「４」）以下であれば、第１始動条件が成立する。第２始
動口スイッチ２２Ｂによって遊技球が検出されたことに基づき、所定個数（例えば３個）
の遊技球が賞球として払い出され、第２特図保留記憶数が所定の上限値（例えば「４」）
以下であれば、第２始動条件が成立する。尚、第１始動口スイッチ２２Ａによって遊技球
が検出されたことに基づいて払い出される賞球の個数と、第２始動口スイッチ２２Ｂによ
って遊技球が検出されたことに基づいて払い出される賞球の個数は、互いに同一の個数で
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あってもよいし、異なる個数であってもよい。
【００４４】
　普通入賞球装置６Ａと普通可変入賞球装置６Ｂの下方には、特別可変入賞球装置７が設
けられている。特別可変入賞球装置７は、図２に示す大入賞口扉用となるソレノイド８２
によって開閉駆動される大入賞口扉を備え、その大入賞口扉によって開放状態と閉鎖状態
とに変化する特定領域としての大入賞口を形成する。
【００４５】
　一例として、特別可変入賞球装置７では、大入賞口扉用のソレノイド８２がオフ状態で
あるときに大入賞口扉が大入賞口を閉鎖状態として、遊技球が大入賞口を通過（進入）で
きなくする。その一方で、特別可変入賞球装置７では、大入賞口扉用のソレノイド８２が
オン状態であるときに大入賞口扉が大入賞口を開放状態として、遊技球が大入賞口を通過
（進入）しやすくする。このように、特定領域としての大入賞口は、遊技球が通過（進入
）しやすく遊技者にとって有利な開放状態と、遊技球が通過（進入）できず遊技者にとっ
て不利な閉鎖状態とに変化する。尚、遊技球が大入賞口を通過（進入）できない閉鎖状態
に代えて、あるいは閉鎖状態の他に、遊技球が大入賞口を通過（進入）しにくい一部開放
状態を設けてもよい。
【００４６】
　大入賞口を通過（進入）した遊技球は、例えば図２に示すカウントスイッチ２３によっ
て検出される。カウントスイッチ２３によって遊技球が検出されたことに基づき、所定個
数（例えば１５個）の遊技球が賞球として払い出される。こうして、特別可変入賞球装置
７において開放状態となった大入賞口を遊技球が通過（進入）したときには、例えば第１
始動入賞口や第２始動入賞口といった、他の入賞口を遊技球が通過（進入）したときより
も多くの賞球が払い出される。従って、特別可変入賞球装置７において大入賞口が開放状
態となれば、その大入賞口に遊技球が進入可能となり、遊技者にとって有利な第１状態と
なる。その一方で、特別可変入賞球装置７において大入賞口が閉鎖状態となれば、大入賞
口に遊技球を通過（進入）させて賞球を得ることが不可能または困難になり、遊技者にと
って不利な第２状態となる。
【００４７】
　遊技盤２の所定位置（図１に示す例では、遊技領域の左側方）には、普通図柄表示器２
０が設けられている。一例として、普通図柄表示器２０は、第１特別図柄表示装置４Ａや
第２特別図柄表示装置４Ｂと同様に７セグメントやドットマトリクスのＬＥＤ等から構成
され、特別図柄とは異なる複数種類の識別情報である普通図柄（「普図」あるいは「普通
図」ともいう）を変動可能に表示（可変表示）する。このような普通図柄の可変表示は、
普図ゲーム（「普通図ゲーム」ともいう）と称される。
【００４８】
　普通図柄表示器２０の上方には、普図保留表示器２５Ｃが設けられている。普図保留表
示器２５Ｃは、例えば４個のＬＥＤを含んで構成され、通過ゲート４１を通過した有効通
過球数としての普図保留記憶数を表示する。
【００４９】
　遊技盤２の表面には、上記の構成以外にも、遊技球の流下方向や速度を変化させる風車
及び多数の障害釘が設けられている。また、第１始動入賞口、第２始動入賞口及び大入賞
口とは異なる入賞口として、例えば所定の玉受部材によって常に一定の開放状態に保たれ
る単一または複数の一般入賞口が設けられてもよい。この場合には、一般入賞口のいずれ
かに進入した遊技球が所定の一般入賞球スイッチによって検出されたことに基づき、所定
個数（例えば１０個）の遊技球が賞球として払い出されればよい。遊技領域の最下方には
、いずれの入賞口にも進入しなかった遊技球が取り込まれるアウト口が設けられている。
【００５０】
　遊技機用枠３の左右上部位置には、効果音等を再生出力するためのスピーカ８Ｌ，８Ｒ
が設けられており、さらに遊技領域周辺部には、遊技効果ランプ９が設けられている。パ
チンコ遊技機１の遊技領域における各構造物（例えば普通入賞球装置６Ａ、普通可変入賞
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球装置６Ｂ、特別可変入賞球装置７等）の周囲には、装飾用ＬＥＤが配置されていてもよ
い。遊技機用枠３の右下部位置には、遊技媒体としての遊技球を遊技領域に向けて発射す
るために遊技者等によって操作される打球操作ハンドル（操作ノブ）が設けられている。
例えば、打球操作ハンドルは、遊技者等による操作量（回転量）に応じて遊技球の弾発力
を調整する。打球操作ハンドルには、打球発射装置が備える発射モータの駆動を停止させ
るための単発発射スイッチや、タッチリング（タッチセンサ）が設けられていればよい。
【００５１】
　遊技領域の下方における遊技機用枠３の所定位置には、賞球として払い出された遊技球
や所定の球貸機により貸し出された遊技球を、打球発射装置へと供給可能に保持（貯留）
する上皿（打球供給皿）が設けられている。遊技機用枠３の下部には、上皿から溢れた余
剰球などを、パチンコ遊技機１の外部へと排出可能に保持（貯留）する下皿が設けられて
いる。
【００５２】
　下皿を形成する部材には、例えば下皿本体の上面における手前側の所定位置（例えば下
皿の中央部分）などに、遊技者が把持して傾倒操作が可能なスティックコントローラ３１
Ａが取り付けられている。スティックコントローラ３１Ａは、遊技者が把持する操作桿を
含み、操作桿の所定位置（例えば遊技者が操作桿を把持したときに操作手の人差し指が掛
かる位置など）には、トリガボタンが設けられている。トリガボタンは、遊技者がスティ
ックコントローラ３１Ａの操作桿を操作手（例えば左手など）で把持した状態において、
所定の操作指（例えば人差し指など）で押引操作することなどにより所定の指示操作がで
きるように構成されていればよい。操作桿の内部には、トリガボタンに対する押引操作な
どによる所定の指示操作を検知するトリガセンサが内蔵されていればよい。
【００５３】
　スティックコントローラ３１Ａの下部における下皿の本体内部などには、操作桿に対す
る傾倒操作を検知する傾倒方向センサユニットが設けられていればよい。例えば、傾倒方
向センサユニットは、パチンコ遊技機１と正対する遊技者の側からみて操作桿の中心位置
よりも左側で遊技盤２の盤面と平行に配置された２つの透過形フォトセンサ（平行センサ
対）と、この遊技者の側からみて操作桿の中心位置よりも右側で遊技盤２の盤面と垂直に
配置された２つの透過形フォトセンサ（垂直センサ対）とを組み合わせた４つの透過形フ
ォトセンサを含んで構成されていればよい。
【００５４】
　上皿を形成する部材には、例えば上皿本体の上面における手前側の所定位置（例えばス
ティックコントローラ３１Ａの上方）などに、遊技者が押下操作などにより所定の指示操
作を可能な操作ボタン５０が設けられている。操作ボタン５０は、遊技者からの押下操作
などによる所定の指示操作を、機械的、電気的、あるいは、電磁的に、検出できるように
構成されていればよい。操作ボタン５０の設置位置における上皿の本体内部などには、操
作ボタン５０に対してなされた遊技者の操作行為を検知するプッシュセンサが設けられて
いればよい。
【００５５】
　続いて、副画像表示装置５１（サブ液晶）の構造や動作について説明する。図３はパチ
ンコ遊技機１の側面の断面図である。図３に示すように、副画像表示装置５１は、画像表
示装置５の前面側の下方に設けられる。また、遊技盤２や普通入賞球装置６Ａ、普通可変
入賞球装置６Ｂの後方に設けられる。副画像表示装置５１は、副画像表示装置５１を動作
させるための動作装置５３を備える。演出制御基板１２に搭載された演出制御用ＣＰＵ１
２０は、この動作装置５３を制御することで、副画像表示装置５１を動作させる。
【００５６】
　副画像表示装置５１は、図３に示す初期位置（待機位置）においては、画像表示装置５
に対して表示面が傾いた状態となる。このように初期位置（待機位置）においては、副画
像表示装置５１を上向きに傾斜させておくことで、遊技者の視線に対して垂直に近くなる
ため、副画像表示装置５１における表示の視認性を向上させることができる。尚、図３に



(22) JP 6364172 B2 2018.7.25

10

20

30

40

50

示す初期位置において、前面側からみて副画像表示装置５１の一部（上部）が画像表示装
置５と重畳するようになっているが、初期位置においては重畳しないようにしてもよい。
【００５７】
　副画像表示装置５１は、待機位置から画像表示装置５の前面側に重複する重畳位置に移
動する水平動作（上下動作）が可能になっている。このとき、図４に示すように、副画像
表示装置５１の表示面は傾斜させたまま水平動作するようになっている。
【００５８】
　図５は、副画像表示装置５１を水平動作させるため機構の一例を示す図である。また、
副画像表示装置５１の本体は、２本のアーム５４により支持される。そして、２本のアー
ム５４は、それぞれモータやギアから構成される水平駆動手段５５によって副画像表示装
置５１の本体を持ち上げる動作が可能なように軸支されている。
【００５９】
　また、副画像表示装置５１の本体は、水平駆動手段５５及びアーム５４の動作によって
、図５（Ｂ）に示すような折りたたまれた状態と、図５（Ａ）に示すような伸びた状態と
、に変化可能に構成されている。演出制御用ＣＰＵ１２０が、水平駆動手段５５を駆動さ
せ、アーム５４を上下させることによって、このような水平動作を実現する。
【００６０】
　また、副画像表示装置５１は、表示面を前面から視認可能な状態で回転する回転動作が
可能になっている。図６に示すように、副画像表示装置５１の表示面の裏側にモータや副
画像表示装置５１の本体側に固定されるギア５７と噛合するギア等で構成される回転駆動
手段５６が設けられ、モータの回転に応じて副画像表示装置５１を回転させる回転動作が
可能になっている。尚、この実施の形態では、副画像表示装置５１が重畳位置にあるとき
に回転動作するようになっているが、待機位置においても回転動作するようにしてもよい
。演出制御用ＣＰＵ１２０が、回転駆動手段５６を駆動させることによって、このような
回転動作を実現する。
【００６１】
　また、副画像表示装置５１は、画像表示装置５に対して表示面を傾斜させる傾斜動作が
可能になっている。副画像表示装置５１の表示面の裏側にモータやギア等で構成される傾
斜駆動手段５８が設けられる。そして、図７（Ａ）～（Ｃ）に示すように、モータの回転
に応じて、副画像表示装置５１を上向き、水平、下向き等に傾斜させる傾斜動作が可能に
なっている。尚、この実施の形態では、副画像表示装置５１が重畳位置にあるときに傾斜
動作するようになっているが、待機位置においても傾斜動作するようにしてもよい。演出
制御用ＣＰＵ１２０が、傾斜駆動手段５８を駆動させることによって、このような傾斜動
作を実現する。
【００６２】
　尚、以上の駆動手段は一例であり、副画像表示装置５１の水平動作、回転動作、及び、
傾斜動作が可能であれば、その構造や動作のさせ方は任意である。
【００６３】
　次に、パチンコ遊技機１における遊技の進行を概略的に説明する。パチンコ遊技機１で
は、遊技領域に設けられた通過ゲート４１を通過した遊技球が図２に示すゲートスイッチ
２１によって検出されたことといった、普通図柄表示器２０にて普通図柄の可変表示を実
行するための普図始動条件が成立した後に、例えば前回の普図ゲームが終了したこととい
った、普通図柄の可変表示を開始するための普図開始条件が成立したことに基づいて、普
通図柄表示器２０による普図ゲームが開始される。
【００６４】
　この普図ゲームでは、普通図柄の変動を開始させた後、普図変動時間となる所定時間が
経過すると、普通図柄の可変表示結果となる確定普通図柄を停止表示（導出表示）する。
このとき、確定普通図柄として、例えば「７」を示す数字といった、特定の普通図柄（普
図当り図柄）が停止表示されれば、普通図柄の可変表示結果が「普図当り」となる。その
一方、確定普通図柄として、例えば「７」を示す数字以外の数字や記号といった、普図当
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り図柄以外の普通図柄が停止表示されれば、普通図柄の可変表示結果が「普図ハズレ」と
なる。普通図柄の可変表示結果が「普図当り」となったことに対応して、普通可変入賞球
装置６Ｂを構成する電動チューリップの可動翼片が傾動位置となる拡大開放制御（傾動制
御）が行われ、所定時間が経過すると垂直位置に戻る通常開放制御が行われる。
【００６５】
　普通入賞球装置６Ａに形成された第１始動入賞口を通過（進入）した遊技球が図２に示
す第１始動口スイッチ２２Ａによって検出されたことなどにより第１始動条件が成立した
後に、例えば前回の特図ゲームや大当り遊技状態が終了したことなどにより第１開始条件
が成立したことに基づいて、第１特別図柄表示装置４Ａによる特図ゲームが開始される。
また、普通可変入賞球装置６Ｂに形成された第２始動入賞口を通過（進入）した遊技球が
図２に示す第２始動口スイッチ２２Ｂによって検出されたことなどにより第２始動条件が
成立した後に、例えば前回の特図ゲームや大当り遊技状態が終了したことなどにより第２
開始条件が成立したことに基づいて、第２特別図柄表示装置４Ｂによる特図ゲームが開始
される。
【００６６】
　第１特別図柄表示装置４Ａや第２特別図柄表示装置４Ｂによる特図ゲームでは、特別図
柄の可変表示を開始させた後、特図変動時間としての可変表示時間が経過すると、特別図
柄の可変表示結果となる確定特別図柄（特図表示結果）を導出表示する。このとき、確定
特別図柄として特定の特別図柄（大当り図柄）が停止表示されれば、特定表示結果として
の「大当り」となり、大当り図柄とは異なる所定の特別図柄（小当り図柄）が停止表示さ
れれば、所定表示結果としての「小当り」となる。また、大当り図柄や小当り図柄とは異
なる特別図柄が確定特別図柄として停止表示されれば「ハズレ」となる。
【００６７】
　特図ゲームでの可変表示結果が「大当り」になった後には、遊技者にとって有利なラウ
ンド（「ラウンド遊技」ともいう）を所定回数実行する特定遊技状態としての大当り遊技
状態に制御される。特図ゲームでの可変表示結果が「小当り」になった後には、大当り遊
技状態とは異なる特殊遊技状態としての小当り遊技状態に制御される。
【００６８】
　この実施の形態におけるパチンコ遊技機１では、一例として、「３」、「５」、「７」
の数字を示す特別図柄を大当り図柄とし、「２」の数字を示す特別図柄を小当り図柄とし
、「－」の記号を示す特別図柄をハズレ図柄としている。尚、第１特別図柄表示装置４Ａ
による特図ゲームにおける大当り図柄や小当り図柄、ハズレ図柄といった各図柄は、第２
特別図柄表示装置４Ｂによる特図ゲームにおける各図柄とは異なる特別図柄となるように
してもよいし、双方の特図ゲームにおいて共通の特別図柄が大当り図柄や小当り図柄、ハ
ズレ図柄となるようにしてもよい。
【００６９】
　特図ゲームにおける確定特別図柄として大当り図柄が停止表示されて特定表示結果とし
ての「大当り」となった後、大当り遊技状態において、特別可変入賞球装置７の大入賞口
扉が、所定の上限時間（例えば２９秒間や０．１秒間）が経過するまでの期間あるいは所
定個数（例えば９個）の入賞球が発生するまでの期間にて、大入賞口を開放状態とする。
これにより、特別可変入賞球装置７を遊技者にとって有利な第１状態（開放状態）とする
ラウンドが実行される。
【００７０】
　ラウンドの実行中に大入賞口を開放状態とした大入賞口扉は、遊技盤２の表面を落下す
る遊技球を受け止め、その後に大入賞口を閉鎖状態とすることにより、特別可変入賞球装
置７を遊技者にとって不利な第２状態（閉鎖状態）に変化させて、１回のラウンドを終了
させる。大入賞口の開放サイクルであるラウンドは、その実行回数が所定の上限回数（例
えば「１５」など）に達するまで、繰り返し実行可能となっている。尚、ラウンドの実行
回数が上限回数に達する前であっても、所定条件の成立（例えば大入賞口に遊技球が入賞
しなかったことなど）により、ラウンドの実行が終了するようにしてもよい。
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【００７１】
　大当り遊技状態におけるラウンドのうち、特別可変入賞球装置７を遊技者にとって有利
な第１状態（開放状態）とする上限時間が比較的に長い時間（例えば２９秒など）となる
ラウンドは、通常開放ラウンドともいう。一方、特別可変入賞球装置７を第１状態（開放
状態）とする上限時間が比較的に短い時間（例えば０．１秒など）となるラウンドは、短
期開放ラウンドともいう。
【００７２】
　大当り図柄となる「３」、「５」、「７」の数字を示す特別図柄のうち、「３」、「７
」の数字を示す特別図柄は通常開放ラウンド大当り図柄となり、「５」の数字を示す特別
図柄は短期開放ラウンド大当り図柄となる。特図ゲームにおける確定特別図柄として通常
開放ラウンド大当り図柄が導出された後に制御される通常開放ラウンド特定遊技状態とし
ての大当り遊技状態（通常開放大当り状態）では、特別可変入賞球装置７の大入賞口扉が
、第１期間となる所定の上限時間（例えば２９秒間）が経過するまでの期間、あるいは所
定個数（例えば９個）の入賞球が発生するまでの期間にて大入賞口を開放状態とすること
により、特別可変入賞球装置７を遊技者にとって有利な第１状態（開放状態）に変化させ
るラウンドが実行される。尚、通常開放大当り状態は、第１特定遊技状態ともいう。
【００７３】
　特図ゲームにおける確定特別図柄として短期開放ラウンド大当り図柄が導出された後に
制御される短期開放ラウンド特定遊技状態としての大当り遊技状態（短期開放大当り状態
）では、各ラウンドで特別可変入賞球装置７を遊技者にとって有利な第１状態に変化させ
る上限時間（大入賞口扉により大入賞口を開放状態とする期間の上限）が、通常開放大当
り状態における第１期間よりも短い第２期間（例えば０．１秒間）となる。尚、短期開放
大当り状態では、大入賞口の開放期間が第２期間となるように制御されればよく、それ以
外の制御は通常開放大当り状態と同様に行われるようにしてもよい。あるいは、短期開放
大当り状態では、ラウンドの実行回数が、通常開放大当り状態における第１ラウンド数（
例えば「１５」）よりも少ない第２ラウンド数（例えば「２」）となるようにしてもよい
。
【００７４】
　このような短期開放大当り状態では、大入賞口に遊技球が入賞すれば所定個数（例えば
１５個）の出玉（賞球）が得られる。しかし、大入賞口の開放期間は第２期間（０．１秒
間など）であって、非常に短い。そのため、短期開放大当り状態は実質的には出玉（賞球
）が得られない大当り遊技状態である。尚、短期開放大当り状態は、第２特定遊技状態と
もいう。
【００７５】
　また、短期開放ラウンド特定遊技状態としての大当り遊技状態は、通常開放ラウンド特
定遊技状態としての大当り遊技状態に比べて、大入賞口の開放期間が短いものに限定され
ず、例えば大入賞口の開放期間（上限時間）は短期開放ラウンド特定遊技状態と通常開放
ラウンド特定遊技状態とで同一である一方で、短期開放ラウンド特定遊技状態では大入賞
口を開放状態とする上限回数（例えば２回）が通常開放ラウンド特定遊技状態での上限回
数（例えば１５回）に比べて少なくなるものであってもよい。すなわち、短期開放ラウン
ド特定遊技状態としての大当り遊技状態は、各ラウンドで大入賞口を遊技球が通過（進入
）しやすい第１状態に変化させる期間が通常開放ラウンド特定遊技状態における第１期間
よりも短い第２期間となることと、ラウンドの実行回数が通常開放ラウンド特定遊技状態
における第１ラウンド数よりも少ない第２ラウンド数となることのうち、少なくともいず
れか一方となるものであればよい。
【００７６】
　小当り図柄となる「２」の数字を示す特別図柄が特図ゲームにおける確定特別図柄とし
て導出された後には、特殊遊技状態としての小当り遊技状態に制御される。この小当り遊
技状態では、短期開放大当り状態と同様に特別可変入賞球装置７において大入賞口を遊技
者にとって有利な第１状態（開放状態）に変化させる可変入賞動作が行われる。すなわち
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、小当り遊技状態では、例えば特別可変入賞球装置７を第２期間にわたり第１状態（開放
状態）とする動作が繰り返し実行される。
【００７７】
　画像表示装置５に設けられた「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア５Ｌ，５Ｃ
，５Ｒでは、第１特別図柄表示装置４Ａにおける第１特図を用いた特図ゲームと、第２特
別図柄表示装置４Ｂにおける第２特図を用いた特図ゲームとのうち、いずれかの特図ゲー
ムが開始されることに対応して、飾り図柄の可変表示が開始される。そして、飾り図柄の
可変表示が開始されてから「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示エリア５Ｌ，５Ｃ，
５Ｒにおける確定飾り図柄の停止表示により可変表示が終了するまでの期間では、飾り図
柄の可変表示状態が所定のリーチ状態となることがある。
【００７８】
　ここで、リーチ状態とは、画像表示装置５の表示領域にて停止表示された飾り図柄が大
当り組合せの一部を構成しているときに未だ停止表示されていない飾り図柄（「リーチ変
動図柄」ともいう）については変動が継続している表示状態、あるいは、全部又は一部の
飾り図柄が大当り組合せの全部又は一部を構成しながら同期して変動している表示状態の
ことである。具体的には、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア５Ｌ，５Ｃ，５
Ｒにおける一部（例えば「左」及び「右」の飾り図柄表示エリア５Ｌ，５Ｒなど）では予
め定められた大当り組合せを構成する飾り図柄（例えば「７」の英数字を示す飾り図柄）
が停止表示されているときに未だ停止表示していない残りの飾り図柄表示エリア（例えば
「中」の飾り図柄表示エリア５Ｃなど）では飾り図柄が変動している表示状態、あるいは
、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア５Ｌ，５Ｃ，５Ｒにおける全部又は一部
で飾り図柄が大当り組合せの全部又は一部を構成しながら同期して変動している表示状態
である。
【００７９】
　また、リーチ状態となったことに対応して、飾り図柄の変動速度を低下させたり、画像
表示装置５の表示領域に飾り図柄とは異なるキャラクタ画像（人物等を模した演出画像）
を表示させたり、背景画像の表示態様を変化させたり、飾り図柄とは異なる動画像を再生
表示させたり、飾り図柄の変動態様を変化させたりすることで、リーチ状態となる以前と
は異なる演出動作が実行される場合がある。このようなキャラクタ画像の表示や背景画像
の表示態様の変化、動画像の再生表示、飾り図柄の変動態様の変化といった演出動作を、
リーチ演出表示（あるいは単にリーチ演出）という。尚、リーチ演出には、画像表示装置
５における表示動作のみならず、スピーカ８Ｌ，８Ｒによる音声出力動作や、遊技効果ラ
ンプ９などの発光体における点灯動作（点滅動作）などを、リーチ状態となる以前の動作
態様とは異なる動作態様とすることが、含まれていてもよい。
【００８０】
　リーチ演出における演出動作としては、互いに動作態様（リーチ態様）が異なる複数種
類の演出パターン（「リーチパターン」ともいう）が、予め用意されていればよい。そし
て、それぞれのリーチ態様では「大当り」となる可能性（「信頼度」あるいは「大当り信
頼度」ともいう）が異なる。すなわち、複数種類のリーチ演出のいずれが実行されるかに
応じて、可変表示結果が「大当り」となる可能性を異ならせることができる。
【００８１】
　一例として、この実施の形態では、ノーマルリーチ、スーパーリーチα、スーパーリー
チβといったリーチ態様が予め設定されている。そして、スーパーリーチαやスーパーリ
ーチβといったスーパーリーチのリーチ態様が出現した場合には、ノーマルリーチのリー
チ態様が出現した場合に比べて、可変表示結果が「大当り」となる可能性（大当り期待度
）が高くなる。
【００８２】
　こうした飾り図柄の可変表示動作を利用した可変表示演出としては、「滑り」や「擬似
連」などがあり、その他にも、例えば「発展チャンス目」や「発展チャンス目終了」、「
チャンス目停止後滑り」といった、各種の演出動作が実行されてもよい。
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【００８３】
　飾り図柄の可変表示中には、リーチ演出あるいは「滑り」や「擬似連」などの可変表示
演出とは異なり、例えば所定の演出画像を表示することや、メッセージとなる画像表示や
音声出力、ランプ点灯などのように、飾り図柄の可変表示動作とは異なる演出動作により
、飾り図柄の可変表示状態がリーチ状態となる可能性があることや、スーパーリーチによ
るリーチ演出が実行される可能性があること、可変表示結果が「大当り」となる可能性が
あることなどを、遊技者に予め報知するための予告演出が実行されることがある。予告演
出となる演出動作は、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア５Ｌ，５Ｃ，５Ｒの
全部にて飾り図柄の可変表示が開始されてから、飾り図柄の可変表示状態がリーチ状態と
なるより前（「左」及び「右」の飾り図柄表示エリア５Ｌ，５Ｒにて飾り図柄が仮停止表
示されるより前）に実行（開始）されるものであればよい。また、可変表示結果が「大当
り」となる可能性があることを報知する予告演出には、飾り図柄の可変表示状態がリーチ
状態となった後に実行されるものが含まれていてもよい。
【００８４】
　予告演出のうちには、先読み予告演出となるものが含まれていればよい。先読み予告演
出は、可変表示結果が「大当り」となる可能性などが予告される対象となる可変表示を開
始するより前に、特図ゲームの保留情報などに基づいて実行可能となる予告演出である。
特に、複数回の特図ゲームに対応して複数回実行される飾り図柄の可変表示にわたり、可
変表示結果が「大当り」となる可能性などを連続して予告する先読み予告演出は、連続予
告演出とも称される。
【００８５】
　この実施の形態では、先読み予告演出として、始動入賞記憶表示エリア５Ｈにおいて特
図保留記憶数を特定可能に表示する表示部位を、通常時における表示態様とは異なる特別
な表示態様に変化させることにより、予告対象となる可変表示において「大当り」となる
可能性などを予告するメモリ予告（保留表示予告）や予告の対象となる可変表示が実行さ
れるまでの複数回の可変表示渡って画像表示装置５にキャラクタ画像を継続して表示させ
るとともに、当該キャラクタ画像を用いたストーリーを展開させるキャラクタ表示予告が
実行されるようになっている。
【００８６】
　また、この実施の形態では、このような先読み予告演出とは別に、可変表示が実行され
るときに、当該可変表示の変動パターンや可変表示結果に基づいて、当該可変表示結果が
「大当り」となる可能性などが予告される変動中予告演出が実行されるようになっている
。
【００８７】
　特図ゲームにおける確定特別図柄として、ハズレ図柄となる特別図柄が停止表示（導出
）される場合には、飾り図柄の可変表示が開始されてから、飾り図柄の可変表示状態がリ
ーチ状態とならずに、所定の非リーチ組合せとなる確定飾り図柄が停止表示されることが
ある。このような飾り図柄の可変表示態様は、可変表示結果が「ハズレ」となる場合にお
ける「非リーチ」（「通常ハズレ」ともいう）の可変表示態様と称される。
【００８８】
　特図ゲームにおける確定特別図柄として、ハズレ図柄となる特別図柄が停止表示（導出
）される場合には、飾り図柄の可変表示が開始されてから、飾り図柄の可変表示状態がリ
ーチ状態となったことに対応して、リーチ演出が実行された後に、あるいは、リーチ演出
が実行されずに、所定のリーチハズレ組合せとなる確定飾り図柄が停止表示されることが
ある。このような飾り図柄の可変表示結果は、可変表示結果が「ハズレ」となる場合にお
ける「リーチ」（「リーチハズレ」ともいう）の可変表示態様と称される。
【００８９】
　特図ゲームにおける確定特別図柄として、通常開放ラウンド大当り図柄となる特別図柄
のうち、「３」の数字を示す特別図柄といった通常大当り図柄が停止表示される場合には
、飾り図柄の可変表示状態がリーチ状態となったことに対応して、所定のリーチ演出が実
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行された後に、あるいは、リーチ演出が実行されずに、複数種類の大当り組合せのうち、
所定の通常大当り組合せ（「非確変大当り組合せ」ともいう）となる確定飾り図柄が停止
表示される。通常大当り組合せとなる確定飾り図柄は、例えば画像表示装置５における「
左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示エリア５Ｌ，５Ｃ，５Ｒにて可変表示される図柄
番号が「１」～「８」の飾り図柄のうち、図柄番号が偶数「２」、「４」、「６」、「８
」である飾り図柄のいずれか１つが、「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示エリア５
Ｌ，５Ｃ，５Ｒにて所定の有効ライン上に揃って停止表示されるものであればよい。通常
大当り組合せを構成する図柄番号が偶数「２」、「４」、「６」、「８」である飾り図柄
は、通常図柄（「非確変図柄」ともいう）と称される。
【００９０】
　特図ゲームにおける確定特別図柄が通常大当り図柄となることに対応して、所定のリー
チ演出が実行された後に、あるいは、リーチ演出が実行されずに、通常大当り組合せの確
定飾り図柄が停止表示される飾り図柄の可変表示態様は、可変表示結果が「大当り」とな
る場合における「非確変」（「通常大当り」ともいう）の可変表示態様（「大当り種別」
ともいう）と称される。「非確変」の大当り種別で可変表示結果が「大当り」となったこ
とに基づいて、通常開放大当り状態に制御され、その終了後には、時間短縮制御（時短制
御）が行われる。時短制御が行われることにより、特図ゲームにおける特別図柄の可変表
示時間（特図変動時間）は、通常状態に比べて短縮される。通常状態とは、大当り遊技状
態等の特定遊技状態などとは異なる通常遊技状態であり、パチンコ遊技機１の初期設定状
態（例えばシステムリセットが行われた場合のように、電源投入後に初期化処理を実行し
た状態）と同一の制御が行われる。時短制御は、大当り遊技状態の終了後に所定回数（例
えば１００回）の特図ゲームが実行されることと、可変表示結果が「大当り」となること
のうち、いずれかの条件が先に成立したときに、終了すればよい。
【００９１】
　特図ゲームにおける確定特別図柄として、通常開放ラウンド大当り図柄となる特別図柄
のうち、「７」の数字を示す特別図柄といった確変大当り図柄が停止表示される場合には
、飾り図柄の可変表示状態がリーチ状態となったことに対応して、飾り図柄の可変表示態
様が「通常」である場合と同様のリーチ演出が実行された後に、あるいは、リーチ演出が
実行されずに、複数種類の大当り組合せのうち、所定の確変大当り組合せとなる確定飾り
図柄が停止表示されることがある。確変大当り組合せとなる確定飾り図柄は、例えば画像
表示装置５における「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示エリア５Ｌ，５Ｃ，５Ｒに
て可変表示される図柄番号が「１」～「８」の飾り図柄のうち、図柄番号が奇数「１」、
「３」、「５」、「７」である飾り図柄のいずれか１つが、「左」、「中」、「右」の各
飾り図柄表示エリア５Ｌ，５Ｃ，５Ｒにて所定の有効ライン上に揃って停止表示されるも
のであればよい。確変大当り組合せを構成する図柄番号が奇数「１」、「３」、「５」、
「７」である飾り図柄は、確変図柄と称される。特図ゲームにおける確定特別図柄として
確変大当り図柄が停止表示される場合に、飾り図柄の可変表示結果として、通常大当り組
合せとなる確定飾り図柄が停止表示されることがあるようにしてもよい。
【００９２】
　確定飾り図柄が通常大当り組合せであるか確変大当り組合せであるかにかかわらず、特
図ゲームにおける確定特別図柄として確変大当り図柄が停止表示される可変表示態様は、
可変表示結果が「大当り」となる場合における「確変」の可変表示態様（「大当り種別」
ともいう）と称される。「確変」の大当り種別で可変表示結果が「大当り」となったこと
に基づいて、通常開放大当り状態に制御され、その終了後には、時短制御とともに確率変
動制御（確変制御）が行われる。確変制御が行われることにより、各回の特図ゲームにお
いて可変表示結果（特図表示結果）が「大当り」となる確率は、通常状態に比べて高くな
るように向上する。確変制御は、大当り遊技状態の終了後に可変表示結果が「大当り」と
なって再び大当り遊技状態に制御されるという条件が成立したときに、終了すればよい。
尚、時短制御と同様に、大当り遊技状態の終了後に所定回数（例えば１００回）の特図ゲ
ームが実行されたときに、確変制御を終了してもよい。また、大当り遊技状態の終了後に
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特図ゲームが開始されるごとに実行される確変転落抽選にて確変制御を終了させる「確変
転落あり」の決定がなされたときに、確変制御を終了してもよい。
【００９３】
　時短制御が行われるときには、普通図柄表示器２０による普図ゲームにおける普通図柄
の変動時間（普図変動時間）を通常状態のときよりも短くする制御や、各回の普図ゲーム
で普通図柄の可変表示結果が「普図当り」となる確率を通常状態のときよりも向上させる
制御、可変表示結果が「普図当り」となったことに基づく普通可変入賞球装置６Ｂにおけ
る可動翼片の傾動制御を行う傾動制御時間を通常状態のときよりも長くする制御、その傾
動回数を通常状態のときよりも増加させる制御といった、遊技球が第２始動入賞口を通過
（進入）しやすくして第２始動条件が成立する可能性を高めることで遊技者にとって有利
となる制御が行われる。このように、時短制御に伴い第２始動入賞口に遊技球が進入しや
すくして遊技者にとって有利となる制御は、高開放制御ともいう。高開放制御としては、
これらの制御のいずれか１つが行われるようにしてもよいし、複数の制御が組み合わせら
れて行われるようにしてもよい。
【００９４】
　高開放制御が行われることにより、第２始動入賞口は、高開放制御が行われていないと
きよりも拡大開放状態となる頻度が高められる。これにより、第２特別図柄表示装置４Ｂ
における第２特図を用いた特図ゲームを実行するための第２始動条件が成立しやすくなり
、特図ゲームが頻繁に実行可能となることで、次に可変表示結果が「大当り」となるまで
の時間が短縮される。高開放制御が実行可能となる期間は、高開放制御期間ともいい、こ
の期間は、時短制御が行われる期間と同一であればよい。
【００９５】
　時短制御と高開放制御がともに行われる遊技状態は、時短状態あるいは高ベース状態と
もいう。また、確変制御が行われる遊技状態は、確変状態あるいは高確状態ともいう。確
変制御とともに時短制御や高開放制御が行われる遊技状態は、高確高ベース状態とも称さ
れる。確変制御のみが行われて時短制御や高開放制御が行われない確変状態は、高確低ベ
ース状態とも称される。尚、確変制御とともに時短制御や高開放制御が行われる遊技状態
のみを、特に「確変状態」ということもあり、高確低ベース状態とは区別するために、時
短付確変状態ということもある。一方、確変制御のみが行われて時短制御や高開放制御が
行われない確変状態（高確低ベース状態）は、高確高ベース状態と区別するために、時短
なし確変状態ということもある。確変制御が行われずに時短制御や高開放制御が行われる
時短状態は、低確高ベース状態とも称される。確変制御や時短制御および高開放制御がい
ずれも行われない通常状態は、低確低ベース状態とも称される。通常状態以外の遊技状態
において時短制御や確変制御の少なくともいずれかが行われるときには、特図ゲームが頻
繁に実行可能となることや、各回の特図ゲームにおける可変表示結果が「大当り」となる
確率が高められることにより、遊技者にとって有利な状態となる。大当り遊技状態とは異
なる遊技者にとって有利な遊技状態は、特別遊技状態とも称される。
【００９６】
　特図ゲームにおける確定特別図柄として、「５」の数字を示す特別図柄といった短期開
放ラウンド大当り図柄が停止表示される場合や、「２」の数字を示す特別図柄といった小
当り図柄が停止表示される場合には、飾り図柄の可変表示状態がリーチ状態とならずに、
開放チャンス目として予め定められた複数種類の確定飾り図柄の組合せのいずれかが停止
表示されることがある。また、特図ゲームにおける確定特別図柄として、短期開放ラウン
ド大当り図柄が停止表示される場合には、飾り図柄の可変表示状態がリーチ状態となった
ことに対応して、所定のリーチ演出が実行された後などに、所定のリーチ組合せとなる確
定飾り図柄（短期開放ラウンド大当り状態に対応したチャンス目となる確定飾り図柄）が
停止表示されることもある。
【００９７】
　特図ゲームにおける確定特別図柄が短期開放ラウンド大当り図柄となることに対応して
、各種の確定飾り図柄が停止表示される飾り図柄の可変表示態様は、可変表示結果が「大
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当り」となる場合における「突確」（「突確大当り」あるいは「突然確変大当り」ともい
う）の可変表示態様（「大当り種別」ともいう）と称される。「突確」の大当り種別で可
変表示結果が「大当り」となったことに基づいて、短期開放大当り状態に制御され、その
終了後には、時短制御とともに確変制御が行われればよい。
【００９８】
　特図ゲームにおける確定特別図柄として、「２」の数字を示す特別図柄といった小当り
図柄が停止表示されて可変表示結果が「小当り」となったことに基づいて、小当り遊技状
態に制御され、その終了後には、遊技状態の変更が行われず、可変表示結果が「小当り」
となる以前の遊技状態に継続して制御される。ただし、可変表示結果が「小当り」となる
特図ゲームが実行されたときに、特別遊技状態における特図ゲームの実行回数が所定回数
に達していれば、小当り遊技状態の終了後には、特別遊技状態が終了して通常状態となる
ことがある。
【００９９】
　飾り図柄の可変表示結果として開放チャンス目を構成する確定飾り図柄が導出表示され
た後に大入賞口が開放状態となる場合には、可変表示結果が「大当り」で大当り種別が「
突確」であることに基づき短期開放大当り状態に制御されたときと、可変表示結果が「小
当り」であることに基づき小当り遊技状態に制御されたときとがある。また、飾り図柄の
可変表示結果としてリーチ組合せを構成する確定飾り図柄が導出表示された後に大入賞口
が開放状態となる場合にも、可変表示結果が「大当り」で大当り種別が「突確」であるこ
とに基づき短期開放大当り状態に制御されたときと、可変表示結果が「小当り」であるこ
とに基づき小当り遊技状態に制御されたときとがある。
【０１００】
　確定飾り図柄が非確変大当り組合せや確変大当り組合せとなる飾り図柄の可変表示中に
は、再抽選演出が実行されることがある。再抽選演出では、画像表示装置５における「左
」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア５Ｌ，５Ｃ，５Ｒに通常大当り組合せとなる飾
り図柄を仮停止表示させた後に、例えば「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示エリア
５Ｌ，５Ｃ，５Ｒにて同一の飾り図柄が揃った状態で再び変動させ、確変大当り組合せと
なる飾り図柄（確変図柄）と、通常大当り組合せとなる飾り図柄（通常図柄）のうちいず
れかを、確定飾り図柄として停止表示（最終停止表示）させる。ここで、大当り種別が「
非確変」である場合に再抽選演出が実行されるときには、その再抽選演出として、仮停止
表示させた飾り図柄を再変動させた後に通常大当り組合せとなる確定飾り図柄を導出表示
する再抽選落選演出が行われる。これに対して、大当り種別が「確変」である場合に再抽
選演出が実行されるときには、その再抽選演出として、仮停止表示させた飾り図柄を再変
動させた後に確変大当り組合せとなる確定飾り図柄を停止表示する再抽選当選演出が実行
されることもあれば、再抽選落選演出が実行されることもある。
【０１０１】
　通常大当り組合せとなる確定飾り図柄が導出表示された後には、大当り遊技状態の開始
時や大当り遊技状態におけるラウンドの実行中、大当り遊技状態においていずれかのラウ
ンドが終了してから次のラウンドが開始されるまでの期間、大当り遊技状態において最終
のラウンドが終了してから次の可変表示ゲームが開始されるまでの期間などにて、確変状
態に制御するか否かの確変報知演出となる大当り中昇格演出が実行されてもよい。尚、大
当り中昇格演出と同様の報知演出が、大当り遊技状態の終了後における最初の可変表示ゲ
ーム中などにて実行されてもよい。大当り遊技状態において最終のラウンドが終了してか
ら実行される大当り中昇格演出を、特に「エンディング昇格演出」ということもある。
【０１０２】
　大当り中昇格演出には、確定飾り図柄が通常大当り組合せであるにもかかわらず遊技状
態が確変状態となる昇格がある旨を報知する大当り中昇格成功演出と、確変状態となる昇
格がない旨を報知する大当り中昇格失敗演出とがある。例えば、大当り中昇格演出では、
画像表示装置５の表示領域にて飾り図柄を可変表示させて通常図柄と確変図柄のいずれか
を演出表示結果として停止表示させること、あるいは、飾り図柄の可変表示とは異なる演
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出画像の表示を行うことなどにより、確変状態となる昇格の有無を、遊技者が認識できる
ように報知すればよい。
【０１０３】
　パチンコ遊技機１には、例えば図２に示すような主基板１１、演出制御基板１２、音声
制御基板１３、ランプ制御基板１４といった、各種の制御基板が搭載されている。また、
パチンコ遊技機１には、主基板１１と演出制御基板１２との間で伝送される各種の制御信
号を中継するための中継基板１５なども搭載されている。その他にも、パチンコ遊技機１
における遊技盤２などの背面には、例えば払出制御基板、情報端子基板、発射制御基板、
インタフェース基板などといった、各種の基板が配置されている。
【０１０４】
　主基板１１は、メイン側の制御基板であり、パチンコ遊技機１における遊技の進行を制
御するための各種回路が搭載されている。主基板１１は、主として、特図ゲームにおいて
用いる乱数の設定機能、所定位置に配設されたスイッチ等からの信号の入力を行う機能、
演出制御基板１２などからなるサブ側の制御基板に宛てて、指令情報の一例となる制御コ
マンドを制御信号として出力して送信する機能、ホールの管理コンピュータに対して各種
情報を出力する機能などを備えている。また、主基板１１は、第１特別図柄表示装置４Ａ
と第２特別図柄表示装置４Ｂを構成する各ＬＥＤ（例えばセグメントＬＥＤ）などの点灯
／消灯制御を行って第１特図や第２特図の可変表示を制御することや、普通図柄表示器２
０の点灯／消灯／発色制御などを行って普通図柄表示器２０による普通図柄の可変表示を
制御することといった、所定の表示図柄の可変表示を制御する機能も備えている。
【０１０５】
　主基板１１には、例えば遊技制御用マイクロコンピュータ１００や、遊技球検出用の各
種スイッチからの検出信号を取り込んで遊技制御用マイクロコンピュータ１００に伝送す
るスイッチ回路１１０、遊技制御用マイクロコンピュータ１００からのソレノイド駆動信
号をソレノイド８１，８２に伝送するソレノイド回路１１１などが搭載されている。
【０１０６】
　演出制御基板１２は、主基板１１とは独立したサブ側の制御基板であり、中継基板１５
を介して主基板１１から伝送された制御信号を受信して、画像表示装置５、スピーカ８Ｌ
，８Ｒ及び遊技効果ランプ９といった演出用の電気部品による演出動作を制御するための
各種回路が搭載されている。すなわち、演出制御基板１２は、画像表示装置５における表
示動作や、スピーカ８Ｌ，８Ｒからの音声出力動作の全部または一部、遊技効果ランプ９
などにおける点灯／消灯動作の全部または一部といった、演出用の電気部品に所定の演出
動作を実行させるための制御内容を決定する機能を備えている。
【０１０７】
　音声制御基板１３は、演出制御基板１２とは別個に設けられた音声出力制御用の制御基
板であり、演出制御基板１２からの指令や制御データなどに基づき、スピーカ８Ｌ，８Ｒ
から音声を出力させるための音声信号処理を実行する処理回路などが搭載されている。ラ
ンプ制御基板１４は、演出制御基板１２とは別個に設けられたランプ出力制御用の制御基
板であり、演出制御基板１２からの指令や制御データなどに基づき、遊技効果ランプ９な
どにおける点灯／消灯駆動を行うランプドライバ回路などが搭載されている。
【０１０８】
　図２に示すように、主基板１１には、ゲートスイッチ２１、第１始動口スイッチ２２Ａ
、第２始動口スイッチ２２Ｂ、カウントスイッチ２３からの検出信号を伝送する配線が接
続されている。更に、本実施例では、操作ボタン５０に対する遊技者の操作行為を検出し
たことを示す情報信号としての操作検出信号を、伝送するための配線が主基板１１に接続
されている。尚、ゲートスイッチ２１、第１始動口スイッチ２２Ａ、第２始動口スイッチ
２２Ｂ、カウントスイッチ２３は、例えばセンサと称されるものなどのように、遊技媒体
としての遊技球を検出できる任意の構成を有するものであればよい。また、主基板１１に
は、第１特別図柄表示装置４Ａ、第２特別図柄表示装置４Ｂ、普通図柄表示器２０、第１
保留表示器２５Ａ、第２保留表示器２５Ｂ、普図保留表示器２５Ｃなどの表示制御を行う
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ための指令信号を伝送する配線が接続されている。
【０１０９】
　主基板１１から演出制御基板１２に向けて伝送される制御信号は、中継基板１５によっ
て中継される。中継基板１５を介して主基板１１から演出制御基板１２に対して伝送され
る制御コマンドは、例えば電気信号として送受信される演出制御コマンドである。演出制
御コマンドには、例えば画像表示装置５における画像表示動作を制御するために用いられ
る表示制御コマンドや、スピーカ８Ｌ，８Ｒからの音声出力を制御するために用いられる
音声制御コマンド、遊技効果ランプ９や装飾用ＬＥＤの点灯動作などを制御するために用
いられるランプ制御コマンドが含まれている。
【０１１０】
　図８（Ａ）は、この実施の形態で用いられる演出制御コマンドの内容の一例を示す説明
図である。演出制御コマンドは、例えば２バイト構成であり、１バイト目はＭＯＤＥ（コ
マンドの分類）を示し、２バイト目はＥＸＴ（コマンドの種類）を表す。ＭＯＤＥデータ
の先頭ビット（ビット７）は必ず「１」とされ、ＥＸＴデータの先頭ビットは「０」とさ
れる。尚、図８（Ａ）に示されたコマンド形態は一例であって、他のコマンド形態を用い
てもよい。また、この例では、制御コマンドが２つの制御信号で構成されることになるが
、制御コマンドを構成する制御信号数は、１であってもよいし、３以上の複数であっても
よい。
【０１１１】
　図８（Ａ）に示す例において、コマンド８００１Ｈは、第１特別図柄表示装置４Ａにお
ける第１特図を用いた特図ゲームにおける変動開始を指定する第１変動開始コマンドであ
る。コマンド８００２Ｈは、第２特別図柄表示装置４Ｂにおける第２特図を用いた特図ゲ
ームにおける変動開始を指定する第２変動開始コマンドである。コマンド８１ＸＸＨは、
特図ゲームにおける特別図柄の可変表示に対応して画像表示装置５における「左」、「中
」、「右」の各飾り図柄表示エリア５Ｌ，５Ｃ，５Ｒで可変表示される飾り図柄などの変
動パターンを指定する変動パターン指定コマンドである。ここで、ＸＸＨは不特定の１６
進数であることを示し、演出制御コマンドによる指示内容に応じて任意に設定される値で
あればよい。変動パターン指定コマンドでは、指定する変動パターンなどに応じて、異な
るＥＸＴデータが設定される。
【０１１２】
　コマンド８ＣＸＸＨは、特別図柄や飾り図柄などの可変表示結果を指定する可変表示結
果通知コマンドである。可変表示結果通知コマンドでは、例えば図８（Ｂ）に示すように
、可変表示結果が「ハズレ」であるか「大当り」であるかの決定結果（事前決定結果）や
、可変表示結果が「大当り」となる場合の大当り種別を複数種類のいずれとするかの決定
結果（大当り種別決定結果）に応じて、異なるＥＸＴデータが設定される。より具体的に
は、コマンド８Ｃ００Ｈは、可変表示結果が「ハズレ」となる旨の事前決定結果を示す第
１可変表示結果通知コマンドである。コマンド８Ｃ０１Ｈは、可変表示結果が「大当り」
で大当り種別が「非確変」となる旨の事前決定結果及び大当り種別決定結果を通知する第
２可変表示結果通知コマンドである。コマンド８Ｃ０２Ｈは、可変表示結果が「大当り」
で大当り種別が「確変」となる旨の事前決定結果及び大当り種別決定結果を通知する第３
可変表示結果通知コマンドである。コマンド８Ｃ０３Ｈは、可変表示結果が「大当り」で
大当り種別が「突確」となる旨の事前決定結果及び大当り種別決定結果を通知する第４可
変表示結果通知コマンドである。コマンド８Ｃ０４Ｈは、可変表示結果が「小当り」とな
る旨の事前決定結果を示す第５可変表示結果通知コマンドである。
【０１１３】
　コマンド８Ｅ０１Ｈは、変動時間を短縮することが可能な期間に、操作ボタン５０の操
作有効を表示することを指定する短縮準備指定コマンドである。後述するように、この短
縮準備指定コマンドを受信した演出制御基板１２は、例えば、図２０及び図３３（Ｃ）に
示すように、操作ボタン５０の操作が有効であることを示唆する短縮操作可能表示を副画
像表示装置５１（サブ液晶）に表示する制御を行う。コマンド８Ｅ０２Ｈは、操作ボタン
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５０の操作検知により変動時間を短縮することを指定する操作検知指定コマンドである。
後述するように、この操作検知指定コマンドを受信した演出制御基板１２は、例えば、図
２０及び図３３（Ｄ）に示すように、リーチ前演出を短縮する制御を行う。
【０１１４】
　コマンド８Ｆ００Ｈは、画像表示装置５における「左」、「中」、「右」の各飾り図柄
表示エリア５Ｌ，５Ｃ，５Ｒで飾り図柄の変動停止（確定）を指定する図柄確定コマンド
である。コマンド９５ＸＸＨは、パチンコ遊技機１における現在の遊技状態を指定する遊
技状態指定コマンドである。遊技状態指定コマンドでは、例えばパチンコ遊技機１におけ
る現在の遊技状態に応じて、異なるＥＸＴデータが設定される。具体的な一例として、コ
マンド９５００Ｈを時短制御と確変制御がいずれも行われない遊技状態（低確低ベース状
態、通常状態）に対応した第１遊技状態指定コマンドとし、コマンド９５０１Ｈを時短制
御が行われる一方で確変制御は行われない遊技状態（低確高ベース状態、時短状態）に対
応した第２遊技状態指定コマンドとする。また、コマンド９５０２Ｈを確変制御が行われ
る一方で時短制御は行われない遊技状態（高確低ベース状態、時短なし確変状態）に対応
した第３遊技状態指定コマンドとし、コマンド９５０３Ｈを時短制御と確変制御がともに
行われる遊技状態（高確高ベース状態、時短付確変状態）に対応した第４遊技状態指定コ
マンドとする。
【０１１５】
　コマンドＡ０ＸＸＨは、大当り遊技状態や小当り遊技状態の開始を示す演出画像の表示
を指定する当り開始指定コマンド（「ファンファーレコマンド」ともいう）である。コマ
ンドＡ１ＸＸＨは、大当り遊技状態や小当り遊技状態において、大入賞口が開放状態とな
っている期間であることを通知する大入賞口開放中通知コマンドである。コマンドＡ２Ｘ
ＸＨは、大当り遊技状態や小当り遊技状態において、大入賞口が開放状態から閉鎖状態に
変化した期間であることを通知する大入賞口開放後通知コマンドである。コマンドＡ３Ｘ
ＸＨは、大当り遊技状態や小当り遊技状態の終了時における演出画像の表示を指定する当
り終了指定コマンドである。
【０１１６】
　当り開始指定コマンドや当り終了指定コマンドでは、例えば可変表示結果通知コマンド
と同様のＥＸＴデータが設定されることなどにより、事前決定結果や大当り種別決定結果
に応じて異なるＥＸＴデータが設定されてもよい。あるいは、当り開始指定コマンドや当
り終了指定コマンドでは、事前決定結果及び大当り種別決定結果と設定されるＥＸＴデー
タとの対応関係を、可変表示結果通知コマンドにおける対応関係とは異ならせるようにし
てもよい。大入賞口開放中通知コマンドや大入賞口開放後通知コマンドでは、例えば通常
開放大当り状態や短期開放大当り状態におけるラウンドの実行回数（例えば「１」～「１
５」）に対応して、異なるＥＸＴデータが設定される。
【０１１７】
　コマンドＢ１００Ｈは、普通入賞球装置６Ａが形成する第１始動入賞口を通過（進入）
した遊技球が第１始動口スイッチ２２Ａにより検出されて始動入賞（第１始動入賞）が発
生したことに基づき、第１特別図柄表示装置４Ａにおける第１特図を用いた特図ゲームを
実行するための第１始動条件が成立したことを通知する第１始動口入賞指定コマンドであ
る。コマンドＢ２００Ｈは、普通可変入賞球装置６Ｂが形成する第２始動入賞口を通過（
進入）した遊技球が第２始動口スイッチ２２Ｂにより検出されて始動入賞（第２始動入賞
）が発生したことに基づき、第２特別図柄表示装置４Ｂにおける第２特図を用いた特図ゲ
ームを実行するための第２始動条件が成立したことを通知する第２始動口入賞指定コマン
ドである。
【０１１８】
　コマンドＣ１ＸＸＨは、始動入賞記憶表示エリア５Ｈなどにて特図保留記憶数を特定可
能に表示するために、第１特図保留記憶数を通知する第１保留記憶数通知コマンドである
。コマンドＣ２ＸＸＨは、始動入賞記憶表示エリア５Ｈなどにて特図保留記憶数を特定可
能に表示するために、第２特図保留記憶数を通知する第２保留記憶数通知コマンドである
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。第１保留記憶数通知コマンドは、例えば第１始動入賞口を遊技球が通過（進入）して第
１始動条件が成立したことに基づいて、第１始動口入賞指定コマンドが送信されるときに
、主基板１１から演出制御基板１２に対して送信される。第２保留記憶数通知コマンドは
、例えば第２始動入賞口を遊技球が通過（進入）して第２始動条件が成立したことに基づ
いて、第２始動口入賞指定コマンドが送信されるときに、主基板１１から演出制御基板１
２に対して送信される。また、第１保留記憶数通知コマンドや第２保留記憶数通知コマン
ドは、第１開始条件と第２開始条件のいずれかが成立したときに、特図ゲームの実行が開
始されることなどに対応して送信されるようにしてもよい。
【０１１９】
　第１保留記憶数通知コマンドは、第１始動入賞の発生により第１始動条件が成立したと
きに、第１特図保留記憶数の増加を通知するものとして送信される。また、第２保留記憶
数通知コマンドは、第２始動入賞の発生により第２始動条件が成立したときに、第２特図
保留記憶数の増加を通知するものとして送信される。
【０１２０】
　この実施の形態では、保留記憶情報として、第１始動入賞口と第２始動入賞口とのいず
れに始動入賞したかを指定する第１始動口入賞指定コマンドや第２始動口入賞指定コマン
ドを送信するとともに、第１特図保留記憶数や第２特図保留記憶数を指定する第１保留記
憶数通知コマンドや第２保留記憶数通知コマンドを送信する。尚、保留記憶数が増加した
ときに、第１特図保留記憶数または第２特図保留記憶数が増加したことを示す保留記憶数
加算指定コマンド（第１保留記憶数加算指定コマンドまたは第２保留記憶数加算指定コマ
ンド）を送信する一方、保留記憶数が減少したときに、第１特図保留記憶数または第２特
図保留記憶数が減少したことを示す保留記憶数減算指定コマンド（第１保留記憶数減算指
定コマンドまたは第２保留記憶数減算指定コマンド）を送信するようにしてもよい。
【０１２１】
　第１保留記憶数通知コマンドや第２保留記憶数通知コマンドに代えて、合計保留記憶数
を通知する合計保留記憶数通知コマンドを送信するようにしてもよい。すなわち、合計保
留記憶数の増加（または減少）を通知するための合計保留記憶数通知コマンドが用いられ
てもよい。
【０１２２】
　コマンドＣ４ＸＸＨおよびコマンドＣ６ＸＸＨは、入賞時判定結果の内容を示す演出制
御コマンド（入賞時判定結果指定コマンド）である。このうち、コマンドＣ４ＸＸＨは、
入賞時判定結果として、可変表示結果が「大当り」となるか否かや「小当り」となるか否
か、大当り種別の判定結果を示す図柄指定コマンドである。また、コマンドＣ６ＸＸＨは
、入賞時判定結果として、変動パターン種別決定用の乱数値ＭＲ３がいずれの決定値の範
囲となるかの判定結果（変動パターン種別の判定結果）を示す変動カテゴリコマンドであ
る。
【０１２３】
　この実施の形態では、入賞時乱数値判定処理において、始動入賞の発生に基づき、可変
表示結果が「大当り」に決定されるか否かや「小当り」に決定されるか否か、大当りの種
別、変動パターン種別決定用の乱数値ＭＲ３がいずれの決定値の範囲になるかを判定する
。そして、図柄指定コマンドのＥＸＴデータに、可変表示結果が「大当り」や「小当り」
に決定されることを指定する値や、大当り種別を指定する値を設定し、演出制御基板１２
に対して送信する制御を行う。また、変動カテゴリコマンドのＥＸＴデータに判定結果と
しての乱数値ＭＲ３が含まれる決定値の範囲を指定する値を設定し、演出制御基板１２に
対して送信する制御を行う。演出制御基板１２に搭載された演出制御用ＣＰＵ１２０は、
図柄指定コマンドに設定されている値に基づいて、可変表示結果が「大当り」や「小当り
」に決定されるか否か、大当り種別を認識できるとともに、変動カテゴリコマンドに設定
されている値に基づいて、変動パターン種別決定用の乱数値ＭＲ３が所定範囲の決定値に
含まれる場合には変動パターン種別を認識できる。
【０１２４】
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　図柄指定コマンドの一例として、コマンドＣ４００Ｈを可変表示結果が「ハズレ」とな
る場合に応じた第１図柄指定コマンドとし、コマンドＣ４０１Ｈを可変表示結果が「大当
り」で大当り種別が「確変」となる場合に応じた第２図柄指定コマンドとし、コマンドＣ
４０２Ｈを可変表示結果が「大当り」で大当り種別が「非確変」となる場合に応じた第３
図柄指定コマンドとし、コマンドＣ４０３Ｈを可変表示結果が「大当り」で大当り種別が
「突確」となる場合に応じた第４図柄指定コマンドとし、コマンドＣ４０４Ｈを可変表示
結果が「小当り」となる場合に応じた第５図柄指定コマンドとする。尚、図柄指定コマン
ドに設定されるＥＸＴデータと、可変表示結果通知コマンドに設定されるＥＸＴデータと
を共通化してもよい。
【０１２５】
　主基板１１に搭載された遊技制御用マイクロコンピュータ１００は、例えば１チップの
マイクロコンピュータであり、遊技制御用のプログラムや固定データ等を記憶するＲＯＭ
（ReadOnlyMemory）１０１と、遊技制御用のワークエリアを提供するＲＡＭ（RandomAcce
ssMemory）１０２と、遊技制御用のプログラムを実行して制御動作を行うＣＰＵ（Centra
lProcessingUnit）１０３と、ＣＰＵ１０３とは独立して乱数値を示す数値データの更新
を行う乱数回路１０４と、Ｉ／Ｏ（Input/Outputport）１０５とを備えて構成される。
【０１２６】
　一例として、遊技制御用マイクロコンピュータ１００では、ＣＰＵ１０３がＲＯＭ１０
１から読み出したプログラムを実行することにより、パチンコ遊技機１における遊技の進
行を制御するための処理が実行される。このときには、ＣＰＵ１０３がＲＯＭ１０１から
固定データを読み出す固定データ読出動作や、ＣＰＵ１０３がＲＡＭ１０２に各種の変動
データを書き込んで一時記憶させる変動データ書込動作、ＣＰＵ１０３がＲＡＭ１０２に
一時記憶されている各種の変動データを読み出す変動データ読出動作、ＣＰＵ１０３がＩ
／Ｏ１０５を介して遊技制御用マイクロコンピュータ１００の外部から各種信号の入力を
受け付ける受信動作、ＣＰＵ１０３がＩ／Ｏ１０５を介して遊技制御用マイクロコンピュ
ータ１００の外部へと各種信号を出力する送信動作なども行われる。
【０１２７】
　図９は、主基板１１の側においてカウントされる乱数値を例示する説明図である。図９
に示すように、この実施の形態では、主基板１１の側において、特図表示結果決定用の乱
数値ＭＲ１、大当り種別決定用の乱数値ＭＲ２、変動パターン決定用の乱数値ＭＲ３、普
図表示結果決定用の乱数値ＭＲ４のそれぞれを示す数値データが、カウント可能に制御さ
れる。尚、遊技効果を高めるために、これら以外の乱数値が用いられてもよい。こうした
遊技の進行を制御するために用いられる乱数は、遊技用乱数ともいう。
【０１２８】
　乱数回路１０４は、これらの乱数値ＭＲ１～ＭＲ４の一部または全部を示す数値データ
をカウントするものであればよい。ＣＰＵ１０３は、例えば図１３に示す遊技制御カウン
タ設定部１５４に設けられたランダムカウンタといった、乱数回路１０４とは異なるラン
ダムカウンタを用いて、ソフトウェアによって各種の数値データを更新することで、乱数
値ＭＲ１～ＭＲ４の一部を示す数値データをカウントするようにしてもよい。
【０１２９】
　特図表示結果決定用の乱数値ＭＲ１は、特図ゲームにおける特別図柄などの可変表示結
果を「大当り」として大当り遊技状態に制御するか否かや、可変表示結果を「小当り」と
して小当り遊技状態に制御するか否かを、決定するために用いられる乱数値であり、例え
ば「１」～「６５５３５」の範囲の値をとる。大当り種別決定用の乱数値ＭＲ２は、可変
表示結果を「大当り」とする場合における飾り図柄の可変表示態様である大当り種別を「
非確変」、「確変」、「突確」のいずれかに決定するために用いられる乱数値であり、例
えば「１」～「１００」の範囲の値をとる。
【０１３０】
　変動パターン決定用の乱数値ＭＲ３は、特別図柄や飾り図柄の可変表示における変動パ
ターンを、予め用意された複数種類のいずれかに決定するために用いられる乱数値であり
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、例えば「１」～「９９７」の範囲の値をとる。普図表示結果決定用の乱数値ＭＲ４は、
普通図柄表示器２０による普図ゲームにおける可変表示結果を「普図当り」とするか「普
図ハズレ」とするかなどの決定を行うために用いられる乱数値であり、例えば「３」～「
１３」の範囲の値をとる。
【０１３１】
　図１０は、この実施の形態における変動パターンを示している。この実施の形態では、
可変表示結果が「ハズレ」となる場合のうち、飾り図柄の可変表示態様が「非リーチ」で
ある場合と「リーチ」である場合のそれぞれに対応して、また、可変表示結果が「大当り
」となる場合などに対応して、複数の変動パターンが予め用意されている。尚、可変表示
結果が「ハズレ」で飾り図柄の可変表示態様が「非リーチ」である場合に対応した変動パ
ターンは、非リーチ変動パターン（「非リーチハズレ変動パターン」ともいう）と称され
、可変表示結果が「ハズレ」で飾り図柄の可変表示態様が「リーチ」である場合に対応し
た変動パターンは、リーチ変動パターン（「リーチハズレ変動パターン」ともいう）と称
される。また、非リーチ変動パターンとリーチ変動パターンは、可変表示結果が「ハズレ
」となる場合に対応したハズレ変動パターンに含まれる。可変表示結果が「大当り」であ
る場合に対応した変動パターンは、大当り変動パターンと称される。
【０１３２】
　大当り変動パターンやリーチ変動パターンには、ノーマルリーチのリーチ演出が実行さ
れるノーマルリーチ変動パターンと、スーパーリーチαまたはスーパーリーチβといった
スーパーリーチのリーチ演出が実行されるスーパーリーチ変動パターンとがある。大当り
変動パターンと小当り変動パターンは、可変表示結果が「大当り」または「小当り」とな
る場合に対応した当り変動パターンに含まれる。
【０１３３】
　また、ノーマルリーチ変動パターンとスーパーリーチ変動パターンとに対応して擬似連
の演出を伴う変動パターンがある。この擬似連の演出を伴う変動パターンのうち、擬似連
１回のノーマルリーチを用いる場合には、再変動が１回行われる。また、擬似連の演出を
伴う変動パターンのうち、擬似連２回のスーパーリーチを用いる場合には、再変動が２回
行われる。さらに、擬似連の演出を伴う変動パターンのうち、擬似連３回のスーパーリー
チを用いる場合には、再変動が３回行われる。尚、再変動とは、飾り図柄の可変表示が開
始されてから表示結果が導出表示されるまでに一旦大当りまたはハズレとなる飾り図柄を
仮停止させた後に飾り図柄の可変表示を再度実行することである。
【０１３４】
　また、後述するように、遊技者が操作ボタン５０を操作することで変動時間が短縮可能
になっている変動パターンが用意されており、本実施例では、変動時間が長い変動パター
ンであるノーマルリーチやスーパーリーチαやスーパーリーチβのリーチ変動パターンの
変動時間が遊技者の操作により短縮可能になっている。
【０１３５】
　「非リーチ」である場合に対応した変動パターンには、変動時間が短縮されない短縮な
しの変動パターンや、合計保留記憶数が「４」～「８」である場合に対応して変動時間が
短縮される変動パターンが用意されている。さらに、遊技状態が確変状態や時短状態とい
った時短制御が実行される場合に対応した変動パターンも用意されている。合計保留記憶
数や遊技状態に応じて、これらのいずれかの変動パターンが選択されることで、合計保留
記憶数や遊技状態に応じて、変動時間を短縮する制御が可能になる。
【０１３６】
　尚、図１０に示す各変動パターンは、複数の変動パターン種別のうち、少なくとも１つ
の変動パターン種別に含まれるようにしてもよい。即ち、各変動パターン種別は、例えば
飾り図柄の可変表示中に実行される演出動作の態様などに基づいて分類（グループ化）さ
れた単一または複数の変動パターンを含むように構成されていてもよい。
【０１３７】
　変動パターンは、変動パターン決定用の乱数値ＭＲ３を基づいて、例えば可変表示結果
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ごとに予め用意された変動パターン決定テーブルを参照することにより、図１０に示すい
ずれかの変動パターンに決定される。
【０１３８】
　図２に示す遊技制御用マイクロコンピュータ１００が備えるＲＯＭ１０１には、ゲーム
制御用のプログラムの他にも、遊技の進行を制御するために用いられる各種の選択用デー
タ、テーブルデータなどが格納されている。例えば、ＲＯＭ１０１には、ＣＰＵ１０３が
各種の判定や決定、設定を行うために用意された複数の判定テーブルや決定テーブル、設
定テーブルなどを構成するデータが記憶されている。また、ＲＯＭ１０１には、ＣＰＵ１
０３が主基板１１から各種の制御コマンドとなる制御信号を送信するために用いられる複
数のコマンドテーブルを構成するテーブルデータや、図１０に示すような変動パターンを
複数種類格納する変動パターンテーブルを構成するテーブルデータなどが、記憶されてい
る。
【０１３９】
　図１１は、ＲＯＭ１０１に記憶される特図表示結果決定テーブルの構成例を示している
。この実施の形態では、特図表示結果決定テーブルとして、図１１（Ａ）に示す第１特図
表示結果決定テーブル１３０Ａと、図１１（Ｂ）に示す第２特図表示結果決定テーブル１
３０Ｂとが、予め用意されている。第１特図表示結果決定テーブル１３０Ａは、第１特別
図柄表示装置４Ａによる第１特図を用いた特図ゲームにおいて可変表示結果となる確定特
別図柄が導出表示される以前に、その可変表示結果を「大当り」として大当り遊技状態に
制御するか否かや、可変表示結果を「小当り」として小当り遊技状態に制御するか否かを
、特図表示結果決定用の乱数値ＭＲ１に基づいて決定するために参照されるテーブルであ
る。第２特図表示結果決定テーブル１３０Ｂは、第２特別図柄表示装置４Ｂによる第２特
図を用いた特図ゲームにおいて可変表示結果となる確定特別図柄が導出表示される以前に
、その可変表示結果を「大当り」として大当り遊技状態に制御するか否かや、可変表示結
果を「小当り」として小当り遊技状態に制御するか否かを、特図表示結果決定用の乱数値
ＭＲ１に基づいて決定するために参照されるテーブルである。
【０１４０】
　第１特図表示結果決定テーブル１３０Ａでは、パチンコ遊技機１における遊技状態が通
常状態または時短状態（低確状態）であるか、確変状態（高確状態）であるかに応じて、
特図表示結果決定用の乱数値ＭＲ１と比較される数値（決定値）が、「大当り」や「小当
り」、「ハズレ」の特図表示結果に割り当てられている。第２特図表示結果決定テーブル
１３０Ｂでは、遊技状態が通常状態または時短状態（低確状態）であるか、確変状態（高
確状態）であるかに応じて、特図表示結果決定用の乱数値ＭＲ１と比較される数値（決定
値）が、「大当り」や「ハズレ」の特図表示結果に割り当てられている。
【０１４１】
　第１特図表示結果決定テーブル１３０Ａや第２特図表示結果決定テーブル１３０Ｂにお
いて、特図表示結果決定用の乱数値ＭＲ１と比較される決定値を示すテーブルデータは、
特図表示結果を「大当り」として大当り遊技状態に制御するか否かの決定結果に割り当て
られる決定用データとなっている。第１特図表示結果決定テーブル１３０Ａと第２特図表
示結果決定テーブル１３０Ｂのそれぞれでは、遊技状態が確変状態（高確状態）であると
きに、通常状態または時短状態（低確状態）であるときよりも多くの決定値が、「大当り
」の特図表示結果に割り当てられている。これにより、パチンコ遊技機１において確変制
御が行われる確変状態（高確状態）では、通常状態または時短状態（低確状態）であると
きに比べて、特図表示結果を「大当り」として大当り遊技状態に制御すると決定される確
率が高くなる。すなわち、第１特図表示結果決定テーブル１３０Ａと第２特図表示結果決
定テーブル１３０Ｂのそれぞれでは、パチンコ遊技機１における遊技状態が確変状態であ
るときに、通常状態や時短状態であるときに比べて大当り遊技状態に制御すると決定され
る確率が高くなるように、決定用データが大当り遊技状態に制御するか否かの決定結果に
割り当てられている。
【０１４２】
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　第１特図表示結果決定テーブル１３０Ａの設定例では、所定範囲の決定値（「３０００
０」～「３００９９」の範囲の値）が「小当り」の特図表示結果に割り当てられている。
その一方で、第２特図表示結果決定テーブル１３０Ｂの設定例では、「小当り」の特図表
示結果に決定値が割り当てられていない。このような設定により、第１特別図柄表示装置
４Ａによる第１特図を用いた特図ゲームを開始するための第１開始条件が成立したことに
基づいて可変表示結果の判定を行う場合と、第２特別図柄表示装置４Ｂによる第２特図を
用いた特図ゲームを開始するための第２開始条件が成立したことに基づいて可変表示結果
の判定を行う場合とで、特図表示結果を「小当り」として小当り遊技状態に制御すると決
定される割合を、異ならせることができる。
【０１４３】
　特に、第２特図を用いた特図ゲームでは特図表示結果を「小当り」として小当り遊技状
態に制御すると決定されることがないので、例えば時短状態（低確高ベース状態）や確変
状態（高確高ベース状態）といった、普通可変入賞球装置６Ｂが形成する第２始動入賞口
に遊技球が進入しやすい遊技状態において、賞球を得ることが困難な小当り遊技状態の頻
発を回避して、遊技の間延びによる遊技興趣の低下を防止できる。尚、第２特図表示結果
決定テーブル１３０Ｂにおいても、第１特図表示結果決定テーブル１３０Ａにおける設定
とは異なる所定範囲の決定値が、「小当り」の特図表示結果に割り当てられるようにして
もよい。例えば、第２特図表示結果決定テーブル１３０Ｂでは、第１特図表示結果決定テ
ーブル１３０Ａに比べて少ない決定値が、「小当り」の特図表示結果に割り当てられても
よい。こうして、時短状態や確変状態といった高ベース状態であるときには、通常状態や
時短なし確変状態といった低ベース状態であるときよりも、小当り遊技状態に制御すると
決定される割合が低くなるようにしてもよい。あるいは、第１開始条件と第２開始条件の
いずれが成立したかにかかわらず、共通の特図表示結果決定テーブルを参照して、特図表
示結果の決定を行うようにしてもよい。
【０１４４】
　図１２は、ＲＯＭ１０１に記憶される大当り種別決定テーブル１３１の構成例を示して
いる。大当り種別決定テーブル１３１は、特図表示結果を「大当り」として大当り遊技状
態に制御すると決定されたときに、大当り種別決定用の乱数値ＭＲ２に基づき、大当り種
別を複数種類のいずれかに決定するために参照されるテーブルである。大当り種別決定テ
ーブル１３１では、特図ゲームにおいて可変表示（変動）が行われた特別図柄が第１特図
（第１特別図柄表示装置４Ａによる特図ゲーム）であるか第２特図（第２特別図柄表示装
置４Ｂによる特図ゲーム）であるかに応じて、大当り種別決定用の乱数値ＭＲ２と比較さ
れる数値（決定値）が、「非確変」や「確変」、「突確」といった複数種類の大当り種別
に割り当てられている。
【０１４５】
　大当り種別決定テーブル１３１の設定例では、変動特図が第１特図であるか第２特図で
あるかに応じて、「突確」の大当り種別に対する決定値の割当てが異なっている。すなわ
ち、変動特図が第１特図である場合には、所定範囲の決定値（「８３」～「１００」の範
囲の値）が「突確」の大当り種別に割り当てられる一方で、変動特図が第２特図である場
合には、「突確」の大当り種別に対して決定値が割り当てられていない。このような設定
により、第１特別図柄表示装置４Ａによる第１特図を用いた特図ゲームを開始するための
第１開始条件が成立したことに基づいて大当り種別を複数種類のいずれかに決定する場合
と、第２特別図柄表示装置４Ｂによる第２特図を用いた特図ゲームを開始するための第２
開始条件が成立したことに基づいて大当り種別を複数種類のいずれかに決定する場合とで
、大当り種別を「突確」に決定する割合を、異ならせることができる。特に、第２特図を
用いた特図ゲームでは大当り種別を「突確」として短期開放大当り状態に制御すると決定
されることがないので、例えば時短制御に伴う高開放制御により、普通可変入賞球装置６
Ｂが形成する第２始動入賞口に遊技球が進入しやすい遊技状態において、賞球を得ること
が困難な短期開放大当り状態の頻発を回避して、遊技の間延びによる遊技興趣の低下を防
止できる。
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【０１４６】
　尚、変動特図が第２特図である場合にも、変動特図が第１特図である場合とは異なる所
定範囲の決定値が、「突確」の大当り種別に割り当てられるようにしてもよい。例えば、
変動特図が第２特図である場合には、変動特図が第１特図である場合に比べて少ない決定
値が、「突確」の大当り種別に割り当てられてもよい。あるいは、変動特図が第１特図で
あるか第２特図であるかにかかわらず、共通のテーブルデータを参照して、大当り種別の
決定を行うようにしてもよい。
【０１４７】
　また、ＲＯＭ１０１には、特図表示結果の決定結果や、大当り種別の決定結果に応じて
、変動パターンを、変動パターン決定用の乱数値ＭＲ３に基づいて、複数種類のうちのい
ずれかに決定するために参照される変動パターン決定テーブルが記憶される。
【０１４８】
　ＲＡＭ１０２には、パチンコ遊技機１における遊技の進行などを制御するために用いら
れる各種のデータを保持する領域として、例えば図１３に示すような遊技制御用データ保
持エリア１５０が設けられている。図１３に示す遊技制御用データ保持エリア１５０は、
第１特図保留記憶部１５１Ａと、第２特図保留記憶部１５１Ｂと、普図保留記憶部１５１
Ｃと、遊技制御フラグ設定部１５２と、遊技制御タイマ設定部１５３と、遊技制御カウン
タ設定部１５４と、遊技制御バッファ設定部１５５とを備えている。
【０１４９】
　第１特図保留記憶部１５１Ａは、普通入賞球装置６Ａが形成する第１始動入賞口を遊技
球が通過（進入）して始動入賞（第１始動入賞）が発生したものの未だ開始されていない
特図ゲーム（第１特別図柄表示装置４Ａにおける第１特図を用いた特図ゲーム）の保留デ
ータを記憶する。一例として、第１特図保留記憶部１５１Ａは、第１始動入賞口への入賞
順（遊技球の検出順）に保留番号と関連付けて、その遊技球の通過（進入）における第１
始動条件の成立に基づいてＣＰＵ１０３により乱数回路１０４等から抽出された特図表示
結果決定用の乱数値ＭＲ１や大当り種別決定用の乱数値ＭＲ２、変動パターン決定用の乱
数値ＭＲ３を示す数値データなどを保留データとして、その記憶数が所定の上限値（例え
ば「４」）に達するまで記憶する。こうして第１特図保留記憶部１５１Ａに記憶された保
留データは、第１特図を用いた特図ゲームの実行が保留されていることを示し、この特図
ゲームにおける可変表示結果（特図表示結果）に基づき所定の遊技価値が付与されるか否
かなどを判定可能にする保留情報となる。
【０１５０】
　第２特図保留記憶部１５１Ｂは、普通可変入賞球装置６Ｂが形成する第２始動入賞口を
遊技球が通過（進入）して始動入賞（第２始動入賞）が発生したものの未だ開始されてい
ない特図ゲーム（第２特別図柄表示装置４Ｂにおける第２特図を用いた特図ゲーム）の保
留データを記憶する。一例として、第２特図保留記憶部１５１Ｂは、第２始動入賞口への
入賞順（遊技球の検出順）に保留番号と関連付けて、その遊技球の通過（進入）における
第２始動条件の成立に基づいてＣＰＵ１０３により乱数回路１０４等から抽出された特図
表示結果決定用の乱数値ＭＲ１や大当り種別決定用の乱数値ＭＲ２、変動パターン決定用
の乱数値ＭＲ３を示す数値データなどを保留データとして、その数が所定の上限値（例え
ば「４」）に達するまで記憶する。こうして第２特図保留記憶部１５１Ｂに記憶された保
留データは、第２特図を用いた特図ゲームの実行が保留されていることを示し、この特図
ゲームにおける可変表示結果（特図表示結果）に基づき所定の遊技価値が付与されるか否
かなどを判定可能にする保留情報となる。
【０１５１】
　尚、第１始動入賞口を遊技球が通過（進入）したことによる第１始動条件の成立に基づ
く保留情報（第１保留情報）と、第２始動入賞口を遊技球が通過（進入）したことによる
第２始動入賞の成立に基づく保留情報（第２保留情報）とを、共通の保留記憶部にて保留
番号と対応付けて記憶するようにしてもよい。この場合には、第１始動入賞口と第２始動
入賞口のいずれを遊技球が通過（進入）したかを示す始動口データを保留情報に含め、保
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留番号と対応付けて記憶させればよい。
【０１５２】
　普図保留記憶部１５１Ｃは、通過ゲート４１を通過した遊技球がゲートスイッチ２１に
よって検出されたにもかかわらず、未だ普通図柄表示器２０により開始されていない普図
ゲームの保留情報を記憶する。例えば、普図保留記憶部１５１Ｃは、遊技球が通過ゲート
４１を通過した順に保留番号と対応付けて、その遊技球の通過に基づいてＣＰＵ１０３に
より乱数回路１０４等から抽出された普図表示結果決定用の乱数値ＭＲ４を示す数値デー
タなどを保留データとして、その数が所定の上限値（例えば「４」）に達するまで記憶す
る。
【０１５３】
　遊技制御フラグ設定部１５２には、パチンコ遊技機１における遊技の進行状況などに応
じて状態を更新可能な複数種類のフラグが設けられている。例えば、遊技制御フラグ設定
部１５２には、複数種類のフラグそれぞれについて、フラグの値を示すデータや、オン状
態あるいはオフ状態を示すデータが記憶される。
【０１５４】
　遊技制御タイマ設定部１５３には、パチンコ遊技機１における遊技の進行を制御するた
めに用いられる各種のタイマが設けられている。例えば、遊技制御タイマ設定部１５３に
は、複数種類のタイマそれぞれにおけるタイマ値を示すデータが記憶される。
【０１５５】
　遊技制御カウンタ設定部１５４には、パチンコ遊技機１における遊技の進行を制御する
ために用いられるカウント値を計数するためのカウンタが複数種類設けられている。例え
ば、遊技制御カウンタ設定部１５４には、複数種類のカウンタそれぞれにおけるカウント
値を示すデータが記憶される。ここで、遊技制御カウンタ設定部１５４には、遊技用乱数
の一部または全部をＣＰＵ１０３がソフトウェアにより更新可能にカウントするためのラ
ンダムカウンタが設けられてもよい。
【０１５６】
　例えば、遊技制御カウンタ設定部１５４のランダムカウンタには、乱数値ＭＲ２～ＭＲ
５を示す数値データが、ランダムカウント値として記憶され、ＣＰＵ１０３によるソフト
ウェアの実行に応じて、定期的あるいは不定期に、各乱数値を示す数値データが更新され
る。ＣＰＵ１０３がランダムカウント値を更新するために実行するソフトウェアは、ラン
ダムカウント値を乱数回路１０４における数値データの更新動作とは別個に更新するため
のものであってもよいし、乱数回路１０４から抽出された数値データの全部又は一部にス
クランブル処理や演算処理といった所定の処理を施すことによりランダムカウント値を更
新するためのものであってもよい。
【０１５７】
　遊技制御バッファ設定部１５５には、パチンコ遊技機１における遊技の進行を制御する
ために用いられるデータを一時的に記憶する各種のバッファが設けられている。例えば、
遊技制御バッファ設定部１５５には、複数種類のバッファそれぞれにおけるバッファ値を
示すデータが記憶される。
【０１５８】
　図２に示す遊技制御用マイクロコンピュータ１００が備えるＩ／Ｏ１０５は、遊技制御
用マイクロコンピュータ１００に伝送された各種信号を取り込むための入力ポートと、遊
技制御用マイクロコンピュータ１００の外部へと各種信号を伝送するための出力ポートと
を含んで構成されている。
【０１５９】
　図２に示すように、演出制御基板１２には、プログラムに従って制御動作を行う演出制
御用ＣＰＵ１２０と、演出制御用のプログラムや固定データ等を記憶するＲＯＭ１２１と
、演出制御用ＣＰＵ１２０のワークエリアを提供するＲＡＭ１２２と、画像表示装置５に
おける表示動作の制御内容を決定するための処理などを実行する表示制御部１２３と、演
出制御用ＣＰＵ１２０とは独立して乱数値を示す数値データの更新を行う乱数回路１２４
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と、Ｉ／Ｏ１２５とが搭載されている。
【０１６０】
　一例として、演出制御基板１２では、演出制御用ＣＰＵ１２０がＲＯＭ１２１から読み
出した演出制御用のプログラムを実行することにより、演出用の電気部品による演出動作
を制御するための処理が実行される。このときには、演出制御用ＣＰＵ１２０がＲＯＭ１
２１から固定データを読み出す固定データ読出動作や、演出制御用ＣＰＵ１２０がＲＡＭ
１２２に各種の変動データを書き込んで一時記憶させる変動データ書込動作、演出制御用
ＣＰＵ１２０がＲＡＭ１２２に一時記憶されている各種の変動データを読み出す変動デー
タ読出動作、演出制御用ＣＰＵ１２０がＩ／Ｏ１２５を介して演出制御基板１２の外部か
ら各種信号の入力を受け付ける受信動作、演出制御用ＣＰＵ１２０がＩ／Ｏ１２５を介し
て演出制御基板１２の外部へと各種信号を出力する送信動作なども行われる。
【０１６１】
　演出制御用ＣＰＵ１２０、ＲＯＭ１２１、ＲＡＭ１２２は、演出制御基板１２に搭載さ
れた１チップの演出制御用マイクロコンピュータに含まれてもよい。
【０１６２】
　演出制御基板１２には、画像表示装置５や副画像表示装置５１に対して映像信号を伝送
するための配線や、副画像表示装置５１や可動部材５２を動作させるための情報信号を伝
送するための配線、音声制御基板１３に対して音番号データを示す情報信号としての効果
音信号を伝送するための配線、ランプ制御基板１４に対してランプデータを示す情報信号
としての電飾信号を伝送するための配線などが接続されている。さらに、演出制御基板１
２には、スティックコントローラ３１Ａに対する遊技者の操作行為を検出したことを示す
情報信号としての操作検出信号を、コントローラセンサユニット３５Ａから伝送するため
の配線も接続されている。
【０１６３】
　副画像表示装置５１は、ソレノイドやモータやアクチュエータといった駆動手段を備え
る。演出制御用ＣＰＵ１２０は、副画像表示装置５１動作用の演出制御データに基づいて
、駆動手段の動作を制御することで、副画像表示装置５１に所定の演出動作を実行させる
。可動部材５２は、ソレノイドやモータやアクチュエータといった駆動手段を備える。演
出制御用ＣＰＵ１２０は、可動部材５２動作用の演出制御データに基づいて、駆動手段の
動作を制御することで、可動部材５２に所定の演出動作を実行させる。
【０１６４】
　演出制御基板１２では、例えば乱数回路１２４などにより、演出動作を制御するために
用いられる各種の乱数値を示す数値データが更新可能にカウントされる。こうした演出動
作を制御するために用いられる乱数は、演出用乱数ともいう。
【０１６５】
　図２に示す演出制御基板１２に搭載されたＲＯＭ１２１には、演出制御用のプログラム
の他にも、演出動作を制御するために用いられる各種のデータテーブルなどが格納されて
いる。例えば、ＲＯＭ１２１には、演出制御用ＣＰＵ１２０が各種の判定や決定、設定を
行うために用意された複数の判定テーブルや決定テーブルを構成するテーブルデータ、各
種の演出制御パターンを構成するパターンデータなどが記憶されている。
【０１６６】
　一例として、ＲＯＭ１２１には、演出制御用ＣＰＵ１２０が各種の演出装置（例えば画
像表示装置５、副画像表示装置５１やスピーカ８Ｌ，８Ｒ、遊技効果ランプ９及び装飾用
ＬＥＤ、演出用模型など）による演出動作を制御するために使用する演出制御パターンを
複数種類格納した演出制御パターンテーブルが記憶されている。演出制御パターンは、パ
チンコ遊技機１における遊技の進行状況に応じて実行される各種の演出動作に対応して、
その制御内容を示すデータなどから構成されている。演出制御パターンテーブルには、例
えば特図変動時演出制御パターンと、予告演出制御パターンと、各種演出制御パターンと
が、格納されていればよい。
【０１６７】
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　特図変動時演出制御パターンは、複数種類の変動パターンに対応して、特図ゲームにお
いて特別図柄の変動が開始されてから特図表示結果となる確定特別図柄が導出表示される
までの期間における、飾り図柄の可変表示動作やリーチ演出、再抽選演出などにおける演
出表示動作、あるいは、飾り図柄の可変表示を伴わない各種の演出表示動作といった、様
々な演出動作の制御内容を示すデータなどから構成されている。予告演出制御パターンは
、予め複数パターンが用意された予告パターンに対応して実行される予告演出となる演出
動作の制御内容を示すデータなどから構成されている。各種演出制御パターンは、パチン
コ遊技機１における遊技の進行状況に応じて実行される各種の演出動作に対応して、その
制御内容を示すデータなどから構成されている。
【０１６８】
　特図変動時演出制御パターンのうちには、例えばリーチ演出を実行する変動パターンご
とに、それぞれのリーチ演出における演出態様を異ならせた複数種類のリーチ演出制御パ
ターンが含まれてもよい。
【０１６９】
　特図変動時演出制御パターンや各種演出制御パターンといった、それぞれの演出制御パ
ターンは、例えば演出制御プロセスタイマ判定値、表示制御データ、音声制御データ、ラ
ンプ制御データ、操作検出制御データ、終了コードといった、各種の演出動作を制御する
ための制御データから構成され、時系列的に、各種の演出制御の内容や、演出制御の切換
タイミング等が設定されていればよい。その他にも、演出制御パターンには、副画像表示
装置５１や可動部材５２における動作制御の内容等を指定する動作制御データなどが含ま
れる。
【０１７０】
　図２に示す演出制御基板１２に搭載されたＲＡＭ１２２には、演出動作を制御するため
に用いられる各種データを保持する領域として、例えば図１４に示すような演出制御用デ
ータ保持エリア１９０が設けられている。図１４に示す演出制御用データ保持エリア１９
０は、演出制御フラグ設定部１９１と、演出制御タイマ設定部１９２と、演出制御カウン
タ設定部１９３と、演出制御バッファ設定部１９４とを備えている。
【０１７１】
　演出制御フラグ設定部１９１には、例えば画像表示装置５の画面上における演出画像の
表示状態などといった演出動作状態や主基板１１から伝送された演出制御コマンド等に応
じて状態を更新可能な複数種類のフラグが設けられている。例えば、演出制御フラグ設定
部１９１には、複数種類のフラグそれぞれについて、フラグの値を示すデータや、オン状
態あるいはオフ状態を示すデータが記憶される。
【０１７２】
　演出制御タイマ設定部１９２には、例えば画像表示装置５の画面上における演出画像の
表示動作などといった各種演出動作の進行を制御するために用いられる複数種類のタイマ
が設けられている。例えば、演出制御タイマ設定部１９２には、複数種類のタイマそれぞ
れにおけるタイマ値を示すデータが記憶される。
【０１７３】
　演出制御カウンタ設定部１９３には、各種演出動作の進行を制御するために用いられる
複数種類のカウンタが設けられている。例えば、演出制御カウンタ設定部１９３には、複
数種類のカウンタそれぞれにおけるカウント値を示すデータが記憶される。
【０１７４】
　演出制御バッファ設定部１９４には、各種演出動作の進行を制御するために用いられる
データを一時的に記憶する各種のバッファが設けられている。例えば、演出制御バッファ
設定部１９４には、複数種類のバッファそれぞれにおけるバッファ値を示すデータが記憶
される。
【０１７５】
　次に、本実施例におけるパチンコ遊技機１の動作（作用）を説明する。主基板１１では
、所定の電源基板からの電力供給が開始されると、遊技制御用マイクロコンピュータ１０
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０が起動し、ＣＰＵ１０３によって遊技制御メイン処理となる所定の処理が実行される。
遊技制御メイン処理を開始すると、ＣＰＵ１０３は、割込み禁止に設定した後、必要な初
期設定を行う。この初期設定では、例えばＲＡＭ１０２がクリアされる。また、遊技制御
用マイクロコンピュータ１００に内蔵されたＣＴＣ（カウンタ／タイマ回路）のレジスタ
設定を行う。これにより、以後、所定時間（例えば、２ミリ秒）ごとにＣＴＣから割込み
要求信号がＣＰＵ１０３へ送出され、ＣＰＵ１０３は定期的にタイマ割込み処理を実行す
ることができる。初期設定が終了すると、割込みを許可した後、ループ処理に入る。尚、
遊技制御メイン処理では、パチンコ遊技機１の内部状態を前回の電力供給停止時における
状態に復帰させるための処理を実行してから、ループ処理に入るようにしてもよい。
【０１７６】
　こうした遊技制御メイン処理を実行したＣＰＵ１０３は、ＣＴＣからの割込み要求信号
を受信して割込み要求を受け付けると、図１５のフローチャートに示す遊技制御用タイマ
割込み処理を実行する。図１５に示す遊技制御用タイマ割込み処理を開始すると、ＣＰＵ
１０３は、まず、所定のスイッチ処理を実行することにより、スイッチ回路１１０を介し
てゲートスイッチ２１、第１始動口スイッチ２２Ａ、第２始動口スイッチ２２Ｂ、カウン
トスイッチ２３、操作ボタン５０（プッシュセンサ）といった各種スイッチから入力され
る検出信号の状態を判定する（Ｓ１１）。続いて、所定のメイン側エラー処理を実行する
ことにより、パチンコ遊技機１の異常診断を行い、その診断結果に応じて必要ならば警告
を発生可能とする（Ｓ１２）。この後、所定の情報出力処理を実行することにより、例え
ばパチンコ遊技機１の外部に設置されたホール管理用コンピュータに供給される大当り情
報、始動情報、確率変動情報などのデータを出力する（Ｓ１３）。
【０１７７】
　情報出力処理に続いて、主基板１１の側で用いられる乱数値ＭＲ１～ＭＲ５といった遊
技用乱数の少なくとも一部をソフトウェアにより更新するための遊技用乱数更新処理を実
行する（Ｓ１４）。この後、ＣＰＵ１０３は、特別図柄プロセス処理を実行する（Ｓ１５
）。特別図柄プロセス処理では、遊技制御フラグ設定部１５２に設けられた特図プロセス
フラグの値をパチンコ遊技機１における遊技の進行状況に応じて更新し、第１特別図柄表
示装置４Ａや第２特別図柄表示装置４Ｂにおける表示動作の制御や、特別可変入賞球装置
７における大入賞口の開閉動作設定などを、所定の手順で行うために、各種の処理が選択
されて実行される。
【０１７８】
　特別図柄プロセス処理に続いて、普通図柄プロセス処理が実行される（Ｓ１６）。ＣＰ
Ｕ１０３は、普通図柄プロセス処理を実行することにより、普通図柄表示器２０における
表示動作（例えばセグメントＬＥＤの点灯、消灯など）を制御して、普通図柄の可変表示
や普通可変入賞球装置６Ｂにおける可動翼片の傾動動作設定などを可能にする。
【０１７９】
　普通図柄プロセス処理を実行した後、ＣＰＵ１０３は、コマンド制御処理を実行するこ
とにより、主基板１１から演出制御基板１２などのサブ側の制御基板に対して制御コマン
ドを伝送させる（Ｓ１７）。一例として、コマンド制御処理では、遊技制御バッファ設定
部１５５に設けられた送信コマンドバッファの値によって指定されたコマンド送信テーブ
ルにおける設定に対応して、Ｉ／Ｏ１０５に含まれる出力ポートのうち、演出制御基板１
２に対して演出制御コマンドを送信するための出力ポートに制御データをセットした後、
演出制御ＩＮＴ信号の出力ポートに所定の制御データをセットして演出制御ＩＮＴ信号を
所定時間にわたりオン状態としてからオフ状態とすることなどにより、コマンド送信テー
ブルでの設定に基づく演出制御コマンドの伝送を可能にする。コマンド制御処理を実行し
た後には、割込み許可状態に設定してから、遊技制御用タイマ割込み処理を終了する。
【０１８０】
　図１６は、特別図柄プロセス処理として、図１５に示すＳ１５にて実行される処理の一
例を示すフローチャートである。この特別図柄プロセス処理において、ＣＰＵ１０３は、
まず、始動入賞判定処理を実行する（Ｓ１０１）。図１７は、始動入賞判定処理として、
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図１６のＳ１０１にて実行される処理の一例を示すフローチャートである。
【０１８１】
　図１７に示す始動入賞判定処理において、ＣＰＵ１０３は、まず、普通入賞球装置６Ａ
が形成する第１始動入賞口に対応して設けられた第１始動口スイッチ２２Ａからの検出信
号に基づき、第１始動口スイッチ２２Ａがオンであるか否かを判定する（Ｓ２０１）。こ
のとき、第１始動口スイッチ２２Ａがオンであれば（Ｓ２０１；Ｙｅｓ）、第１特図を用
いた特図ゲームの保留記憶数である第１特図保留記憶数が、所定の上限値（例えば上限記
憶数としての「４」）となっているか否かを判定する（Ｓ２０２）。ＣＰＵ１０３は、例
えば遊技制御カウンタ設定部１５４に設けられた第１保留記憶数カウンタの格納値である
第１保留記憶数カウント値を読み取ることにより、第１特図保留記憶数を特定できればよ
い。Ｓ２０２にて第１特図保留記憶数が上限値ではないときには（Ｓ２０２；Ｎｏ）、例
えば遊技制御バッファ設定部１５５に設けられた始動口バッファの格納値を、「１」に設
定する（Ｓ２０３）。
【０１８２】
　Ｓ２０１にて第１始動口スイッチ２２Ａがオフであるときや（Ｓ２０１；Ｎｏ）、Ｓ２
０２にて第１特図保留記憶数が上限値に達しているときには（Ｓ２０２；Ｙｅｓ）、普通
可変入賞球装置６Ｂが形成する第２始動入賞口に対応して設けられた第２始動口スイッチ
２２Ｂからの検出信号に基づき、第２始動口スイッチ２２Ｂがオンであるか否かを判定す
る（Ｓ２０４）。このとき、第２始動口スイッチ２２Ｂがオンであれば（Ｓ２０４；Ｙｅ
ｓ）、第２特図を用いた特図ゲームの保留記憶数である第２特図保留記憶数が、所定の上
限値（例えば上限記憶数としての「４」）となっているか否かを判定する（Ｓ２０５）。
ＣＰＵ１０３は、例えば遊技制御カウンタ設定部１５４に設けられた第２保留記憶数カウ
ンタの格納値である第２保留記憶数カウント値を読み取ることにより、第２特図保留記憶
数を特定できればよい。Ｓ２０５にて第２特図保留記憶数が上限値ではないときには（Ｓ
２０５；Ｎｏ）、例えば遊技制御バッファ設定部１５５に設けられた始動口バッファの格
納値を、「２」に設定する（Ｓ２０６）。
【０１８３】
　Ｓ２０３，Ｓ２０６の処理のいずれかを実行した後には、始動口バッファの格納値であ
る始動口バッファ値に応じた特図保留記憶数を１加算するように更新する（Ｓ２０７）。
例えば、始動口バッファ値が「１」であるときには第１保留記憶数カウント値を１加算す
る一方で、始動口バッファ値が「２」であるときには第２保留記憶数カウント値を１加算
する。こうして、第１保留記憶数カウント値は、第１始動入賞口を遊技球が通過（進入）
して第１特図を用いた特図ゲームに対応した第１始動条件が成立したときに、１増加する
ように更新される。また、第２保留記憶数カウント値は、第２始動入賞口を遊技球が通過
（進入）して第２特図を用いた特図ゲームに対応した第２始動条件が成立したときに、１
増加するように更新される。このときには、合計保留記憶数も１加算するように更新する
（Ｓ２０８）。例えば、遊技制御カウンタ設定部１５４に設けられた合計保留記憶数カウ
ンタの格納値である合計保留記憶数カウント値を、１加算するように更新すればよい。
【０１８４】
　Ｓ２０８の処理を実行した後に、ＣＰＵ１０３は、乱数回路１０４や遊技制御カウンタ
設定部１５４のランダムカウンタによって更新されている数値データのうちから、特図表
示結果決定用の乱数値ＭＲ１や大当り種別決定用の乱数値ＭＲ２、変動パターン決定用の
乱数値ＭＲ３を示す数値データを、抽出する（Ｓ２０９）。こうして抽出した各乱数値を
示す数値データは、始動口バッファ値に応じた特図保留記憶部における空きエントリの先
頭に、保留情報としてセットされることで記憶される（Ｓ２１０）。例えば、始動口バッ
ファ値が「１」であるときには、第１特図保留記憶部１５１Ａに乱数値ＭＲ１～ＭＲ３を
示す数値データがセットされる一方、始動口バッファ値が「２」であるときには、第２特
図保留記憶部１５１Ｂに乱数値ＭＲ１～ＭＲ３を示す数値データがセットされる。
【０１８５】
　特図表示結果決定用の乱数値ＭＲ１や大当り種別決定用の乱数値ＭＲ２を示す数値デー
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タは、特別図柄や飾り図柄の可変表示結果を「大当り」または「小当り」とするか否か、
さらには可変表示結果を「大当り」とする場合の大当り種別を決定するために用いられる
。変動パターン決定用の乱数値ＭＲ３は、特別図柄や飾り図柄の可変表示時間を含む変動
パターンを決定するために用いられる。ＣＰＵ１０３は、Ｓ２０９の処理を実行すること
により、特別図柄や飾り図柄の可変表示結果や可変表示時間を含む可変表示態様の決定に
用いられる乱数値のうち、一部または全部を示す数値データを抽出する。
【０１８６】
　Ｓ２１０の処理に続いて、始動口バッファ値に応じた始動口入賞指定コマンドの送信設
定が行われる（Ｓ２１１）。例えば、始動口バッファ値が「１」であるときにはＲＯＭ１
０１における第１始動口入賞指定コマンドテーブルの記憶アドレスを送信コマンドバッフ
ァにおいて送信コマンドポインタにより指定されたバッファ領域に格納することなどによ
り、演出制御基板１２に対して第１始動口入賞指定コマンドを送信するための設定を行う
。これに対して、始動口バッファ値が「２」であるときにはＲＯＭ１０１における第２始
動口入賞指定コマンドテーブルの記憶アドレスを送信コマンドバッファのバッファ領域に
格納することなどにより、演出制御基板１２に対して第２始動口入賞指定コマンドを送信
するための設定を行う。こうして設定された始動口入賞指定コマンドは、例えば特別図柄
プロセス処理が終了した後、図１５に示すＳ１７のコマンド制御処理が実行されることな
どにより、主基板１１から演出制御基板１２に対して伝送される。
【０１８７】
　Ｓ２１１の処理に続いて、入賞時乱数値判定処理を実行する（Ｓ２１２）。その後、例
えばＲＯＭ１０１における保留記憶数通知コマンドテーブルの記憶アドレスを送信コマン
ドバッファにおいて送信コマンドポインタによって指定されたバッファ領域に格納するこ
となどにより、演出制御基板１２に対して保留記憶数通知コマンドを送信するための設定
を行う（Ｓ２１３）。こうして設定された保留記憶数通知コマンドは、例えば特別図柄プ
ロセス処理が終了した後、図１５に示すＳ１７のコマンド制御処理が実行されることなど
により、主基板１１から演出制御基板１２に対して伝送される。
【０１８８】
　Ｓ２１３の処理を実行した後には、始動口バッファ値が「１」であるか「２」であるか
を判定する（Ｓ２１４）。このとき、始動口バッファ値が「１」であれば（Ｓ２１４；「
１」）、始動口バッファをクリアして、その格納値を「０」に初期化してから（Ｓ２１５
）、Ｓ２０４の処理に進む。これに対して、始動口バッファ値が「２」であるときには（
Ｓ２１４；「２」）、始動口バッファをクリアして、その格納値を「０」に初期化してか
ら（Ｓ２１６）、始動入賞判定処理を終了する。これにより、第１始動口スイッチ２２Ａ
と第２始動口スイッチ２２Ｂの双方が同時に有効な遊技球の始動入賞を検出した場合でも
、確実に双方の有効な始動入賞の検出に基づく処理を完了できる。
【０１８９】
　この実施の形態において、特別図柄や飾り図柄の可変表示が開始されるときには、後述
する特別図柄通常処理（図１６のＳ１１０、図１８）により、特図表示結果（特別図柄の
可変表示結果）を「大当り」や「小当り」として大当り遊技状態や小当り遊技状態に制御
するか否かの決定が行われる。また、後述する変動パターン設定処理（図１６のＳ１１１
）において、飾り図柄の可変表示態様を具体的に規定する変動パターンの決定などが行わ
れる。他方、これらの決定とは別に、遊技球が始動入賞口（第１始動入賞口または第２始
動入賞口）にて検出されたタイミングで、ＣＰＵ１０３がＳ２１２の入賞時乱数値判定処
理を実行することにより、特図表示結果として大当り図柄や小当り図柄を導出表示すると
決定される乱数値ＭＲ１であるか否かの判定や、飾り図柄の可変表示態様がスーパーリー
チを伴う所定表示態様となるか否かの判定などを行う。これにより、始動入賞口に進入し
た遊技球の検出に基づく特別図柄や飾り図柄の可変表示が開始されるより前に、特図表示
結果が「大当り」や「小当り」となることや、飾り図柄の可変表示態様が所定表示態様と
なることを予測し、この予測結果に基づいて、演出制御基板１２の側で演出制御用ＣＰＵ
１２０などにより、先読み予告演出を実行するか否かを、決定することができる。
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【０１９０】
　図１７に示す始動入賞判定処理では、Ｓ２１１の処理を実行した後に、Ｓ２１３の処理
を実行する。これらの処理が実行されてから、図１５に示すＳ１７のコマンド制御処理を
実行することにより、第１始動入賞口や第２始動入賞口を遊技球が通過（進入）して第１
始動条件や第２始動条件が成立したときには、始動口入賞指定コマンド（第１始動口入賞
指定コマンドまたは第２始動口入賞指定コマンド）、図柄指定コマンド、変動カテゴリコ
マンド、保留記憶数通知コマンド（第１保留記憶数通知コマンドまたは第２保留記憶数通
知コマンド）という４つのコマンドが１セットとして、１タイマ割込内に一括して送信さ
れる。尚、１タイマ割込内に一括して送信されるものに限定されず、タイマ割込毎にＳ１
７のコマンド制御処理により１つずつコマンドが順次に送信されてもよい。
【０１９１】
　図１６のＳ１０１にて始動入賞判定処理を実行した後、ＣＰＵ１０３は、遊技制御フラ
グ設定部１５２に設けられた特図プロセスフラグの値に応じて、Ｓ１１０～Ｓ１２０の処
理のいずれかを選択して実行する。
【０１９２】
　Ｓ１１０の特別図柄通常処理は、特図プロセスフラグの値が“０”のときに実行される
。この特別図柄通常処理では、第１特図保留記憶部１５１Ａや第２特図保留記憶部１５１
Ｂに記憶されている保留データの有無などに基づいて、第１特別図柄表示装置４Ａや第２
特別図柄表示装置４Ｂによる特図ゲームを開始するか否かの判定が行われる。また、特別
図柄通常処理では、特図表示結果決定用の乱数値ＭＲ１を示す数値データに基づき、特別
図柄や飾り図柄の可変表示結果を「大当り」または「小当り」とするか否かを、その可変
表示結果が導出表示される以前に決定（事前決定）する。さらに、特別図柄通常処理では
、特図ゲームにおける特別図柄の可変表示結果に対応して、第１特別図柄表示装置４Ａや
第２特別図柄表示装置４Ｂによる特図ゲームにおける確定特別図柄（大当り図柄や小当り
図柄、ハズレ図柄のいずれか）が設定される。特別図柄通常処理では、特別図柄や飾り図
柄の可変表示結果を事前決定したときに、特図プロセスフラグの値が“１”に更新される
。
【０１９３】
　Ｓ１１１の変動パターン設定処理は、特図プロセスフラグの値が“１”のときに実行さ
れる。この変動パターン設定処理には、可変表示結果を「大当り」または「小当り」とす
るか否かの事前決定結果や合計保留記憶数、遊技状態などに基づき、変動パターン決定用
の乱数値ＭＲ３を示す数値データを用いて変動パターンを図１０に示す複数種類のいずれ
かに決定する処理などが含まれている。変動パターン設定処理が実行されて特別図柄の可
変表示が開始されたときには、特図プロセスフラグの値が“２”に更新される。
【０１９４】
　Ｓ１１０の特別図柄通常処理やＳ１１１の変動パターン設定処理により、特別図柄の可
変表示結果となる確定特別図柄や特別図柄および飾り図柄の可変表示時間を含む変動パタ
ーンが決定される。すなわち、特別図柄通常処理や変動パターン設定処理は、特図表示結
果決定用の乱数値ＭＲ１、大当り種別決定用の乱数値ＭＲ２、変動パターン決定用の乱数
値ＭＲ３を用いて、特別図柄や飾り図柄の可変表示態様を決定する処理を含んでいる。
【０１９５】
　尚、Ｓ１１１の変動パターン設定処理において、変動パターンの決定結果に応じた特別
図柄の変動表示時間である特図変動時間を設定し、当該特図変動時間に相当する値が変動
時間タイマに設定される。特別図柄の変動表示時間となる特図変動時間は、特図ゲームに
おいて特別図柄の変動を開始してから変動表示結果（特図表示結果）となる確定特別図柄
が導出表示されるまでの所要時間である。
【０１９６】
　Ｓ１１２の特別図柄変動処理は、特図プロセスフラグの値が“２”のときに実行される
。この特別図柄変動処理には、第１特別図柄表示装置４Ａや第２特別図柄表示装置４Ｂに
おいて特別図柄を変動させるための設定を行う処理や、その特別図柄が変動を開始してか
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らの経過時間を計測する処理などが含まれている。例えば、Ｓ１１２の特別図柄変動処理
が実行されるごとに、遊技制御タイマ設定部１５３に設けられた特図変動タイマにおける
格納値である特図変動タイマ値を１減算あるいは１加算して、第１特別図柄表示装置４Ａ
における第１特図を用いた特図ゲームであるか、第２特別図柄表示装置４Ｂにおける第２
特図を用いた特図ゲームであるかにかかわらず、共通のタイマによって経過時間の測定が
行われる。また、計測された経過時間が変動パターンに対応する特図変動時間に達したか
否かの判定も行われる。このように、Ｓ１１２の特別図柄変動処理は、第１特別図柄表示
装置４Ａにおける第１特図を用いた特図ゲームでの特別図柄の変動や、第２特別図柄表示
装置４Ｂにおける第２特図を用いた特図ゲームでの特別図柄の変動を、共通の処理ルーチ
ンによって制御する処理となっていればよい。そして、特別図柄の変動を開始してからの
経過時間が特図変動時間に達したときには、特図プロセスフラグの値が“３”に更新され
る。
【０１９７】
　Ｓ１１３の特別図柄停止処理は、特図プロセスフラグの値が“３”のときに実行される
。この特別図柄停止処理には、第１特別図柄表示装置４Ａや第２特別図柄表示装置４Ｂに
て特別図柄の変動を停止させ、特別図柄の可変表示結果となる確定特別図柄を停止表示（
導出）させるための設定を行う処理が含まれている。そして、遊技制御フラグ設定部１５
２に設けられた大当りフラグがオンとなっているか否かの判定などが行われ、大当りフラ
グがオンである場合には特図プロセスフラグの値が“４”に更新される。その一方で、大
当りフラグがオフであり、小当りフラグがオンである場合には、特図プロセスフラグの値
が“８”に更新される。また、大当りフラグと小当りフラグがともにオフである場合には
、特図プロセスフラグの値が“０”に更新される。
【０１９８】
　Ｓ１１４の大当り開放前処理は、特図プロセスフラグの値が“４”のときに実行される
。この大当り開放前処理には、可変表示結果が「大当り」となったことなどに基づき、大
当り遊技状態においてラウンドの実行を開始して大入賞口を開放状態とするための設定を
行う処理などが含まれている。このときには、例えば大当り種別が「非確変」、「確変」
、「突確」のいずれであるかに対応して、大入賞口を開放状態とする期間の上限を設定す
るようにしてもよい。一例として、大当り種別が「非確変」または「確変」に対応して、
大入賞口を開放状態とする期間の上限を「２９秒」に設定するとともに、ラウンドを実行
する上限回数となる大入賞口の開放回数を「１５回」に設定することにより、通常開放大
当り状態とする設定が行われればよい。一方、大当り種別が「突確」に対応して、大入賞
口を開放状態とする期間の上限を「０．１秒」に設定するとともに、ラウンドを実行する
上限回数となる大入賞口の開放回数を「１５回」に設定することにより、短期開放大当り
状態とする設定が行われればよい。このときには、特図プロセスフラグの値が“５”に更
新される。
【０１９９】
　Ｓ１１５の大当り開放中処理は、特図プロセスフラグの値が“５”のときに実行される
。この大当り開放中処理には、大入賞口を開放状態としてからの経過時間を計測する処理
や、その計測した経過時間やカウントスイッチ２３によって検出された遊技球の個数など
に基づいて、大入賞口を開放状態から閉鎖状態に戻すタイミングとなったか否かを判定す
る処理などが含まれている。そして、大入賞口を閉鎖状態に戻すときには、大入賞口扉用
のソレノイド８２に対するソレノイド駆動信号の供給を停止させる処理などを実行した後
、特図プロセスフラグの値が“６”に更新される。
【０２００】
　Ｓ１１６の大当り開放後処理は、特図プロセスフラグの値が“６”のときに実行される
。この大当り開放後処理には、大入賞口を開放状態とするラウンドの実行回数が大入賞口
開放回数最大値に達したか否かを判定する処理や、大入賞口開放回数最大値に達した場合
に大当り終了指定コマンドを送信するための設定を行う処理などが含まれている。そして
、ラウンドの実行回数が大入賞口開放回数最大値に達していないときには、特図プロセス
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フラグの値が“５”に更新される一方、大入賞口開放回数最大値に達したときには、特図
プロセスフラグの値が“７”に更新される。
【０２０１】
　Ｓ１１７の大当り終了処理は、特図プロセスフラグの値が“７”のときに実行される。
この大当り終了処理には、画像表示装置５やスピーカ８Ｌ，８Ｒ、遊技効果ランプ９など
といった演出装置により、大当り遊技状態の終了を報知する演出動作としてのエンディン
グ演出が実行される期間に対応した待ち時間が経過するまで待機する処理や、大当り遊技
状態の終了に対応して確変制御や時短制御を開始するための各種の設定を行う処理などが
含まれている。こうした設定が行われたときには、特図プロセスフラグの値が“０”に更
新される。
【０２０２】
　Ｓ１１８の小当り開放前処理は、特図プロセスフラグの値が“８”のときに実行される
。この小当り開放前処理には、可変表示結果が「小当り」となったことに基づき、小当り
遊技状態において大入賞口を開放状態とするための設定を行う処理などが含まれている。
一例として、可変表示結果が「小当り」となったときには、可変表示結果が「大当り」で
大当り種別が「突確」となったときと同様に、大入賞口を開放状態とする期間の上限を「
０．１秒」に設定するとともに、大入賞口の開放回数を「１５回」に設定することにより
、小当り遊技状態とする設定が行われればよい。このときには、特図プロセスフラグの値
が“９”に更新される。
【０２０３】
　Ｓ１１９の小当り開放中処理は、特図プロセスフラグの値が“９”のときに実行される
。この小当り開放中処理には、大入賞口を開放状態としてからの経過時間を計測する処理
や、その計測した経過時間などに基づいて、大入賞口を開放状態から閉鎖状態に戻すタイ
ミングとなったか否かを判定する処理などが含まれている。大入賞口を閉鎖状態に戻すと
きには、大入賞口扉用のソレノイド８２に対する駆動信号の供給を停止させる処理などが
実行されればよい。
【０２０４】
　Ｓ１２０の小当り終了処理は、特図プロセスフラグの値が“１０”のときに実行される
。この小当り終了処理には、画像表示装置５やスピーカ８Ｌ，８Ｒ、遊技効果ランプ９な
どといった演出装置により、小当り遊技状態の終了を報知する演出動作が実行される期間
に対応した待ち時間が経過するまで待機する処理などが含まれている。ここで、小当り遊
技状態が終了するときには、確変フラグや時短フラグの状態を変更しないようにして、小
当り遊技状態となる以前のパチンコ遊技機１における遊技状態を継続させる。小当り遊技
状態の終了時における待ち時間が経過したときには、特図プロセスフラグの値が“０”に
更新される。
【０２０５】
　図１８は、特別図柄通常処理として、図１６のＳ１１０にて実行される処理の一例を示
すフローチャートである。図１８に示す特別図柄通常処理において、ＣＰＵ１０３は、ま
ず、第２特図保留記憶数が「０」であるか否かを判定する（Ｓ２３１）。第２特図保留記
憶数は、第２特別図柄表示装置４Ｂによる第２特図を用いた特図ゲームの保留記憶数であ
る。例えば、Ｓ２３１の処理では、遊技制御カウンタ設定部１５４に記憶されている第２
保留記憶数カウント値を読み出し、その読出値が「０」であるか否かを判定すればよい。
【０２０６】
　Ｓ２３１にて第２特図保留記憶数が「０」以外であるときには（Ｓ２３１；Ｎｏ）、第
２特図保留記憶部１５１Ｂにて保留番号「１」に対応して記憶されている保留データとし
て、特図表示結果決定用の乱数値ＭＲ１、大当り種別決定用の乱数値ＭＲ２、変動パター
ン種別決定用の乱数値ＭＲ３を示す数値データをそれぞれ読み出す（Ｓ２３２）。このと
き読み出された数値データは、例えば変動用乱数バッファなどに格納されて、一時記憶さ
れればよい。
【０２０７】
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　Ｓ２３２の処理に続いて、例えば第２保留記憶数カウント値を１減算して更新すること
などにより、第２特図保留記憶数を１減算させるように更新するとともに、第２特図保留
記憶部１５１Ｂにて保留番号「１」より下位のエントリ（例えば保留番号「２」～「４」
に対応するエントリ）に記憶された乱数値ＭＲ１～ＭＲ３を示す保留データを、１エント
リずつ上位にシフトする（Ｓ２３３）。また、Ｓ２３３の処理では、遊技制御カウンタ設
定部１５４にて合計保留記憶数カウンタが記憶する合計保留記憶数カウント値を１減算す
るように更新してもよい。このときには、変動特図指定バッファの格納値である変動特図
指定バッファ値を「２」に更新する（Ｓ２３４）。
【０２０８】
　Ｓ２３１にて第２特図保留記憶数が「０」であるときには（Ｓ２３１；Ｙｅｓ）、第１
特図保留記憶数が「０」であるか否かを判定する（Ｓ２３５）。第１特図保留記憶数は、
第１特別図柄表示装置４Ａによる第１特図を用いた特図ゲームの保留記憶数である。例え
ば、Ｓ２３５の処理では、遊技制御カウンタ設定部１５４にて第１保留記憶数カウンタが
記憶する第１保留記憶数カウント値を読み出し、その読出値が「０」であるか否かを判定
すればよい。このように、Ｓ２３５の処理は、Ｓ２３１にて第２特図保留記憶数が「０」
であると判定されたときに実行されて、第１特図保留記憶数が「０」であるか否かを判定
する。これにより、第２特図を用いた特図ゲームは、第１特図を用いた特図ゲームよりも
優先して実行が開始されることになる。
【０２０９】
　尚、第２特図を用いた特図ゲームが第１特図を用いた特図ゲームよりも優先して実行さ
れるものに限定されず、例えば第１始動入賞口や第２始動入賞口を遊技球が進入（通過）
して始動入賞が発生した順に、特図ゲームの実行が開始されるようにしてもよい。この場
合には、始動入賞が発生した順番を特定可能なデータを記憶するテーブルを設けて、その
記憶データから第１特図と第２特図のいずれを用いた特図ゲームの実行を開始するかが決
定できればよい。
【０２１０】
　Ｓ２３５にて第１特図保留記憶数が「０」以外であるときには（Ｓ２３５；Ｎｏ）、第
１特図保留記憶部１５１Ａにて保留番号「１」に対応して記憶されている保留データとし
て、特図表示結果決定用の乱数値ＭＲ１、大当り種別決定用の乱数値ＭＲ２、変動パター
ン種別決定用の乱数値ＭＲ３を示す数値データをそれぞれ読み出す（Ｓ２３６）。このと
き読み出された数値データは、例えば変動用乱数バッファなどに格納されて、一時記憶さ
れればよい。
【０２１１】
　Ｓ２３６の処理に続いて、例えば第１保留記憶数カウント値を１減算して更新すること
などにより、第１特図保留記憶数を１減算させるように更新するとともに、第１特図保留
記憶部１５１Ａにて保留番号「１」より下位のエントリ（例えば保留番号「２」～「４」
に対応するエントリ）に記憶された乱数値ＭＲ１～ＭＲ３を示す保留データを、１エント
リずつ上位にシフトする（Ｓ２３７）。また、Ｓ２３７の処理では、遊技制御カウンタ設
定部１５４にて合計保留記憶数カウンタが記憶する合計保留記憶数カウント値を１減算す
るように更新してもよい。このときには、変動特図指定バッファ値を「１」に更新する（
Ｓ２３８）。
【０２１２】
　Ｓ２３４，Ｓ２３８の処理のいずれかを実行した後には、特別図柄の可変表示結果であ
る特図表示結果を「大当り」と「ハズレ」のいずれとするかを決定するための使用テーブ
ルとして、変動特図指定バッファ値に対応する特図表示結果決定テーブルを選択してセッ
トする（Ｓ２３９）。例えば、変動特図指定バッファ値が「１」である場合には第１特図
表示結果決定テーブル１３０Ａを使用テーブルにセットする。一方、変動特図指定バッフ
ァ値が「２」である場合には第２特図表示結果決定テーブル１３０Ｂを使用テーブルにセ
ットする。また、ＣＰＵ１０３は、図１７（Ａ）に示すＳ４０２の処理と同様に、現在の
遊技状態に対応した特図表示結果決定用テーブルデータを選択すればよい。続いて、変動
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用乱数バッファに格納された特図表示結果決定用の乱数値ＭＲ１を示す数値データを、「
大当り」や「小当り」、「ハズレ」の各特図表示結果に割り当てられた決定値と比較して
、特図表示結果を「大当り」と「小当り」と「ハズレ」のいずれとするかを決定する（Ｓ
２４０）。
【０２１３】
　Ｓ２３９では現在の遊技状態に対応した特図表示結果決定用テーブルデータが選択され
ていることから、Ｓ２４０の処理では、特図ゲームなどの可変表示が開始されるときの遊
技状態が確変状態であるか否かに応じて、異なる決定用データを用いて特図表示結果を「
大当り」とするか否かが決定される。例えば、特図ゲームなどの可変表示が開始されると
きの遊技状態が通常状態又は時短状態であるときには、第１特図表示結果決定テーブル１
３０Ａや第２特図表示結果決定テーブル１３０Ｂにおいて遊技状態が通常状態又は時短状
態の場合に対応するテーブルデータが、通常決定用データとして選択され、これを参照し
て乱数値ＭＲ１に対応する特図表示結果を決定する。これに対して、特図ゲームなどの可
変表示が開始されるときの遊技状態が確変状態であるときには、第１特図表示結果決定テ
ーブル１３０Ａや第２特図表示結果決定テーブル１３０Ｂにおいて遊技状態が確変状態の
場合に対応するテーブルデータが、特別決定用データとして選択され、これを参照して乱
数値ＭＲ１に対応する特図表示結果を決定する。
【０２１４】
　Ｓ２４０にて特図表示結果を決定した後には、その特図表示結果が「大当り」であるか
否かを判定する（Ｓ２４１）。そして、「大当り」であると判定された場合には（Ｓ２４
１；Ｙｅｓ）、遊技制御フラグ設定部１５２に設けられた大当りフラグをオン状態にセッ
トする（Ｓ２４２）。このときには、大当り種別を複数種類のいずれかに決定するための
使用テーブルとして、大当り種別決定テーブル１３１を選択してセットする（Ｓ２４３）
。こうしてセットされた大当り種別決定テーブル１３１を参照することにより、変動用乱
数バッファに格納された大当り種別決定用の乱数値ＭＲ２を示す数値データを、「非確変
」、「確変」、「突確」の各大当り種別に割り当てられた決定値のいずれと合致するかに
応じて、大当り種別を複数種別のいずれとするかを決定する（Ｓ２４４）。
【０２１５】
　Ｓ２４４の処理にて大当り種別を決定することにより、大当り遊技状態の終了後におけ
る遊技状態を、時短状態と、時短状態よりも遊技者にとって有利度が高い確変状態とのう
ち、いずれの遊技状態に制御するかが、可変表示結果としての確定特別図柄が導出される
以前に決定されることになる。こうして決定された大当り種別に対応して、例えば遊技制
御バッファ設定部１５５に設けられた大当り種別バッファの格納値である大当り種別バッ
ファ値を設定することなどにより（Ｓ２４５）、決定された大当り種別を記憶させる。一
例として、大当り種別が「非確変」であれば大当り種別バッファ値を「０」とし、「確変
」であれば「１」とし、「突確」であれば「２」とすればよい。
【０２１６】
　Ｓ２４１にて「大当り」ではないと判定された場合には（Ｓ２４１；Ｎｏ）、その特図
表示結果が「小当り」であるか否かを判定する（Ｓ２４６）。そして、「小当り」である
と判定されたときには（Ｓ２４６；Ｙｅｓ）、遊技制御フラグ設定部１５２に設けられた
小当りフラグをオン状態にセットする（Ｓ２４７）。
【０２１７】
　Ｓ２４６にて「小当り」ではないと判定された場合や（Ｓ２４６；Ｎｏ）、Ｓ２４５，
Ｓ２４７の処理のいずれかを実行した後には、大当り遊技状態や小当り遊技状態に制御す
るか否かの事前決定結果、さらには、大当り遊技状態とする場合における大当り種別の決
定結果に対応して、確定特別図柄を設定する（Ｓ２４８）。一例として、Ｓ２４６にて特
図表示結果が「小当り」ではないと判定された場合には、特図表示結果を「ハズレ」とす
る旨の事前決定結果に対応して、ハズレ図柄となる「－」の記号を示す特別図柄を、確定
特別図柄に設定する。その一方で、Ｓ２４６にて特図表示結果が「小当り」であると判定
された場合には、特図表示結果を「小当り」とする旨の事前決定結果に対応して、小当り
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図柄となる「２」の数字を示す特別図柄を、確定特別図柄に設定する。また、Ｓ２４１に
て特図表示結果が「大当り」であると判定された場合には、Ｓ２４４における大当り種別
の決定結果に応じて、大当り図柄となる「３」、「５」、「７」の数字を示す特別図柄の
いずれかを、確定特別図柄に設定する。すなわち、大当り種別を「非確変」とする決定結
果に応じて、通常開放ラウンド大当り図柄のうち通常大当り図柄となる「３」の数字を示
す特別図柄を、確定特別図柄に設定する。また、大当り種別を「確変」とする決定結果に
応じて、通常開放ラウンド大当り図柄のうち確変大当り図柄となる「７」の数字を示す特
別図柄を、確定特別図柄に設定する。大当り種別を「突確」とする決定結果に応じて、短
期開放大当り図柄となる「５」の数字を示す特別図柄を、確定特別図柄に設定する。
【０２１８】
　Ｓ２４８にて確定特別図柄を設定した後には、特図プロセスフラグの値を変動パターン
設定処理に対応した値である“１”に更新してから（Ｓ２４９）、特別図柄通常処理を終
了する。Ｓ２３５にて第１特図を用いた特図ゲームの保留記憶数が「０」である場合には
（Ｓ２３５；Ｙｅｓ）、所定のデモ表示設定を行ってから（Ｓ２５０）、特別図柄通常処
理を終了する。このデモ表示設定では、例えば画像表示装置５において所定の演出画像を
表示することなどによるデモンストレーション表示（デモ画面表示）を指定する演出制御
コマンド（客待ちデモ指定コマンド）が、主基板１１から演出制御基板１２に対して送信
済みであるか否かを判定する。このとき、送信済みであれば、そのままデモ表示設定を終
了する。これに対して、未送信であれば、客待ちデモ指定コマンドを送信するための設定
を行ってから、デモ表示設定を終了する。
【０２１９】
　図１９は、特別図柄変動処理として、図１６のＳ１１２にて実行される処理の一例を示
すフローチャートである。図１９の特別図柄変動処理において、ＣＰＵ１０３は、まず、
変動時間タイマの値を１減算する（Ｓ９１０）。次いで、変動時間が短縮されたことを示
す短縮済みフラグがセットされているか否かを判定する（Ｓ９１１）。ここで、短縮済み
フラグがセットされていない場合は、Ｓ９２６に進む。一方、短縮済みフラグがセットさ
れていない場合は、Ｓ９１２に進む。
【０２２０】
　Ｓ９１２においてＣＰＵ１０３は、図１６のＳ１１１にて実行される変動パターン設定
処理にて設定されている変動パターンがリーチ変動パターンであるか否かを判定する。リ
ーチ変動パターンでない場合は、Ｓ９２６に進む。一方、リーチ変動パターンである場合
は、Ｓ９１３に進む。
【０２２１】
　Ｓ９１３においてＣＰＵ１０３は、遊技者による操作ボタン５０の操作が有効であるこ
とを示す操作有効フラグがセットされているか否かを判定する。ここで、操作有効フラグ
がセットされている場合は、Ｓ９２０に進む。一方、操作有効フラグがセットされてない
場合は、Ｓ９１４に進む。
【０２２２】
　Ｓ９１４においてＣＰＵ１０３は、リーチ変動パターンにおける短縮待機期間内である
か否かを判定する。ここで、短縮待機期間とは、図２０に示すように、特別図柄と同期し
て変動する飾り図柄の変動が加速して一定の変動になるまでの期間が設定されている。短
縮待機期間内である場合は、Ｓ９２６に進む。一方、短縮待機期間内でない場合は、Ｓ９
１５に進む。また、Ｓ９１５においてＣＰＵ１０３は、リーチ変動パターンにおける短縮
禁止期間内であるか否かを判定する。ここで、短縮禁止期間内である場合は、Ｓ９２６に
進む。一方、短縮禁止期間内でない場合は、Ｓ９１６に進む。
【０２２３】
　尚、図２０に示すように、本実施例におけるリーチ変動パターンでは、遊技者が操作ボ
タン５０の操作を行うことによって短縮が可能な短縮可能期間と、短縮が不可能な短縮待
機期間及び短縮禁止期間が設けられている。第１または第２図柄の変動パターン指定コマ
ンドを演出制御基板１２に送信する変動表示の開始時点から短縮待機期間が開始される。



(51) JP 6364172 B2 2018.7.25

10

20

30

40

50

この短縮待機期間では、画像表示装置５（メイン液晶）にて「左」、「中」、「右」の飾
り図柄（全図柄）の加速（例えば上下方向のスクロール表示の加速）が行われているので
、これら加速の期間中に変動時間の短縮が実行されることを防ぐために設定されている。
また、短縮禁止期間としては、図２０に示すように、画像表示装置５において「左」、「
右」の演出図柄が減速して停止表示される直前のタイミングより後の変動期間が設定され
ていることで、特別図柄や飾り図柄の変動表示が開始されて短縮待機期間が経過した時点
から、画像表示装置５において「左」、「右」の演出図柄が減速して停止表示される直前
のタイミングまでの期間、すなわち、リーチ状態となる前において擬似連等のリーチ前演
出が実行される期間が短縮可能期間として設定されている。
【０２２４】
　よって、変動表示を開始してから短縮待機期間が終了したときに、短縮準備指定コマン
ドを演出制御基板１２に送信することで、操作ボタン５０の操作が有効とされる短縮可能
期間が開始される。この短縮可能期間においては、図３３（Ｃ）に示すように、リーチ前
変動期間に副画像表示装置５１（サブ液晶）が上昇移動し、遊技者に対して変動時間の短
縮操作が可能な旨を報知（示唆）する短縮操作示可能表示が副画像表示装置５１表示され
るとともに、リーチ前演出が実行される。これらリーチ前演出が実行されるリーチ前変動
期間は、短縮可能期間とほぼ同一期間とされているが、短縮可能期間は、上述したように
、画像表示装置５（メイン液晶）において「左」、「右」の演出図柄が減速して停止表示
されるリーチ前変動期間が終了するタイミングの直前において終了するように設定されて
いる。
【０２２５】
　よって、変動パターンが擬似連の演出を伴うリーチ変動パターンである場合には、この
リーチ前変動期間内で擬似連の演出が実行される。また、遊技者が操作ボタン５０の操作
を行った旨を通知する操作検知指定コマンドは、この操作ボタン５０の操作が有効とされ
る短縮可能期間（リーチ前変動期間内）で送信可能となっている。
【０２２６】
　尚、本実施例では、図２０に示すように、画像表示装置５において「左」、「右」の演
出図柄が減速して停止表示される直前までの期間を短縮可能期間とした形態を例示してい
るが、本発明はこれに限定されるものではなく、これら短縮可能期間を、画像表示装置５
において「中」の演出図柄が減速する直前までの期間を短縮可能期間とすることで、これ
ら短縮可能期間にリーチ状態成立後においてリーチ演出が実行される期間も含めるように
しても良い。
【０２２７】
　尚、このように、「中」の演出図柄が減速する直前までの期間を短縮可能期間としたと
きには、本実施の形態のように、操作ボタン５０が操作されてから短縮可能期間の終了時
点である「左」、「右」の演出図柄が減速して停止表示される直前時点までの任意の期間
が短縮されるのと同様に、操作ボタン５０が操作されてから短縮可能期間の終了時点であ
る「中」の演出図柄が減速する直前時点までの任意の期間が短縮されることになる。つま
り、短縮によって移行する時点が同じ時点となる形態を例示しているが、本発明はこれに
限定されるものではなく、操作ボタン５０が操作されたときにおける残り変動時間内の任
意の期間までを短縮することで、短縮によって移行する時点が、その都度異なる時点とな
るようにしても良い。
【０２２８】
　次いで、飾り図柄の可変表示状態がリーチ状態となると所定のリーチ演出が実行される
。このリーチ演出が実行されるリーチ後変動期間の後、中図柄が減速停止し、図柄確定指
定コマンドが送信される。
【０２２９】
　図１９に戻り、Ｓ９１６においてＣＰＵ１０３は、遊技制御カウンタ設定部１５４に設
けられた合計保留記憶数カウンタの格納値である合計保留記憶数カウント値が合計短縮判
定値（例えば４）以上であるか否かを判定する。尚、本実施の形態では、合計短縮判定値
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を、第１保留記憶数や第２保留記憶数の上限値と同じ４とした形態を例示したが、本発明
はこれに限定されるものではなく、これら合計短縮判定値は、適宜に決定されれば良い。
また、これら合計短縮判定値を、例えば、時短フラグがセットされている高ベース状態に
あっては、合計短縮判定値を通常状態よりも多くする等のように、遊技状態に応じて変化
させても良い。
【０２３０】
　ここで、カウント値が合計短縮判定値未満である場合、つまり、合算保留記憶数カウン
タのカウント値が３以下である場合には、Ｓ９２６に進む。一方、カウント値が合計短縮
判定値以上である場合は、短縮準備指定コマンド送信設定を行い（Ｓ９１７）、操作有効
フラグをセットし（Ｓ９１８）、Ｓ９２６に進む。
【０２３１】
　このように、本実施の形態では、Ｓ９１２の処理において、リーチ変動パターンである
か否かの判定を行うことで、リーチ変動パターンについてのみ変動時間の短縮を可能とし
ているが、本発明はこれに限定されるものではなく、これらリーチ変動パターン以外の変
動パターンである非リーチ変動パターンについても変動時間の短縮を可能としても良い。
【０２３２】
　また、本実施の形態では、Ｓ９１６の処理において、合計保留記憶数カウント値のカウ
ント値、つまり保留記憶数が所定数である４以上であるか否かを判定し、所定数以上であ
る場合に、操作ボタン５０の操作を有効にし、遊技者の意思による変動時間の短縮を可能
としているが、本発明はこれに限定されるものではなく、保留記憶数が所定数以上である
か否かにかかわらず、常に遊技者の意思により変動時間を短縮させることを可能にしても
良い。
【０２３３】
　前述したＳ９１３にて操作有効フラグがセットされている場合には、Ｓ９１３からＳ９
２０に進んで、ＣＰＵ１０３は、操作ボタン５０の操作があるか否か、つまり操作ボタン
５０から所定の操作検出信号の入力があるか否かを判定する。ここで、操作ボタン５０の
操作がない場合は、Ｓ９２４に進む。一方、操作ボタン５０の操作がある場合は、変動時
間の短縮を決定して操作検知指定コマンドの送信設定を行い（Ｓ９２１）、変動時間に短
縮変動時間、具体的には、短縮禁止期間に該当する変動時間を再セットし（Ｓ９２２）、
短縮済みフラグをセットし（Ｓ９２３）、Ｓ９２６に進む。
【０２３４】
　操作ボタン５０の操作がない場合に移行するＳ９２４においてＣＰＵ１０３は、短縮禁
止期間の開始タイミングであるか否か、つまり、短縮可能期間の終了タイミングであるか
否かを判定する。ここで、短縮禁止期間の開始タイミングでない場合は、Ｓ９２６に進む
。一方、短縮禁止期間の開始タイミングである場合は、操作有効フラグをリセット（クリ
ア）し（Ｓ９２５）、Ｓ９２６に進む。
【０２３５】
　Ｓ９２６においてＣＰＵ１０３は、変動時間（再セットされた短縮変動時間を含む）が
経過したか否かを判定する。ここで、変動時間が経過していない場合は、当該特別図柄変
動処理を終了する。一方、変動時間が経過した場合は、Ｓ９２７に進んで、短縮済みフラ
グがセットされていれば、当該短縮済みフラグをリセットし、特図プロセスフラグの値を
特別図柄停止処理に対応した値である“３”に更新してから（Ｓ９２８）、当該特別図柄
変動処理を終了する。
【０２３６】
　次に、演出制御基板１２における動作を説明する。演出制御基板１２では、電源基板等
から電源電圧の供給を受けると、演出制御用ＣＰＵ１２０が起動して、図２１のフローチ
ャートに示すような演出制御メイン処理を実行する。図２１に示す演出制御メイン処理を
開始すると、演出制御用ＣＰＵ１２０は、まず、所定の初期化処理を実行して（Ｓ７１）
、ＲＡＭ１２２のクリアや各種初期値の設定、また演出制御基板１２に搭載されたＣＴＣ
（カウンタ／タイマ回路）のレジスタ設定等を行う。その後、タイマ割込みフラグがオン
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となっているか否かの判定を行う（Ｓ７２）。タイマ割込みフラグは、例えばＣＴＣのレ
ジスタ設定に基づき、所定時間（例えば２ミリ秒）が経過するごとにオン状態にセットさ
れる。このとき、タイマ割込みフラグがオフであれば（Ｓ７２；Ｎｏ）、Ｓ７２の処理を
繰り返し実行して待機する。
【０２３７】
　また、演出制御基板１２の側では、所定時間が経過するごとに発生するタイマ割込みと
は別に、主基板１１から演出制御コマンドを受信するための割込みが発生する。この割込
みは、例えば主基板１１からの演出制御ＩＮＴ信号がオン状態となることにより発生する
割込みである。演出制御ＩＮＴ信号がオン状態となることによる割込みが発生すると、演
出制御用ＣＰＵ１２０は、自動的に割込み禁止に設定するが、自動的に割込み禁止状態に
ならないＣＰＵを用いている場合には、割込み禁止命令（ＤＩ命令）を発行することが望
ましい。演出制御用ＣＰＵ１２０は、演出制御ＩＮＴ信号がオン状態となることによる割
込みに対応して、例えば所定のコマンド受信割込み処理を実行する。このコマンド受信割
込み処理では、Ｉ／Ｏ１２５に含まれる入力ポートのうちで、中継基板１５を介して主基
板１１から送信された制御信号を受信する所定の入力ポートより、演出制御コマンドとな
る制御信号を取り込む。このとき取り込まれた演出制御コマンドは、例えば演出制御バッ
ファ設定部１９４に設けられた演出制御コマンド受信用バッファに格納する。一例として
、演出制御コマンドが２バイト構成である場合には、１バイト目（ＭＯＤＥ）と２バイト
目（ＥＸＴ）を順次に受信して演出制御コマンド受信用バッファに格納する。その後、演
出制御用ＣＰＵ１２０は、割込み許可に設定してから、コマンド受信割込み処理を終了す
る。
【０２３８】
　Ｓ７２にてタイマ割込みフラグがオンである場合には（Ｓ７２；Ｙｅｓ）、タイマ割込
みフラグをクリアしてオフ状態にするとともに（Ｓ７３）、コマンド解析処理を実行する
（Ｓ７４）。Ｓ７４にて実行されるコマンド解析処理では、例えば主基板１１の遊技制御
用マイクロコンピュータ１００から送信されて演出制御コマンド受信用バッファに格納さ
れている各種の演出制御コマンドを読み出した後に、その読み出された演出制御コマンド
に対応した設定や制御などが行われる。
【０２３９】
　Ｓ７４にてコマンド解析処理を実行した後には、演出制御プロセス処理を実行する（Ｓ
７５）。Ｓ７５の演出制御プロセス処理では、例えば画像表示装置５の表示領域における
演出画像の表示動作、スピーカ８Ｌ，８Ｒからの音声出力動作、遊技効果ランプ９及び装
飾用ＬＥＤといった装飾発光体における点灯動作、演出用模型における駆動動作といった
、各種の演出装置を用いた演出動作の制御内容について、主基板１１から送信された演出
制御コマンド等に応じた判定や決定、設定などが行われる。
【０２４０】
　Ｓ７５の演出制御プロセス処理に続いて、演出用乱数更新処理が実行され（Ｓ７６）、
演出制御に用いる各種の乱数値として、演出制御カウンタ設定部１９３のランダムカウン
タによってカウントされる演出用乱数を示す数値データを、ソフトウェアにより更新する
。その後、Ｓ７２の処理に戻る。
【０２４１】
　図２２は、コマンド解析処理として、図２１のＳ７４にて実行される処理の一例を示す
フローチャートである。主基板１１から受信された演出制御コマンドは受信コマンドバッ
ファに格納されるが、コマンド解析処理では、演出制御用ＣＰＵ１２０は、コマンド受信
バッファに格納されているコマンドの内容を確認する。
【０２４２】
　コマンド受信バッファは、２バイト構成の演出制御コマンドを６個格納可能なリングバ
ッファ形式のコマンド受信バッファが用いられる。従って、コマンド受信バッファは、受
信コマンドバッファ１～１２の１２バイトの領域で構成される。そして、受信したコマン
ドをどの領域に格納するのかを示すコマンド受信個数カウンタが用いられる。コマンド受
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信個数カウンタは、０～１１の値をとる。尚、必ずしもリングバッファ形式でなくてもよ
い。尚、遊技制御用マイクロコンピュータ１００から送信された演出制御コマンドは、演
出制御ＩＮＴ信号にもとづく割込処理で受信され、ＲＡＭに形成されているバッファ領域
に保存されている。
【０２４３】
　コマンド解析処理において、演出制御用ＣＰＵ１２０は、まず、コマンド受信バッファ
に受信コマンドが格納されているか否か確認する（Ｓ６１１）。格納されているか否かは
、コマンド受信個数カウンタの値と読出ポインタとを比較することによって判定される。
両者が一致している場合が、受信コマンドが格納されていない場合である。コマンド受信
バッファに受信コマンドが格納されている場合には、演出制御用ＣＰＵ１２０は、コマン
ド受信バッファから受信コマンドを読み出す（Ｓ６１２）。尚、読み出したら読出ポイン
タの値を＋２しておく（Ｓ６１３）。＋２するのは２バイト（１コマンド）ずつ読み出す
からである。
【０２４４】
　受信した演出制御コマンドが変動パターン指定コマンドであれば（Ｓ６２１）、演出制
御用ＣＰＵ１２０は、その変動パターン指定コマンドを、ＲＡＭに形成されている変動パ
ターン指定コマンド格納領域に格納する（Ｓ６２２）。そして、変動パターン指定コマン
ド受信フラグをセットする（Ｓ６２３）。
【０２４５】
　受信した演出制御コマンドが可変結果通知コマンドであれば（Ｓ６２５）、演出制御用
ＣＰＵ１２０は、受信した可変結果通知コマンドを、ＲＡＭに形成されている表示結果通
知コマンド格納領域に格納する（Ｓ６２６）。
【０２４６】
　受信した演出制御コマンドが図柄確定通知コマンドであれば（Ｓ６２７）、演出制御用
ＣＰＵ１２０は、図柄確定コマンド受信フラグをセットする（Ｓ６２８）。
【０２４７】
　受信した演出制御コマンドが第１保留記憶数通知コマンドであれば（Ｓ６５１）、演出
制御用ＣＰＵ１２０は、その第１保留記憶数通知コマンドの２バイト目のデータ（ＥＸＴ
データ）を第１保留記憶数として第１保留記憶数保存領域に格納する（Ｓ６５２）。
【０２４８】
　受信した演出制御コマンドが第２保留記憶数通知コマンドであれば（Ｓ６５４）、演出
制御用ＣＰＵ１２０は、その第２保留記憶数通知コマンドの２バイト目のデータ（ＥＸＴ
データ）を第２保留記憶数として第２保留記憶数保存領域に格納する（Ｓ６５５）。
【０２４９】
　受信した演出制御コマンドが短縮準備指定コマンドであれば（Ｓ６５６）、演出制御用
ＣＰＵ１２０は、短縮準備指定受信フラグをセットする（Ｓ６５７）。
【０２５０】
　受信した演出制御コマンドが操作検知指定コマンドであれば（Ｓ６５８）、演出制御用
ＣＰＵ１２０は、操作検知指定受信フラグをセットする（Ｓ６５９）。
【０２５１】
　次いで、受信した演出制御コマンドがいずれかの入賞時判定結果指定コマンドであれば
（Ｓ６６４）、演出制御用ＣＰＵ１２０は、受信した入賞時判定結果指定コマンドのＥＸ
Ｔ値を入賞時判定結果記憶バッファ（図示略）において合算保留記憶数に対応付けられた
領域に保存する（Ｓ６６５）。このようにすることで、各保留記憶の入賞時判定結果の内
容をＥＸＴ値に基づいて特定できるようになっている。尚、本実施例では、各保留記憶の
変動カテゴリをＥＸＴ値に基づいて特定できるようになっている。
【０２５２】
　尚、この実施の形態では、合算保留記憶数は、第１保留記憶数保存領域に格納されてい
る第１保留記憶数と第２保留記憶数の保存領域に格納されている第２保留記憶数とを合算
することで求められる。第１保留記憶数は、第１保留記憶数通知コマンドを受信した後に
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、Ｓ６５２において更新され、第２保留記憶数は、第２保留記憶数通知コマンドを受信し
た後に、Ｓ６５５において更新されるため、合算保留記憶数も同じタイミングで更新され
る。また、入賞時判定結果指定コマンドは、始動入賞判定処理において保留記憶数通知コ
マンドを送信した後に送信される。そのため、演出制御基板１２は、合算保留記憶数を更
新した後に、入賞時判定結果指定コマンドを受信する。尚、演出制御用ＣＰＵ１２０は、
Ｓ６６５の処理で、例えば、入賞時判定結果指定コマンドの２バイト目のデータを入賞時
判定結果バッファにおいて合算保留記憶数に対応付けられた保存領域にセットする。入賞
時判定結果指定コマンドの２バイト目のデータ（ＥＸＴデータ）で、入賞時判定結果が特
定されるからである。また、入賞時判定結果バッファにセットされたデータは、後述する
可変表示開始設定処理（Ｓ１７１の処理が実行されるタイミングなど）において、先にセ
ットされたものから順に削除される。
【０２５３】
　また、受信した演出制御コマンドがその他のコマンドであれば、演出制御用ＣＰＵ１２
０は、受信した演出制御コマンドに応じたフラグをセットする（Ｓ６８３）。そして、Ｓ
６１１に移行する。
【０２５４】
　図２３は、演出制御プロセス処理として、図２１のＳ７５にて実行される処理の一例を
示すフローチャートである。図２３に示す演出制御プロセス処理において、演出制御用Ｃ
ＰＵ１２０は、先読み予告演出を実行するか否かを決定する処理等が含まれる先読み予告
設定処理を実行する。
【０２５５】
　図２４は、図２３のＳ１６１にて実行される先読み予告設定処理の一例を示すフローチ
ャートである。図２４に示す先読み予告決定処理において、演出制御用ＣＰＵ１２０は、
まず、新たな始動口入賞指定コマンド（第１始動口入賞指定コマンドまたは第２始動口入
賞指定コマンド）を受信したか否かを判定する（Ｓ７５１）。始動口入賞指定コマンドを
新たに受信していなければ（Ｓ７５１；Ｎｏ）、そのまま先読み予告設定処理を終了する
。
【０２５６】
　新たな始動口入賞指定コマンドを受信していれば（Ｓ７５１；Ｙｅｓ）、現在予告演出
を実行中であるか否かを判定する（Ｓ７５２）。Ｓ７５２では、先読み予告演出の実行を
開始するときに後述するＳ７５６等でオン状態にセットされる先読み予告実行中フラグが
オン状態であるかを判定すること等により、現在先読み予告演出を実行中であるか否かを
判定すればよい。また、この実施の形態では、先読み予告演出及び変動中予告演出が副画
像表示装置５１において実行されるようになっている。従って、Ｓ７５２では変動中予告
実行中フラグがオン状態であるかを判定すること等により、変動中予告演出が実行中であ
るか否かも判定する。
【０２５７】
　現在予告演出を実行中であれば（Ｓ７５２；Ｙｅｓ）、先読み予告設定処理を終了する
。この実施の形態では、先読み予告演出が既に実行中である場合には新たな先読み予告演
出を実行しないようになっている。尚、先読み予告演出が実行中である場合に新たな先読
み予告演出を実行するようにしてもよい。また、変動中予告演出が実行中である場合であ
っても、先読み予告演出と演出内容や演出装置が重複しない場合には、同時に実行可能で
あってもよい。
【０２５８】
　現在予告演出を実行中でなければ（Ｓ７５２；Ｎｏ）、先読み予告演出の実行を制限す
る先読み予告制限中であるか否かを判定する（Ｓ７５３）。この実施の形態では、高ベー
ス状態であるときや今回の入賞より前の入賞に対応した保留データに大当りやリーチとな
るものが含まれている場合には先読み予告制限中であると判定する。このようにすること
で、先読み予告演出の実行時間を確保出来なくなることや、先読み予告演出の対象となる
可変表示より前に大当りやリーチとなって演出対象が不明確になることを防止できる。そ
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の他、先読み予告演出を実行するのにふさわしくない場合に、先読み予告制限中であると
判定するようにしてもよい。先読み予告制限中であれば（Ｓ７５３；Ｙｅｓ）、先読み予
告設定処理を終了する。
【０２５９】
　先読み予告制限中でなければ（Ｓ７５３；Ｎｏ）、先読み予告演出を実行するか否かを
決定する（Ｓ７５４）。一例として、Ｓ７５４の処理では、先読み予告演出の実行の有無
を決定するための使用テーブルとして、予め用意された先読み予告決定テーブルを選択し
てセットする。先読み予告決定テーブルでは、予告対象となる可変表示に対応する始動入
賞の発生に基づいて送信された変動カテゴリコマンドの指定内容などに応じて、先読み予
告種別決定用の乱数値と比較される数値（決定値）が、先読み予告演出を実行しない場合
に対応する「実行なし」の決定結果や、先読み予告演出を実行する場合に対応する「実行
あり」の決定結果に、割り当てられていればよい。その後、演出制御用ＣＰＵ１２０は、
例えば乱数回路１２４や演出制御カウンタ設定部１９３のランダムカウンタなどから抽出
した先読み予告決定用の乱数値を示す数値データに基づいて、先読み予告決定テーブルを
参照することにより、先読み予告演出の有無を決定すればよい。
【０２６０】
　Ｓ７５４の処理では、例えば図２５に示すような決定割合で、先読み予告演出の有無が
決定されればよい。図２５に示す決定割合の設定例では、変動カテゴリに応じて、先読み
予告演出の有無の決定割合を異ならせている。図２５に示すように、変動カテゴリが「ス
ーパーリーチ共通」や「小当り」である場合には、「非リーチ共通」や「その他のハズレ
」である場合よりも、先読み予告演出が実行される割合（「実行あり」に決定される割合
）が高くなっており、変動カテゴリが「大当り」である場合には、「スーパーリーチ共通
」や「小当り」である場合よりも、先読み予告演出が実行される割合が高くなっている。
このような設定により、保留記憶表示の表示態様が特殊態様となったことによって、可変
表示結果やスーパーリーチの有無を示唆することができる。尚、図２５における決定割合
では、「非リーチ共通」や「その他のハズレ」である場合には先読み予告演出が実行され
ないようになっているが、所定の割合（例えば「スーパーリーチ共通」である場合よりも
低い割合）で実行するようにしてもよい。
【０２６１】
　続いて、Ｓ７５４の処理において先読み予告演出を実行する「実行あり」に決定された
か否か判定する（Ｓ７５５）。「実行なし」に決定された場合には（Ｓ７５５；Ｎｏ）、
先読み予告設定処理を終了する。「実行あり」に決定された場合には（Ｓ７５５；Ｙｅｓ
）、先読み予告演出を実行を開始するための各種設定を実行し（Ｓ７５６）、先読み予告
演出設定処理を終了する。Ｓ７５６では、まず先読み予告演出が実行中であることを示す
先読み予告実行中フラグをオン状態にセットする。そして、演出制御用ＣＰＵ１２０は、
先読み予告演出用の予告演出制御パターンを読み出してその予告演出制御パターンに基づ
いて先読み予告演出を開始する。この実施の形態では、副画像表示装置５１において、先
読み予告演出が実行されるようになっている。
【０２６２】
　図３０は、先読み予告演出が実行される場合の演出動作例を示している。図３０（Ａ）
に示すように、画像表示装置５において飾り図柄の可変表示が実行されているときに、普
通入賞球装置６Ａに形成された第１始動入賞口を遊技球が通過すると、主基板１１から演
出制御基板１２に対して第１始動口入賞指定コマンドや変動カテゴリコマンドが送信され
る。演出制御基板１２では、第１始動口入賞指定コマンドが送信されたことに対応して、
図２４のＳ７５１においてＹｅｓと判定され、Ｓ７５４の処理において先読み予告演出を
実行するか否かが決定される。ここで先読み予告演出を実行すると決定された場合には、
Ｓ７５６において先読み予告演出が開始される。この実施の形態では、図３０（Ｂ）に示
すように、副画像表示装置５１にキャラクタ画像が表示され、始動入賞記憶表示エリア５
Ｈにおいて増加した保留表示を指さして、「チャンス」という文字が表示される先読み予
告演出が実行される。このような先読み予告演出を実行することで、対応する可変表示の
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可変表示結果が「大当り」となりやすい（チャンスである）ことを予告することができる
。
【０２６３】
　尚、このキャラクタが指さす保留記憶の表示態様が特殊態様（本例では「☆」）に変化
するようになっている。また、本実施例では、変動時間が長い変動パターンであるスーパ
ーリーチαまたはスーパーリーチβなどのスーパーリーチ変動パターンの変動時間が遊技
者の操作により短縮可能になっているが、先読み予告演出において遊技者の操作により短
縮可能な変動パターンであることを示唆する演出を行うようにしても良い。
【０２６４】
　また、この実施の形態では、始動入賞口に遊技球が入賞したことに基づく先読み予告演
出を、始動入賞口の近傍（裏側）に設けられた副画像表示装置５１において実行するので
、遊技者に分かりやすく先読み予告演出を実行できる。また、画像表示装置５における可
変表示や演出を邪魔することなく先読み予告演出を実行できる。
【０２６５】
　Ｓ１６１において先読み予告設定処理を実行した後には、演出制御用ＣＰＵ１２０は、
例えば演出制御フラグ設定部１９１などに設けられた演出プロセスフラグの値に応じて、
以下のようなＳ１７０～Ｓ１７７の処理のいずれかを選択して実行する。
【０２６６】
　Ｓ１７０の可変表示開始待ち処理は、演出プロセスフラグの値が“０”のときに実行さ
れる処理である。この可変表示開始待ち処理は、主基板１１からの第１変動開始コマンド
あるいは第２変動開始コマンドなどを受信したか否かに基づき、画像表示装置５における
飾り図柄の可変表示を開始するか否かを判定する処理などを含んでいる。
【０２６７】
　Ｓ１７１の可変表示開始設定処理は、演出プロセスフラグの値が“１”のときに実行さ
れる処理である。この可変表示開始設定処理は、第１特別図柄表示装置４Ａや第２特別図
柄表示装置４Ｂによる特図ゲームにおいて特別図柄の可変表示が開始されることに対応し
て、画像表示装置５における飾り図柄の可変表示や、その他の各種演出動作を行うために
、特別図柄の変動パターンや表示結果の種類などに応じた確定飾り図柄や各種の演出制御
パターンを決定する処理などを含んでいる。
【０２６８】
　Ｓ１７２の可変表示中演出処理は、演出プロセスフラグの値が“２”のときに実行され
る処理である。この可変表示中演出処理において、演出制御用ＣＰＵ１２０は、演出制御
タイマ設定部１９２に設けられた演出制御プロセスタイマにおけるタイマ値に対応して、
演出制御パターンから各種の制御データを読み出し、飾り図柄の可変表示中における各種
の演出制御を行う。こうした演出制御を行った後、例えば特図変動時演出制御パターンか
ら飾り図柄の可変表示終了を示す終了コードが読み出されたこと、あるいは、主基板１１
から伝送される図柄確定コマンドを受信したことなどに対応して、飾り図柄の可変表示結
果となる最終停止図柄としての確定飾り図柄を完全停止表示させる。特図変動時演出制御
パターンから終了コードが読み出されたことに対応して確定飾り図柄を完全停止表示させ
るようにすれば、変動パターン指定コマンドにより指定された変動パターンに対応する可
変表示時間が経過したときに、主基板１１からの演出制御コマンドによらなくても、演出
制御基板１２の側で自律的に確定飾り図柄を導出表示して可変表示結果を確定させること
ができる。確定飾り図柄を完全停止表示したときには、演出プロセスフラグの値が“３”
に更新される。
【０２６９】
　Ｓ１７３の特図当り待ち処理は、演出プロセスフラグの値が“３”のときに実行される
処理である。この特図当り待ち処理において、演出制御用ＣＰＵ１２０は、主基板１１か
ら伝送された当り開始指定コマンドの受信があったか否かを判定する。そして、当り開始
指定コマンドを受信したきに、その当り開始指定コマンドが大当り遊技状態の開始を指定
するものであれば、演出プロセスフラグの値を大当り中演出処理に対応した値である“６
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”に更新する。これに対して、当り開始指定コマンドを受信したときに、その当り開始指
定コマンドが小当り遊技状態の開始を指定するものであれば、演出プロセスフラグの値を
小当り中演出処理に対応した値である“４”に更新する。また、当り開始指定コマンドを
受信せずに、演出制御プロセスタイマがタイムアウトしたときには、特図ゲームにおける
特図表示結果が「ハズレ」であったと判断して、演出プロセスフラグの値を初期値である
“０”に更新する。
【０２７０】
　Ｓ１７４の小当り中演出処理は、演出制御プロセスフラグの値が“４”のときに実行さ
れる処理である。この小当り中演出処理において、演出制御用ＣＰＵ１２０は、例えば小
当り遊技状態における演出内容に対応した演出制御パターン等を設定し、その設定内容に
基づく演出画像を画像表示装置５の表示画面に表示させることや、音声制御基板１３に対
する指令（効果音信号）の出力によりスピーカ８Ｌ，８Ｒから音声や効果音を出力させる
こと、ランプ制御基板１４に対する指令（電飾信号）の出力により遊技効果ランプ９や装
飾用ＬＥＤを点灯／消灯／点滅させることといった、小当り遊技状態における各種の演出
制御を実行する。また、小当り中演出処理では、例えば主基板１１からの当り終了指定コ
マンドを受信したことに対応して、演出プロセスフラグの値を小当り終了演出に対応した
値である“５”に更新する。
【０２７１】
　Ｓ１７５の小当り終了演出処理は、演出制御プロセスフラグの値が“５”のときに実行
される処理である。この小当り終了演出処理において、演出制御用ＣＰＵ１２０は、例え
ば小当り遊技状態の終了などに対応した演出制御パターン等を設定し、その設定内容に基
づく演出画像を画像表示装置５の表示画面に表示させることや、音声制御基板１３に対す
る指令（効果音信号）の出力によりスピーカ８Ｌ，８Ｒから音声や効果音を出力させるこ
と、ランプ制御基板１４に対する指令（電飾信号）の出力により遊技効果ランプ９や装飾
用ＬＥＤを点灯／消灯／点滅させることといった、小当り遊技状態の終了時における各種
の演出制御を実行する。その後、演出プロセスフラグの値を初期値である“０”に更新す
る。
【０２７２】
　Ｓ１７６の大当り中演出処理は、演出プロセスフラグの値が“６”のときに実行される
処理である。この大当り中演出処理において、演出制御用ＣＰＵ１２０は、例えば大当り
遊技状態における演出内容に対応した演出制御パターン等を設定し、その設定内容に基づ
く演出画像を画像表示装置５の表示画面に表示させることや、音声制御基板１３に対する
指令（効果音信号）の出力によりスピーカ８Ｌ，８Ｒから音声や効果音を出力させること
、ランプ制御基板１４に対する指令（電飾信号）の出力により遊技効果ランプ９や装飾用
ＬＥＤを点灯／消灯／点滅させることといった、大当り遊技状態における各種の演出制御
を実行する。また、大当り中演出処理では、例えば主基板１１からの当り終了指定コマン
ドを受信したことに対応して、演出制御プロセスフラグの値をエンディング演出処理に対
応した値である“７”に更新する。
【０２７３】
　Ｓ１７７のエンディング演出処理は、演出プロセスフラグの値が“７”のときに実行さ
れる処理である。このエンディング演出処理において、演出制御用ＣＰＵ１２０は、例え
ば大当り遊技状態の終了などに対応した演出制御パターン等を設定し、その設定内容に基
づく演出画像を画像表示装置５の表示画面に表示させることや、音声制御基板１３に対す
る指令（効果音信号）の出力によりスピーカ８Ｌ，８Ｒから音声や効果音を出力させるこ
と、ランプ制御基板１４に対する指令（電飾信号）の出力により遊技効果ランプ９や装飾
用ＬＥＤを点灯／消灯／点滅させることといった、大当り遊技状態の終了時における各種
の演出制御を実行する。その後、演出プロセスフラグの値を初期値である“０”に更新す
る。
【０２７４】
　図２６は、可変表示開始設定処理として、図２３のＳ１７１にて実行される処理の一例
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を示すフローチャートである。図２６に示す可変表示開始設定処理において、演出制御用
ＣＰＵ１２０は、まず、例えば主基板１１から伝送された可変表示結果通知コマンドにお
けるＥＸＴデータを読み取ることなどにより、特図表示結果が「ハズレ」となるか否かを
判定する（Ｓ５２２）。特図表示結果が「ハズレ」となる旨の判定がなされたときには（
Ｓ５２２；Ｙｅｓ）、例えば主基板１１から伝送された変動パターン指定コマンドにおけ
るＥＸＴデータを読み取ることなどにより、指定された変動パターンが飾り図柄の可変表
示態様を「非リーチ」とする場合に対応した非リーチ変動パターンであるか否かを判定す
る（Ｓ５２３）。
【０２７５】
　Ｓ５２３にて非リーチ変動パターンであると判定された場合には（Ｓ５２３；Ｙｅｓ）
、非リーチ組合せを構成する最終停止図柄となる確定飾り図柄の組合せを決定する（Ｓ５
２４）。一例として、Ｓ５２４の処理では、まず、演出制御カウンタ設定部１９３に設け
られたランダムカウンタ等により更新される左確定図柄決定用の乱数値を示す数値データ
を抽出し、ＲＯＭ１２１などに予め記憶された所定の左確定図柄決定テーブルを参照する
ことなどにより、確定飾り図柄のうち画像表示装置５の表示領域における「左」の飾り図
柄表示エリア５Ｌに停止表示される左確定飾り図柄を決定する。次に、演出制御カウンタ
設定部１９３に設けられたランダムカウンタ等により更新される右確定図柄決定用の乱数
値を示す数値データを抽出し、ＲＯＭ１２１などに予め記憶された所定の右確定図柄決定
テーブルを参照することなどにより、確定飾り図柄のうち画像表示装置５の表示領域にお
ける「右」の飾り図柄表示エリア５Ｒに停止表示される右確定飾り図柄を決定する。この
ときには、右確定図柄決定テーブルにおける設定などにより、右確定飾り図柄の図柄番号
が左確定飾り図柄の図柄番号とは異なるように、決定されるとよい。続いて、演出制御カ
ウンタ設定部１９３に設けられたランダムカウンタ等により更新される中確定図柄決定用
の乱数値を示す数値データを抽出し、ＲＯＭ１２１などに予め記憶された所定の中確定図
柄決定テーブルを参照することなどにより、確定飾り図柄のうち画像表示装置５の表示領
域における「中」の飾り図柄表示エリア５Ｃに停止表示される中確定飾り図柄を決定する
。尚、Ｓ５２４の処理では、変動図柄予告を実行中である場合に対応して、所定のチャン
ス目図柄となる非リーチ組合せの確定飾り図柄を決定すればよい。
【０２７６】
　Ｓ５２３にて非リーチ変動パターンではないと判定された場合には（Ｓ５２３；Ｎｏ）
、リーチ組合せを構成する最終停止図柄となる確定飾り図柄の組合せを決定する（Ｓ５２
５）。一例として、Ｓ５２５の処理では、まず、演出制御カウンタ設定部１９３に設けら
れたランダムカウンタ等により更新される左右確定図柄決定用の乱数値を示す数値データ
を抽出し、ＲＯＭ１２１などに予め記憶された所定の左右確定図柄決定テーブルを参照す
ることなどにより、確定飾り図柄のうち画像表示装置５の表示領域における「左」と「右
」の飾り図柄表示エリア５Ｌ，５Ｒにて揃って停止表示される図柄番号が同一の飾り図柄
を決定する。さらに、演出制御カウンタ設定部１９３に設けられたランダムカウンタ等に
より更新される中確定図柄決定用の乱数値を示す数値データを抽出し、ＲＯＭ１２１など
に予め記憶された所定の中確定図柄決定テーブルを参照することなどにより、確定飾り図
柄のうち画像表示装置５の表示領域における「中」の飾り図柄表示エリア５Ｃにて停止表
示される中確定飾り図柄を決定する。ここで、例えば中確定飾り図柄の図柄番号が左確定
飾り図柄及び右確定飾り図柄の図柄番号と同一になる場合のように、確定飾り図柄が大当
り組合せとなってしまう場合には、任意の値（例えば「１」）を中確定飾り図柄の図柄番
号に加算または減算することなどにより、確定飾り図柄が大当り組合せとはならずにリー
チ組合せとなるようにすればよい。あるいは、中確定飾り図柄を決定するときには、左確
定飾り図柄及び右確定飾り図柄の図柄番号との差分（図柄差）を決定し、その図柄差に対
応する中確定飾り図柄を設定してもよい。
【０２７７】
　Ｓ５２２にて特図表示結果が「ハズレ」ではないと判定されたときには（Ｓ５２２；Ｎ
ｏ）、特図表示結果が「大当り」で大当り種別が「突確」である場合、または、特図表示
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結果が「小当り」である場合であるか、これら以外の場合であるかを判定する（Ｓ５２６
）。「突確」または「小当り」であると判定されたときには（Ｓ５２６；Ｙｅｓ）、例え
ば開放チャンス目といった、「突確」の場合や「小当り」の場合に対応した最終停止図柄
となる確定飾り図柄の組合せを決定する（Ｓ５２７）。一例として、変動パターン指定コ
マンドにより変動パターンＰＣ１－１～ＰＣ１－３のいずれかが指定された場合に対応し
て、複数種類の開放チャンス目のうち、いずれかを構成する最終停止図柄となる確定飾り
図柄の組合せを決定する。この場合には、演出制御カウンタ設定部１９３に設けられたラ
ンダムカウンタ等により更新されるチャンス目決定用の乱数値を示す数値データを抽出し
、ＲＯＭ１２１などに予め記憶された所定のチャンス目決定テーブルを参照することなど
により、開放チャンス目のいずれかを構成する確定飾り図柄の組合せを決定すればよい。
また、変動パターン指定コマンドにより変動パターンＰＣ１－４または変動パターンＰＣ
１－５のいずれかが指定された場合には、例えばＳ５２５と同様の処理を実行することに
より、リーチ組合せを構成する最終停止図柄となる確定飾り図柄の組合せを決定すればよ
い。
【０２７８】
　Ｓ５２６にて「突確」または「小当り」以外の「非確変」または「確変」であると判定
されたときには（Ｓ５２６；Ｎｏ）、大当り組合せを構成する最終停止図柄となる確定飾
り図柄の組合せを決定する（Ｓ５２８）。一例として、Ｓ５２８の処理では、まず、演出
制御カウンタ設定部１９３のランダムカウンタなどにより更新される大当り確定図柄決定
用の乱数値を示す数値データを抽出し、続いてＲＯＭ１２１などに予め記憶された所定の
大当り確定図柄決定テーブルを参照することなどにより、画像表示装置５の画面上で「左
」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア５Ｌ，５Ｃ，５Ｒに揃って停止表示される図柄
番号が同一の飾り図柄を決定する。このときには、大当り種別が「非確変」、「確変」の
いずれであるかや、大当り中における昇格演出の有無などに応じて、異なる飾り図柄を確
定飾り図柄とする決定が行われるようにしてもよい。
【０２７９】
　具体的な一例として、大当り種別が「非確変」である場合には、複数種類の通常図柄の
うちいずれか１つの飾り図柄を選択して、非確変大当り組合せを構成する確定飾り図柄に
決定すればよい。また、大当り種別が「確変」である場合には、複数種類の通常図柄また
は確変図柄のうちからいずれか１つの飾り図柄を選択して、非確変大当り組合せまたは確
変大当り組合せを構成する確定飾り図柄に決定すればよい。このとき、非確変大当り組合
せの確定飾り図柄に決定された場合には、可変表示中の再抽選演出において確変状態に制
御される旨の報知が行われず、大当り遊技状態に対応して実行される大当り中昇格演出な
どにより確変状態に制御される旨が報知されればよい。他方、確変大当り組合せの確定飾
り図柄に決定された場合には、可変表示中の再抽選演出において、あるいは再抽選演出を
実行することなく、確変状態に制御される旨の報知が行われる。
【０２８０】
　Ｓ５２４，Ｓ５２５，Ｓ５２７，Ｓ５２８の処理のいずれかを実行した後には、変動中
予告演出の実行の有無と、実行する場合における変動中予告演出の演出態様に対応した変
動中予告パターンとを決定する（Ｓ５２９）。一例として、Ｓ５２９の処理では、変動中
予告演出の有無と変動中予告パターンとを決定するための使用テーブルとして、予め用意
された変動中予告決定テーブルを選択してセットする。変動中予告決定テーブルでは、可
変表示結果通知コマンドから特定される可変表示結果や、変動パターン指定コマンドから
特定される変動パターンなどに応じて、変動中予告種別決定用の乱数値と比較される数値
（決定値）が、変動中予告演出を実行しない場合に対応する「実行なし」の決定結果や、
変動中予告演出を実行する場合における複数の変動中予告パターンなどに、割り当てられ
ていればよい。その後、演出制御用ＣＰＵ１２０は、例えば乱数回路１２４や演出制御カ
ウンタ設定部１９３のランダムカウンタなどから抽出した変動中予告決定用の乱数値を示
す数値データに基づいて、変動中予告決定テーブルを参照することにより、変動中予告演
出の有無と変動中予告パターンとを決定すればよい。
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【０２８１】
　図２７は、この実施の形態における変動中予告パターンの一覧を示す図である。この実
施の形態では、副画像表示装置５１を用いた変動中予告演出が実行されるようになってい
る。図２７に示す、予告パターンＹＰ１は、副画像表示装置５１（サブ液晶）に予告画像
を表示して、サブ液晶を待機位置から重畳位置に水平動作（図４～図５に示す動作）させ
る変動中予告演出に対応している。予告パターンＹＰ２は、予告パターンＹＰ１の演出動
作に加えてサブ液晶を傾斜動作（図７に示す動作）させる変動中予告演出に対応している
。予告パターンＹＰ３は、予告パターンＹＰ２の演出動作に加えて、可動部材５２をサブ
液晶の動作と連動するように第１の態様で動作させる（例えば８つ設けられた可動部材５
２の一部を動作させる）変動中予告演出に対応している。予告パターンＹＰ４は、予告パ
ターンＹＰ１の演出動作に加えてサブ液晶を回転動作（図６に示す動作）させるとともに
、可動部材５２をサブ液晶の動作と連動するように第２の態様で動作させる（例えば８つ
設けられた可動部材５２の全てを動作させる）変動中予告演出に対応している。
【０２８２】
　このように、この実施の形態では、副画像表示装置５１を複数のパターンで動作させる
変動中予告演出が実行可能になっている。これにより、副画像表示装置５１の表示や動作
に遊技者を注目させることできる。また、演出のバリエーションが豊富になり遊技の興趣
が向上する。尚、水平動作、傾斜動作、回転動作を任意に組み合わせて動作させるように
してもよい。また、その動作に可動部材５２の動作や副画像表示装置５１の表示を連動さ
せてもよい。
【０２８３】
　また、可動部材５２を動作させる態様は複数設けられており、その態様に応じて副画像
表示装置５１には異なる動作をするようになっている。これにより、演出のバリエーショ
ンが豊富になり、遊技の興趣が向上する。さらに、可動部材５２を動作させる態様に応じ
て画像表示装置５における演出内容も異ならせてもよい。
【０２８４】
　図３１は、予告パターンＹＰ４に決定された場合の演出動作例を示している。予告パタ
ーンＹＰ４に決定された場合には、まず、副画像表示装置５１に予告画像が表示され、予
告画像が表示された状態で副画像表示装置５１が待機位置から重畳位置に水平動作（図４
～図５に示す動作）する。その後、図３１（Ａ）及び図３１（Ｂ）に示すように、副画像
表示装置５１が回転動作するとともに、可動部材５２が連動して動作する。尚、回転動作
とは、必ずしも１回転する必要はなく、図３１（Ａ）及び図３１（Ｂ）に示すような動作
を繰り返すものも含まれる。
【０２８５】
　また、図３１（Ａ）及び図３１（Ｂ）に示すように、副画像表示装置５１が回転動作す
るときでも、副画像表示装置５１に表示された演出画像の遊技者にその表示角度を変えな
いように制御される。これにより、副画像表示装置５１を動作させた場合でも副画像表示
装置５１に表示された演出画像の視認性がよくなり、演出の興趣が向上する。
【０２８６】
　尚、図３１に示した予告演出の演出動作は、演出制御用ＣＰＵ１２０が、後述するＳ５
３１でセットされた予告パターンに対応する予告演出制御パターンに基づいて、サブ液晶
を制御することによって実行される。
【０２８７】
　Ｓ５２９の処理では、例えば図２８に示すような決定割合で、変動中予告演出の有無と
変動中予告パターンとが決定される。図２８に示す決定割合の設定例では、変動パターン
が「非リーチハズレ」、「リーチハズレ」、「大当り」、「小当り」のいずれに対応した
ものであるかに応じて、変動中予告演出の有無や変動中予告パターンの決定割合を異なら
せている。
【０２８８】
　具体的には、変動パターンが「リーチハズレ」である場合には、「非リーチハズレ」で
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ある場合よりも、変動中予告演出が実行される割合（「予告実行なし」以外に決定される
割合）が高くなっており、変動パターンが「大当り」である場合には、「非リーチハズレ
」、「リーチハズレ」、「小当り」である場合よりも、変動中予告演出が実行される割合
が高くなっている。このような設定により、変動中予告演出が実行されたことによって、
可変表示結果が「大当り」となることやリーチが実行されることを予告・示唆することが
できる。
【０２８９】
　また、予告パターンＹＰ３，ＹＰ４は、変動パターンが「非リーチハズレ」や「リーチ
ハズレ」である場合には選択されづらくなっているとともに、変動パターンが「大当り」
である場合には選択されやすくなっている。特に予告パターンＹＰ４は、変動パターンが
「非リーチハズレ」である場合には選択されない。このような設定により、変動中予告演
出の演出態様に応じて、可変表示結果が「大当り」となる可能性（大当り信頼度）やリー
チとなる可能性（リーチ信頼度）が異なるので、遊技者が予告演出の演出態様に注目する
ようになり、遊技の興趣が向上する。図２８に示す設定例では、予告パターンＹＰ４の変
動中予告演出が実行された場合には、可変表示結果が「小当り」となる場合を除き必ずリ
ーチとなるようになっている（リーチ信頼度が１００％）。尚、実行された場合に必ず「
大当り」や「小当り」となるような予告パターンを設けてもよい。また、変動パターンが
「リーチハズレ」や「大当り」である場合には、ノーマルリーチの変動パターンかスーパ
ーリーチの変動パターンであるかに応じて、予告パターンの決定割合を異ならせてもよい
。この場合、スーパーリーチの変動パターンである場合には決定される一方、ノーマルリ
ーチの変動パターンや、「非リーチハズレ」、「小当り」である場合には決定されない予
告パターンを設けてもよい。このようにすることで、特定の予告パターンとなった場合に
は、必ずスーパーリーチとなることを予告できる。
【０２９０】
　Ｓ５２９の処理を実行した後には、その他の可変表示中における演出の実行設定を行う
（Ｓ５３０）。一例として、Ｓ５３０の処理では、変動中予告演出とは異なる演出を実行
するための設定が行われてもよい。そのような演出としては、例えば可変表示の開始時や
実行中における所定のタイミングにて、スピーカ８Ｌ，８Ｒから所定の効果音（例えばア
ラーム音やチャイム音、サイレン音など）が出力されるような態様の演出や、遊技効果ラ
ンプ９などに含まれるフラッシュランプが光るような態様の演出のうち、一部または全部
を含む所定態様の演出を実行することにより、可変表示結果が「大当り」となることを直
ちに告知（確定的に報知）する一発告知態様の演出が実行されてもよい。あるいは、その
ような演出として、可変表示結果が「大当り」となることに対応した特別な演出画像（プ
レミアム画像）を表示する演出が実行されてもよい。
【０２９１】
　他の一例として、Ｓ５３０の処理では、可変表示結果が「大当り」となる可能性などに
はかかわらず、例えば賑やかしのために所定態様の演出を実行するための設定が行われて
もよい。より具体的には、遊技効果ランプ９に含まれる所定のランプが光るような態様の
演出や、ミニキャラとなる所定の演出画像を表示する演出といった、所定態様の演出を実
行できればよい。
【０２９２】
　その後、演出制御パターンを予め用意された複数パターンのいずれかに決定する（Ｓ５
３１）。このとき、演出制御用ＣＰＵ１２０は、例えば変動パターン指定コマンドにより
指定された変動パターンなどに対応して、複数用意された特図変動時演出制御パターンの
いずれかを選択し、使用パターンとしてセットする。また、Ｓ５２９における変動中予告
演出の予告パターンの決定結果に対応した予告演出制御パターンを選択し、使用パターン
としてセットする。
【０２９３】
　Ｓ５３１の処理を実行した後には、例えば変動パターン指定コマンドにより指定された
変動パターンに対応して、演出制御タイマ設定部１９２に設けられた演出制御プロセスタ
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イマの初期値を設定する（Ｓ５３２）。続いて、画像表示装置５における飾り図柄などの
変動を開始させるための設定を行う（Ｓ５３３）。このときには、例えばＳ５３１にて使
用パターンとして決定された特図変動時演出制御パターンに含まれる表示制御データが指
定する表示制御指令を表示制御部１２３のＶＤＰ等に対して伝送させることなどにより、
画像表示装置５の画面上に設けられた「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示エリア５
Ｌ，５Ｃ，５Ｒにて飾り図柄の変動を開始させればよい。
【０２９４】
　そして、プロセステーブルのプロセスデータ１におけるプロセスタイマをスタートさせ
る（Ｓ５３４）。
【０２９５】
　尚、プロセステーブルには、画像表示装置５（メイン液晶）及び副画像表示装置５１（
サブ液晶）の表示を制御するための表示制御実行データ、各ＬＥＤの点灯を制御するため
のランプ制御実行データ、スピーカ８Ｌ，８Ｒから出力する音の制御するための音制御実
行データや、スティックコントローラ３１Ａの操作を制御するための操作部制御実行デー
タ等が、各プロセスデータｎ（１～Ｎ番まで）に対応付けて時系列に順番配列されている
。
【０２９６】
　次いで、演出制御用ＣＰＵ１２０は、プロセスデータ１の内容（表示制御実行データ１
、ランプ制御実行データ１、音制御実行データ１、操作部制御実行データ１）に従って演
出装置（演出用部品としての画像表示装置５及び副画像表示装置５１、演出用部品として
の各種ランプおよび演出用部品としてのスピーカ８Ｌ，８Ｒ、操作部（スティックコント
ローラ３１Ａ等））の制御を実行する（Ｓ５３５）。例えば、画像表示装置５において変
動パターンに応じた画像を表示させるために、表示制御部１２３に指令を出力する。また
、各種ランプを点灯／消灯制御を行わせるために、ランプ制御基板１４に対して制御信号
（ランプ制御実行データ）を出力する。また、スピーカ８Ｌ，８Ｒからの音声出力を行わ
せるために、音声制御基板１３に対して制御信号（音番号データ）を出力する。
【０２９７】
　尚、この実施例では、演出制御用ＣＰＵ１２０は、変動パターン指定コマンドに１対１
に対応する変動パターンによる飾り図柄の変動表示が行われるように制御するが、演出制
御用ＣＰＵ１２０は、変動パターン指定コマンドに対応する複数種類の変動パターンから
、使用する変動パターンを選択するようにしてもよい。
【０２９８】
　そして、サブ側変動時間タイマに、変動パターン指定コマンドで特定される変動時間に
相当する値を設定する（Ｓ５３６）。演出制御用ＣＰＵ１２０は、所定時間が経過する毎
に左中右の飾り図柄の表示状態を示す画像データをＶＲＡＭに書き込み、表示制御部１２
３がＶＲＡＭに書き込まれた画像データに応じた信号を画像表示装置５及び副画像表示装
置５１に出力し、画像表示装置５及び副画像表示装置５１が信号に応じた画像を表示する
ことによって飾り図柄の変動が実現される。
【０２９９】
　その後、演出プロセスフラグの値を可変表示中演出処理に対応した値である“２”に更
新してから（Ｓ５３７）、可変表示開始設定処理を終了する。
【０３００】
　図２９は、可変表示中演出処理として、図２３のＳ１７２にて実行される処理の一例を
示すフローチャートである。図２９に示す可変表示中演出処理において、演出制御用ＣＰ
Ｕ１２０は、まず、プロセスタイマ、サブ側変動時間タイマのそれぞれの値を－１する（
Ｓ１８４１，Ｓ１８４２ａ）。
【０３０１】
　次いで、Ｓ１８４２ｂにおいて演出制御用ＣＰＵ１２０は、サブ側変動時間タイマがタ
イマアウトしたか否かを判定する。ここで、サブ側変動時間タイマがタイマアウトした場
合は、Ｓ１８５９に進む。一方、サブ側変動時間タイマがタイマアウトしていない場合は
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、Ｓ１８４２ｃに進む。
【０３０２】
　Ｓ１８４２ｃにおいて演出制御用ＣＰＵ１２０は、図柄確定コマンド受信フラグがセッ
トされているか否かを判定する。ここで、図柄確定コマンド受信フラグがセットされてい
ない場合は、Ｓ１８４３に進む。一方、図柄確定コマンド受信フラグがセットされている
場合は、Ｓ１８５９に進む。
【０３０３】
　Ｓ１８４３において演出制御用ＣＰＵ１２０は、短縮準備指定受信フラグがセットされ
ているか否かを判定する。ここで、短縮準備指定受信フラグがセットされていない場合は
、Ｓ１８４６に進む。一方、短縮準備指定受信フラグがセットされている場合は、短縮準
備指定受信フラグをリセットし（Ｓ１８４４）、副画像表示装置５１（サブ液晶）を用い
て短縮操作可能表示（図３３（Ｃ）参照）を開始し（Ｓ１８４５）、Ｓ１８４６に進む。
【０３０４】
　Ｓ１８４６において演出制御用ＣＰＵ１２０は、操作検知指定受信フラグがセットされ
ているか否か、つまり操作ボタン５０の操作検知による変動時間の短縮指示が主基板３１
から送信されたか否かを判定する。ここで、操作検知指定受信フラグがセットされていな
い場合は、Ｓ１８５４に進む。一方、操作検知指定受信フラグがセットされている場合は
、Ｓ１８４７に進む。
【０３０５】
　Ｓ１８４７において演出制御用ＣＰＵ１２０は、操作検知指定受信フラグをリセットす
る。次いで、短縮操作可能表示を終了し（Ｓ１８４８）、変動時間を変動パターンに応じ
た短縮変動時間に変更する（Ｓ１８４９）。具体的には、変動時間が短縮可能なリーチ変
動パターンとしては、図１０に示すように、変動時間が異なる複数種類（ノーマルリーチ
、擬似連１ノーマルリーチ、スーパーリーチ、擬似連２スーパーリーチ、擬似連３スーパ
ーリーチ）が存在するので、これら各リーチ変動パターンのそれぞれで短縮禁止期間が異
なるため、これら各リーチ変動パターンの短縮禁止期間に該当する短縮変動時間に変動時
間を変更する。
【０３０６】
　そして、プロセスタイマを短縮禁止期間の開始タイミングのプロセスタイマ値に更新す
る（Ｓ１８５０）。具体的には、短縮禁止期間の開始タイミングは、操作ボタン５０の操
作が有効となる短縮可能期間よりも後のタイミングであるので、プロセスタイマのタイマ
値を短縮禁止期間の開始タイミングのプロセスタイマ値に更新することは、プロセスタイ
マを短縮禁止期間の開始タイミングに進めることになる。よって、操作ボタン５０の操作
があった時点から短縮禁止期間の開始タイミングまでの演出図柄の変動表示と該変動表示
に伴う各種演出とがカットされて、変動時間が短縮される。
【０３０７】
　そして、更新後のプロセスタイマを再スタートし（Ｓ１８５１）、再スタートしたプロ
セスタイマに対応するプロセスデータの内容である表示制御実行データ、ランプ制御実行
データ、音制御実行データ、操作部制御データ等に従って、演出装置（演出用部品）に対
する制御状態を変更し（Ｓ１８５２）、Ｓ１８５３に進む。このようにすることで、演出
表示装置９等の演出装置の制御状態としては、短縮禁止期間の開始タイミングの制御状態
である、「左」、「右」の演出図柄が減速して停止表示される直前の制御状態に制御され
ることになる。
【０３０８】
　Ｓ１８５３において演出制御用ＣＰＵ１２０は、短縮により実行されなかった短縮期間
の演出を特定し、特定した演出の報知表示（図３４（Ｅ）参照）を開始し、当該可変表示
中演出処理を終了する。具体的に、これら実行されなかった演出は、実行中のプロセステ
ーブルが対応する変動パターンの種類が擬似連１ノーマルリーチ、擬似連２スーパーリー
チ、擬似連３スーパーリーチであれば、実行されなかった演出として「擬似連」が特定さ
れ、実行中のプロセステーブルが対応する変動パターンの種類がノーマルリーチやスーパ
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ーリーチであれば、実行されなかった演出として「なし」が特定される。このように、本
実施の形態では、実行されなかった演出として「擬似連」を特定するようにしているが、
本発明はこれに限定されるものではなく、これら「擬似連」以外に、例えば、「滑り」の
変動パターンが設定され、実行中のプロセステーブルが対応する変動パターンの種類が「
滑り」の変動パターンである場合には、実行されなかった演出として「滑り」を特定する
ようにしても良いし、前述したように、予告演出決定処理を実行して、リーチ前演出期間
において予告演出を実行する場合には、該予告演出決定処理にて決定されることで記憶さ
れている予告演出の種別、例えば、キャラクタ予告が記憶されていれば実行されなかった
演出としてキャラクタ予告を特定し、例えば、セリフ予告が記憶されていれば実行されな
かった演出としてセリフ予告を特定すれば良い。尚、本実施の形態では、これら実行され
なかった演出の対象として示唆演出を含めていないが、本発明はこれに限定されるもので
はなく、示唆演出を含めるようにしても良い。
【０３０９】
　尚、副画像表示装置５１（サブ液晶）の表示領域に表示される報知表示は、短縮により
実行されなかった演出であるキャラクタ予告や予告演出等を縮小、等倍、或いは拡大して
表示するものであっても良い。更に、短縮により実行されなかった演出が、例えば、上記
したキャラクタ予告であれば、これらキャラクタの種類や名称を含むメッセージ（文字情
報）を、図３６（Ｅ）に示す報知表示に代えて表示するようにしても良い。つまり、これ
ら報知表示としては、短縮により実行されなかった演出を、遊技者が想起可能なものであ
れば、どのような態様のものであっても良い。
【０３１０】
　尚、本実施の形態では、サブ側変動時間タイマがタイムアウトしていなくても図柄確定
指定コマンドを受信したら変動を停止させる制御に移行するので、例えば、基板間でのノ
イズ等に起因して長い変動時間を示す変動パターンコマンドを受信したような場合でも、
正規の変動時間経過時（特別図柄の変動終了時）に、演出図柄の変動を終了させることが
できる。
【０３１１】
　前述したＳ１８４６にて操作検知指定受信フラグがセットされていない場合に進むＳ１
８５４において、演出制御用ＣＰＵ１２０は、プロセスタイマがタイマアウトしたか否か
確認する。ここで、プロセスタイマがタイマアウトしていない場合は、当該可変表示中演
出処理を終了する。一方、プロセスタイマがタイマアウトしている場合は、プロセスデー
タの切り替え、即ちプロセステーブルにおける次に設定されているプロセスタイマ設定値
をプロセスタイマに設定することによってプロセスタイマをあらためてスタートさせる（
Ｓ１８５５）。また、その次に設定されている表示制御実行データ、ランプ制御実行デー
タ、音制御実行データ、操作部制御データ等にもとづいて演出装置（演出用部品）に対す
る制御状態を変更し（Ｓ１８５６）、当該可変表示中演出処理を終了する。
【０３１２】
　前述したＳ１８４２ｂにてサブ側変動時間タイマがタイマアウトした場合、または前述
したＳ１８４２ｃにて図柄確定コマンド受信フラグがセットされている場合に進むＳ１８
５９において、演出制御用ＣＰＵ１２０は、変動時間が短縮されたことにより実行できな
かった演出の報知表示を終了する。そして、飾り図柄の最終停止図柄の導出表示の制御を
行って、画像表示装置５（メイン液晶）に最終停止図柄の導出表示を行い（Ｓ１８６０）
、当り開始指定コマンド受信待ち時間を設定する（Ｓ１８６１）。
【０３１３】
　その後、演出プロセスフラグの値を特図当り待ち処理に対応した値である“３”に更新
してから（Ｓ１８６２）、可変表示中演出処理を終了する。
【０３１４】
　このような処理が行われることで画像表示装置５（メイン液晶）及び副画像表示装置５
１（サブ液晶）に表示される演出態様の一例を図３２～図３４を参照して説明する。図３
２（Ａ）に示すように、画像表示装置５（メイン液晶）にて飾り図柄の変動表示（可変表
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示）がなされる。また、変動表示中に始動入賞があると、副画像表示装置５１（サブ液晶
）の始動入賞記憶表示エリア５Ｈにおいて増加する（図３２（Ｂ）参照）。そして、飾り
図柄が停止後、保留記憶が１個消化されて次の変動が開始される。
【０３１５】
　図３３（Ｃ）に示すように、開始された変動表示の変動時間が短縮可能になっている変
動パターンである場合には、副画像表示装置５１（サブ液晶）が画像表示装置５（メイン
液晶）の一部に重なる位置まで上昇する。そして、短縮可能期間が開始されると（図２０
参照）、副画像表示装置５１（サブ液晶）にて、遊技者が操作ボタン５０を操作すること
で変動時間が短縮可能になっている旨を示唆する短縮操作可能表示が行われる。ここで、
遊技者が操作ボタン５０を操作すると、左図柄と右図柄が停止し、飾り図柄がリーチ状態
となる（図３３（Ｄ）参照）。
【０３１６】
　図３４（Ｅ）に示すように、画像表示装置５（メイン液晶）にて所定のキャラクタが登
場するリーチ演出が表示されるとともに、遊技者の操作により変動時間が短縮されたため
、表示されなかったリーチ前演出（図２０参照）の演出画像が副画像表示装置５１（サブ
液晶）に表示される。例えば、このリーチ前演出が予告演出や擬似連の演出である場合に
は、副画像表示装置５１に表示されるため、遊技者は変動時間を短縮した場合であっても
、その演出内容を把握することができる。そして、リーチ演出が終了すると、中図柄が停
止して変動表示が終了する（図３４（Ｆ）参照）。
【０３１７】
　本実施例では、副画像表示装置５１（サブ液晶）が画像表示装置５（メイン液晶）の一
部に重なる位置まで上昇し、この副画像表示装置５１にて短縮操作可能表示が行われるが
、この状態で、遊技者が操作ボタン５０の操作を行わなかった場合に、リーチ演出状態に
移行すると、副画像表示装置５１が画像表示装置５と重畳する位置まで上昇する（例えば
、図３１参照）。そして、主に副画像表示装置５１にてリーチ演出が表示される。つまり
本実施例では、遊技者が操作ボタン５０の操作を行った場合に、副画像表示装置５１の上
昇動作を中止して動作させないようにするとともに、画像表示装置５と副画像表示装置５
１との双方の表示装置を用いて、一方にリーチ演出を表示するとともに他方にリーチ前演
出を表示するようになっている。
【０３１８】
　尚、本実施例では、遊技者が操作ボタン５０の操作を行った場合に、副画像表示装置５
１にてリーチ前演出が表示されるようになっているが、本発明はこれに限定されるもので
はなく、遊技者が操作ボタン５０の操作を行った場合に、副画像表示装置５１を降下させ
て元の位置（図３２（Ｂ）参照）に戻して、副画像表示装置５１にてリーチ前演出を表示
させないようにしても良い。
【０３１９】
　また、本実施例では、始動入賞があったときに当該始動入賞により生じた保留記憶表示
を特殊態様に変化させることで先読み予告演出を実行するようになっているが、本発明は
これに限定されるものではなく、飾り図柄の変動表示中に保留記憶表示を特殊態様に変化
させることで先読み予告演出を実行しても良い。変形例において、飾り図柄の変動表示中
に保留記憶表示を特殊態様に変化させるとき、例えば、短縮が可能なリーチ前演出の実行
タイミングで保留記憶表示の表示態様が変化するときには、遊技者の操作によりリーチ前
演出が短縮され、保留記憶表示の表示態様が変化するタイミングが無くなってしまうが、
この場合には、遊技者の操作によりリーチ前演出が短縮されたときに、保留記憶表示の表
示態様が変化するようにしても良い。このようにすれば、保留記憶表示が変化するタイミ
ングが短縮によって無くなっても、短縮に応じて保留記憶表示が変化するので、保留記憶
表示が変化しないことによって遊技興趣が低下してしまうことを防ぐことができる。尚、
短縮可能期間において操作ボタン５０が操作されないことで短縮が実行されなかった場合
には、先読み予告演出の決定時において決定された変化タイミングにおいて保留表示を、
特殊態様に変化させるようにしても良い。また、遊技者の操作により変動時間が短縮され
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ない通常時においては、保留記憶表示の表示態様が変化しないようにし、遊技者の操作に
より変動時間が短縮されたときのみ、保留記憶表示の表示態様が変化するものでも良い。
【０３２０】
　また、上記したように、短縮が実行されたときに、既に特殊態様に変化させることが決
定している保留記憶を特殊態様に変化させるのではなく、例えば、短縮が実行されたとき
に記憶されている保留記憶について先読み予告演出の対象とされた保留記憶が存在しない
場合には、その時点において記憶されている各保留記憶についての入賞時判定結果を、入
賞時判定結果記憶バッファを読み込んで特定し、該特定した各保留記憶の入賞時判定結果
に基づいて先読み予告演出を実行、非実行を再決定するようにしても良く、このように操
作ボタン５０を操作して短縮を行うことにより先読み予告演出が再決定されて実行される
ようにすることで、変動表示を短縮するための操作ボタン５０の操作を促進するようにし
ても良い。
【０３２１】
　また、短縮可能期間において操作ボタン５０が操作されなかった場合であっても、保留
記憶の表示態様を特殊態様に変化させる形態を例示したが、本発明はこれに限定されるも
のではなく、これら短縮可能期間において操作ボタン５０が操作されなかった場合には、
該変動表示において変化する予定であった保留記憶の表示態様を特殊態様に変化させない
ようにしても良い（先読み予告演出の実行中止）。
【０３２２】
　この発明は、上記実施の形態に限定されず、様々な変形及び応用が可能である。
【０３２３】
　例えば、メイン液晶でサブ液晶における演出とは独立して所定の演出を実行するように
してもよい。この場合においても、メイン液晶で所定の演出が実行される前に、その演出
内容を示唆する示唆演出がサブ液晶において実行されることがあるようにしてもよい。こ
の場合も、サブ液晶において表示された演出画像がメイン液晶に移動する演出や、演出画
像が表示されたサブ液晶がメイン液晶の前面に移動する演出が実行されるようにしてもよ
い。そして、いずれの演出が実行されるかに応じて大当り信頼度やリーチ信頼度が異なる
ようにしてもよい。
【０３２４】
　上記実施の形態では、副画像表示装置５１（サブ液晶）において、画像表示装置５（メ
イン液晶）に表示される画像と関連した画像として、予告演出（先読み予告演出、変動中
予告演出）の演出画像が表示されるようになっていたが、これ以外にも画像表示装置５に
表示される画像と関連した画像が表示されるようにしてもよい。例えば、画像表示装置５
に表示される画像（演出画像や飾り図柄）と同様の画像を副画像表示装置５１に表示する
ようにしてもよい。また、画像表示装置５に表示される画像と対応する画像を、縮小ある
いは簡略化等して表示するようにしてもよい。例えば、見た目は異なる画像であっても、
同じ変動に対する表示であってもよいし、変動に関連していなくても同じような見た目の
表示をするようにしてもよい。
【０３２５】
　また、画像表示装置５と副画像表示装置５１とを用いて１つの演出画像（キャラクタ画
像や文字等）を構成するように表示してもよい。
【０３２６】
　また、副画像表示装置５１において予告演出以外の演出（例えば画像表示装置５におけ
る演出の補助的な表示等）を実行するようにしてもよい。例えば、副画像表示装置５１に
おいて、予め定められた特定演出を実行し、画像表示装置５において、特定演出の演出内
容に対応した特別演出を実行するようにしてもよい。例えば、副画像表示装置５１におい
て演出結果として成功と失敗とがある特定演出を実行し、その特定演出が成功となったと
きに、画像表示装置５において「滑り」や「擬似連」の可変表示演出が実行されたり、ス
ーパーリーチとなるようにしてもよい。この場合は、演出制御基板１２において、変動パ
ターン（可変表示演出を伴うか否かやスーパーリーチとなるか否か）に基づいて特定演出
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を実行するか否かやその演出結果を決定するようにすればよい。このようすることで、副
画像表示装置５１における演出内容に応じて、画像表示装置５における演出内容も変化す
るので、副画像表示装置５１における演出に遊技者がより注目するようになる。
【０３２７】
　また、遊技者のミッションを提示して、そのミッションが達成できた場合には遊技者に
とって有利となるような演出（ミッション演出）を実行する場合において、画像表示装置
５において遊技者にミッションを提示した後に、そのミッションの内容を副画像表示装置
５１に継続的に表示しておくようにしてもよい。このようにすることで、遊技者がミッシ
ョンの内容を把握しやすくなる。
【０３２８】
　また、副画像表示装置５１において画像表示装置５における演出の説明を表示するよう
にしてもよい。例えば、画像表示装置５において実行されているリーチ演出や予告演出の
信頼度や擬似連変動の回数を副画像表示装置５１に表示するようにしてもよい。
【０３２９】
　また、副画像表示装置５１において低ベース状態における普通図柄表示器２０の表示結
果を予告示唆するような演出（例えばルーレットの演出など）を実行してもよい。また、
副画像表示装置５１において低ベース状態において普図当りとなって開放した第２始動入
賞口に遊技球が入賞した場合に、当該入賞に基づく可変表示に対応した演出を実行するよ
うにしてもよい。例えば、低ベース状態において、第２始動入賞口に複数の遊技球が入賞
した場合、第２特図を用いた特図ゲームは、第１特図を用いた特図ゲームよりも優先して
実行が開始されるので、第２特図を用いた特図ゲームに対応した可変表示が複数回連続し
て実行されることになる。この場合、第２特図に対応した保留が消化されるまで、特別な
演出モードに移行するようにして、その特別な演出モードに対応した演出を副画像表示装
置５１において実行するようにしてもよい。
【０３３０】
　また、スティックコントローラ３１Ａや操作ボタン５０を操作させる演出を実行する場
合に、副画像表示装置５１において操作を促す演出を実行するようにしてもよい。
【０３３１】
　また、上記実施の形態では、予告演出（変動中予告演出）が実行されるとき副画像表示
装置５１が動作するようになっているが、画像表示装置５において飾り図柄の可変表示や
各種の演出が実行されているときに、動作（物理的な動作及び画像表示の演出動作を含む
）するようにしてもよい（動作タイミングは任意であってよい）。例えば、画像表示装置
５において可変表示が実行されているときに、リーチ演出が実行される前に、リーチとな
ることや大当りとなることの予告演出を副画像表示装置５１により実行するようにしても
よいし、リーチ演出が実行されてから大当りとなることや信頼度が高いことを予告する予
告演出を副画像表示装置５１により実行するようにしてもよい。また、画像表示装置５に
飾り図柄が停止したときに、確変昇格演出（再抽選演出）を副画像表示装置５１により実
行するようにしてもよい。また、大当り中にラウンド数が昇格する演出や確変大当りに昇
格する大当り中昇格演出、エンディング昇格演出を副画像表示装置５１により実行するよ
うにしてもよい。また、確変状態であることを報知しない潜伏確変状態を設けた場合、潜
伏確変状態において確変状態であることを報知する演出を副画像表示装置５１により実行
するようにしてもよい。さらに、先読み予告演出を実行するときに、副画像表示装置５１
を動作させるようにしてもよい。
【０３３２】
　以上説明したように、副画像表示装置５１を設けることで、副画像表示装置５１におい
て多彩な演出を実行できる。また、画像表示装置５おける可変表示と切り離して演出が実
行できるので、よりわかりやすい演出が実行できるようになる。
【０３３３】
　また、本実施例によれば、遊技制御用マイクロコンピュータ１００が図１９の特別図柄
変動処理のＳ９１２においてリーチ変動パターンであるか否かを判定することで、短縮対
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象となる変動パターンとなることが予告されるようになるので、遊技興趣を向上させるこ
とができる。
【０３３４】
　また、本実施例によれば、演出制御用ＣＰＵ１２０が図２９の可変表示中演出処理のＳ
１８５３において短縮により実行されなかった演出の報知表示を開始することで、短縮に
よって実行されなかったリーチ前演出に応じた報知演出が実行されることで該実行されな
かったリーチ前演出を遊技者が認識できるようになるので、遊技興趣を向上させることが
できる。
【０３３５】
　また、本実施例によれば、リーチ前演出の画像を副画像表示装置５１に表示させること
で、リーチ前演出の画像が画像表示装置５に表示される画像の邪魔になってしまうことを
防ぐことができる。
【０３３６】
　また、本実施例によれば、変形例において、遊技者の操作によりリーチ前演出が短縮さ
れたときに、保留記憶表示の表示態様が変化することで、変動時間が短縮されたときに保
留表示が変化するので、遊技興趣を向上させることができる。
【０３３７】
　また、本実施例によれば、演出制御用ＣＰＵ１２０が図２９の可変表示中演出処理のＳ
１８４５において短縮操作可能表示を開始することで、図３３（Ｃ）に示す短縮操作可能
表示の画像が画像表示装置５に表示される画像の邪魔になってしまうことを防ぐことがで
きる。
【０３３８】
　次に、画像表示装置５（メイン液晶）と副画像表示装置５１（サブ液晶）、及び、これ
らに表示される画像データが格納されるフレームバッファ領域について詳述する。
【０３３９】
　画像表示装置５（メイン液晶）と副画像表示装置５１（サブ液晶）は、例えば、液晶パ
ネルとバックライトとを有する液晶表示モジュールにて形成されており、該液晶表示モジ
ュールの液晶パネルにより表示部（表示領域）が形成されている。尚、ここでは各表示装
置が液晶表示モジュールを使用した場合について説明するが、本発明はこれに限定される
ものではなく、画像表示装置５及び副画像表示装置５１は、飾り図柄の画像等を所定の解
像度で表示することのできるものであれば、液晶以外の画像表示形態の表示装置、例えば
、ＣＲＴ（CathodeRayTube）、ＦＥＤ（FieldEmissionDisplay）、ＰＤＰ（PlasmaDispla
yPanel）、ドットマトリクスＬＥＤ、有機或いは無機のエレクトロルミネッセンス（ＥＬ
）パネル等の表示装置により構成されてもよい。
【０３４０】
　また、メイン液晶とサブ液晶とは異なる表示面積と表示画素密度とを有している。ここ
では、図３５に示すように、メイン液晶の総画素数は、横８００ピクセル、縦６００ピク
セルとなっているとともに、サブ液晶の総画素数は、横４００ピクセル、縦３００ピクセ
ルとなっているものとする。また、メイン液晶に１０インチの液晶パネルが用いられてい
るとともに、サブ液晶に５インチの液晶パネルが用いられている。つまり、サブ液晶がメ
イン液晶よりも表示画素密度が高い（画素サイズの小さい）表示装置となっている。
【０３４１】
　表示制御部１２３に設けられるＶＲＡＭは、ＣＧＲＯＭから読み出された画像データを
一時記憶して展開するためのフレームバッファ領域として機能する。図３５に示すように
、フレームバッファ領域には、メイン液晶に表示される第１画像データ（第１連携画像）
が描画される第１描画領域（第１画像バッファ領域）と、サブ液晶に表示される第２画像
データ（第２連携画像）を描画される第２描画領域（第２画像バッファ領域）、及びサブ
液晶に表示される第２画像データ（第２連携画像）が描画される第３描画領域（第２画像
バッファ領域）が割り当てられている。そして、第１描画領域には、Ｘ軸方向（横方向）
に８００ピクセル、Ｙ軸方向（縦方向）に６００ピクセルが割り当てられ、第２描画領域
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には、Ｘ軸方向（横方向）に４００ピクセル、Ｙ軸方向（縦方向）に３００ピクセルが割
り当てられ、第３描画領域には、Ｘ軸方向（横方向）に６４０ピクセル、Ｙ軸方向（縦方
向）に４８０ピクセルが割り当てられる。
【０３４２】
　尚、メイン液晶に表示される第１画像データを読み出す第１描画領域とサブ液晶に表示
される第２画像データを読み出す第２描画領域とは、対応するメイン液晶とサブ液晶の表
示面積の比率のみに対応した領域として設定されて、共通の画像データを描画可能とされ
ている。
【０３４３】
　この例では、第１描画領域の総画素数は、メイン液晶の総画素数と同一となっている。
また、第２描画領域の総画素数は、サブ液晶の総画素数よりも小さくなっている。また、
第３描画領域の総画素数は、サブ液晶の総画素数と同一となっている。そして、サブ液晶
に表示される第２画像データを描画するときには、第２描画領域または第３描画領域のい
ずれかを用いるようになっている。
【０３４４】
　尚、表示制御部１２３（特にＶＤＰ）が、第１描画領域を用いてメイン液晶に表示され
る第１画像データを描画するとともに、第２描画領域を用いてサブ液晶に表示される第２
画像データを描画するときには、フレームバッファ領域における第１描画領域及び第２描
画領域のそれぞれに、同一の解像度となっているスプライト画像を描画する。
【０３４５】
　そして、第１描画領域にて描画された第１画像データは、等倍の総画素数でメイン液晶
に表示される。また、第２描画領域にて描画された第２画像データは、総画素数をサブ液
晶の総画素数に拡大してサブ液晶に表示をする。尚、この例では、第２描画領域にて描画
された第２画像データが、横４００ピクセル、縦３００ピクセルとなっており、この第２
画像データを１６０％拡大（スケールアップ）して横６４０ピクセル、縦４８０ピクセル
の画像データとしてサブ液晶に表示している。
【０３４６】
　尚、第２画像データを１６０％拡大（スケールアップ）する際には、例えば、５ピクセ
ルの画像データを８分割し、分割された１つ画像データを１ピクセルとして８ピクセルの
画像データに変換したり、隣接するピクセル同士の間に、該ピクセル同士を平均した新た
なピクセルを生成して、第２画像データの総画素数を拡大したりする方法が用いられる。
更に尚、従来公知の画像コンバート処理により第２画像データを拡大してもよい。
【０３４７】
　このようにメイン液晶とサブ液晶のうち、表示画素密度が高いサブ液晶に対応する第２
描画領域の第２画像データを、表示画素密度が低いメイン液晶の表示画素密度と同一の画
素密度の画像データとして描画し、この第２描画領域に描画された低い画素密度の第２画
像データを拡大して読み出して表示画素密度が高いサブ液晶に表示することで、フレーム
バッファ領域において描画される画像データの画素密度を同一にできるので、描画処理を
効率的に行えるとともに、データ量が大きい高い画素密度の画像データを記憶しておく必
要がないので、描画する画像データのデータ量を低減することができる。
【０３４８】
　また、この例では、メイン液晶とサブ液晶とで異なる解像度の液晶パネルを用いても、
描画処理を効率的に行うことができるので、メイン液晶とサブ液晶とに用いる液晶パネル
を、それぞれ異なるメーカーから調達できるようになるため、スマートフォン（携帯電話
）などの普及により低コストで安価に流通している小型で高解像度の液晶パネルをサブ液
晶として用いることができ、パチンコ遊技機１の製造コストを低減できるようになる。
【０３４９】
　尚、第２画像データを等倍で表示したい場合には、第３描画領域を用いて第２画像デー
タを描画する。第３描画領域の総画素数は、サブ液晶の総画素数と同一となっており、第
３描画領域にて描画された第２画像データは、等倍の総画素数でサブ液晶に表示される。
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【０３５０】
　このようにすることで、低い画素密度の第２画像データを拡大して表示画素密度が高い
サブ液晶に表示している場合においても、該表示画素密度が高いサブ液晶に高い画素密度
の画像を切り替えて表示でき、パチンコ遊技機１の演出効果を高めることができる。
【０３５１】
　尚、この例では、表示画素密度が高いサブ液晶に対応する第２描画領域の第２画像デー
タを、表示画素密度が低いメイン液晶の表示画素密度と同一の画素密度の画像データとし
て描画し、この第２描画領域に描画された低い画素密度の第２画像データを拡大して読み
出して表示画素密度が高いサブ液晶に表示するようにしているが、本発明はこれに限るこ
となく、サブ液晶がメイン液晶よりも表示画素密度が低い（画素サイズの大きい）表示装
置として構成し、この表示画素密度が低いサブ液晶に対応する第２描画領域の第２画像デ
ータを、表示画素密度が高いメイン液晶の表示画素密度と同一の画素密度の画像データと
して描画し、この第２描画領域に描画された高い画素密度の第２画像データを縮小して読
み出して表示画素密度が低いサブ液晶に表示するようにしてもよい。
【０３５２】
　例えば、図３６のように、メイン液晶に表示される第１画像データを読み出す第１描画
領域とサブ液晶に表示される第２画像データを読み出す第２描画領域とは、対応するメイ
ン液晶とサブ液晶の表示面積の比率のみに対応した領域として設定されて、共通の画像デ
ータを描画可能とし、かつ第１描画領域の総画素数は、メイン液晶の総画素数と同一とし
、第２描画領域の総画素数は、サブ液晶の総画素数よりも大きくする。
【０３５３】
　この例では、メイン液晶の総画素数は、横８００ピクセル、縦６００ピクセルとなって
いるとともに、サブ液晶の総画素数は、横３２０ピクセル、縦２４０ピクセルとなってい
る（図３６参照）。尚、メイン液晶に１０インチの液晶パネルが用いられているとともに
、サブ液晶に５インチの液晶パネルが用いられている。つまり、サブ液晶がメイン液晶よ
りも表示画素密度が低い（画素サイズの大きい）表示装置となっている。
【０３５４】
　図３６に示すように、フレームバッファ領域には、メイン液晶に表示される第１画像デ
ータ（第１連携画像）が描画される第１描画領域（第１画像バッファ領域）と、サブ液晶
に表示される第２画像データ（第２連携画像）を描画される第２描画領域（第２画像バッ
ファ領域）、及びサブ液晶に表示される第２画像データ（第２連携画像）が描画される第
３描画領域（第２画像バッファ領域）が割り当てられている。そして、第１描画領域には
、Ｘ軸方向（横方向）に８００ピクセル、Ｙ軸方向（縦方向）に６００ピクセルが割り当
てられ、第２描画領域には、Ｘ軸方向（横方向）に４００ピクセル、Ｙ軸方向（縦方向）
に３００ピクセルが割り当てられ、第３描画領域には、Ｘ軸方向（横方向）に３２０ピク
セル、Ｙ軸方向（縦方向）に２４０ピクセルが割り当てられる。
【０３５５】
　この例では、第１描画領域の総画素数は、メイン液晶の総画素数と同一となっている。
また、第２描画領域の総画素数は、サブ液晶の総画素数よりも大きくなっている。また、
第３描画領域の総画素数は、サブ液晶の総画素数と同一となっている。そして、サブ液晶
に表示される第２画像データを描画するときには、第２描画領域または第３描画領域のい
ずれかを用いるようになっている。
【０３５６】
　尚、表示制御部１２３（特にＶＤＰ）が、第１描画領域を用いてメイン液晶に表示され
る第１画像データを描画するとともに、第２描画領域を用いてサブ液晶に表示される第２
画像データを描画するときには、フレームバッファ領域における第１描画領域及び第２描
画領域のそれぞれに、同一の解像度となっているスプライト画像を描画する。
【０３５７】
　そして、第１描画領域にて描画された第１画像データは、等倍の総画素数でメイン液晶
に表示される。また、第２描画領域にて描画された第２画像データは、総画素数をサブ液
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晶の総画素数に縮小してサブ液晶に表示をする。尚、この例では、第２描画領域にて描画
された第２画像データが、横４００ピクセル、縦３００ピクセルとなっており、この第２
画像データを８０％縮小（スケールダウン）して横３２０ピクセル、縦２４０ピクセルの
画像データとしてサブ液晶に表示している。
【０３５８】
　尚、第２画像データを８０％縮小（スケールダウン）する際には、例えば、５ピクセル
の画像データを４分割し、分割された１つ画像データを１ピクセルとして４ピクセルの画
像データに変換したり、いくつかのピクセルを間引きしたりする方法が用いられる。更に
尚、従来公知の画像コンバート処理により第２画像データを縮小してもよい。
【０３５９】
　このようにすることで、フレームバッファ領域において描画される各画像データの画素
密度を同一にできるので、描画処理を効率的に行えるとともに、表示画素密度が低いサブ
液晶には、高い画素密度の画像データとして描画された画像が縮小して表示されるので、
精密な画像表示を行うことができ、パチンコ遊技機１の演出効果を高めることができる。
【０３６０】
　尚、第２画像データを等倍で表示したい場合には、第３描画領域を用いて第２画像デー
タを描画する。第３描画領域の総画素数は、サブ液晶の総画素数と同一となっており、第
３描画領域にて描画された第２画像データは、等倍の総画素数でサブ液晶に表示される。
【０３６１】
　このようにすることで、高い画素密度の第２画像データを縮小して表示画素密度が低い
サブ液晶に表示している場合においても、該表示画素密度が低いサブ液晶に低い画素密度
の画像を切り替えて表示でき、フレームバッファ領域に必要とされるメモリ容量を低減す
ることができる。
【０３６２】
　以上の例によれば、第１描画領域と第２描画領域では、表示画素密度が擬似的に同一と
されているので、共通の画像データを描画するときに、画像を拡大や縮小して描画する必
要がないので、制御が複雑化してしまうことを防止できるとともに、各描画領域に描画さ
れた画像データが、各描画領域に対応するメイン液晶またはサブ液晶の表示画素密度に応
じた倍率にて拡大または縮小されて読み出されるため、メイン液晶とサブ液晶として表示
画素密度が同一のものを使用する必要がないので、表示画素密度が異なる安価な表示装置
を使用できるので、コストを削減することができる。
【０３６３】
　また、メイン液晶及びサブ液晶は、それぞれ個別の画像データを表示できるとともに、
それぞれに表示される画像中のキャラクタ等が連携する連携画像データを表示できる。例
えば、サブ液晶がメイン液晶と重畳位置にあるときに、図３７に示すような連携画像デー
タをメイン液晶、及び、サブ液晶に表示すことができる。
【０３６４】
　前述した通り、サブ液晶は、モータなどの駆動手段を駆動させることで、サブ液晶がメ
イン液晶と重ならない非重畳位置と、サブ液晶がメイン液晶と重なる重畳位置と、の間で
動作可能になっている。さらに、本実施の形態の駆動手段に含まれる移動用モータは、ス
テッピングモータとなっており、パルス電力に同期して動作して正確に回転の制御ができ
るようになっている。そして、移動用モータを制御する演出制御用ＣＰＵ１２０は、移動
用モータに送ったパルス電力に基づいて、移動用モータの回転数及びこの回転数に応じた
サブ液晶の移動距離を把握できるようになっている。
【０３６５】
　そして、図３７に示すように、演出制御用ＣＰＵ１２０は、把握したサブ液晶の移動距
離に応じた位置（フレームバッファ領域における座標）に、フレームバッファ領域に、第
１描画領域及び第２描画領域を単一の領域として連携画像データを描画する。そして、第
１描画領域に描画された連携画像データ（第１連携画像データ）をメイン液晶に表示させ
るとともに、第２描画領域に描画された連携画像データ（第２連携画像データ）をサブ液
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晶に表示させることで、メイン液晶、及び、サブ液晶に連携画像データを表示することが
できる。尚、このとき、サブ液晶の枠部分のサイズを考慮した位置（フレームバッファ領
域における座標）に描画を行うことで、適切な連携画像データをメイン液晶、及び、サブ
液晶に表示することができる。
【０３６６】
　即ち、本発明の遊技機を以下のように構成してもよい。所定の遊技が可能な遊技機であ
って、第１表示装置（メイン液晶）と、表示領域の少なくとも一部が前記第１表示装置の
表示領域に重畳して配置される第２表示装置（サブ液晶）と、前記第１表示装置と前記第
２表示装置に互いに連携した表示内容（連携画像データ）を表示する演出を実行する演出
実行手段（演出制御用ＣＰＵ１２０）と、前記第１表示装置に表示される画像の画像デー
タと前記第２表示装置に表示される画像の画像データとが読み出し可能に格納されるフレ
ームバッファ（フレームバッファ領域として機能するＶＲＡＭ）と、備え、前記第２表示
装置に表示される第２連携画像の画像データ（第２連携画像データ）を格納する第２画像
バッファ領域（第２描画領域）の少なくとも一部は、該第２表示装置の前記第１表示装置
に対する物理的な重畳状態に応じて、前記第１表示装置に表示される第１連携画像の画像
データ（第１連携画像データ）を格納する第１画像バッファ領域（第１描画領域）内に設
定され、前記第２画像バッファ領域に格納された画像データは、前記第１表示装置並びに
前記第２表示装置に共通に読み出されて表示される（第１描画領域に描画された第１連携
画像データをメイン液晶に表示させるとともに、第２描画領域に描画された第２連携画像
データをサブ液晶に表示させる）。この特徴によれば、第１表示装置に対する第２表示装
置の物理的な重畳状態に応じた第２画像バッファ領域が第１画像バッファ領域内に設定さ
れているので、これら第２画像バッファ領域が全て、第１画像バッファ領域外に設定され
ている場合に比較して、フレームバッファに必要とされるメモリ容量を低減することがで
きるとともに、例えば、第１連携画像と第２連携画像として、単一画像を表示する場合に
は、同一の画像を第１画像バッファ領域と第２画像バッファ領域とに重複して描画する必
要がないので、これら第２表示装置を設けることによってフレームバッファの制御が複雑
化してしまうことを防止することができる。
【０３６７】
　また、図３７では、サブ液晶がメイン液晶と重ならない非重畳位置と、サブ液晶がメイ
ン液晶と重なる重畳位置と、の間で動作する場合を示したが、サブ液晶はメイン液晶に隣
接する位置（非重畳位置）を保ったまま近傍を移動する場合も、図３７に示したような制
御が可能である。
【０３６８】
　即ち、本発明の遊技機を以下のように構成してもよい。所定の遊技が可能な遊技機であ
って、第１表示装置（メイン液晶）と、前記第１表示装置に隣接して配置される第２表示
装置（サブ液晶）と、前記第１表示装置と前記第２表示装置に互いに連携した表示内容を
表示する演出を実行する演出実行手段（演出制御用ＣＰＵ１２０）と、前記第１表示装置
に表示される画像の画像データと前記第２表示装置に表示される画像の画像データとが読
み出し可能に格納されるフレームバッファ（フレームバッファ領域として機能するＶＲＡ
Ｍ）と、備え、前記第２表示装置に表示される第２連携画像の画像データ（第２連携画像
データ）を格納する第２画像バッファ領域（第２描画領域）は、該第２表示装置の表示領
域の前記第１表示装置の表示領域に対する物理的な隣接状態に応じて、前記第１表示装置
に表示される第１連携画像の画像データ（第１連携画像データ）を格納する第１画像バッ
ファ領域（第１描画領域）の近傍領域に設定され、前記第１連携画像及び前記第２連携画
像の画像データは、前記第１画像バッファ領域及び前記第２画像バッファ領域に亘って描
画された共通の１の画像の画像データである（例えば、第１描画領域及び第２描画領域を
単一の領域として連携画像データを描画し、第１描画領域に描画された第１連携画像デー
タをメイン液晶に表示させるとともに、第２描画領域に描画された第２連携画像データを
サブ液晶に表示させる部分）。この特徴によれば、第１表示装置の表示領域に対する第２
表示装置の表示領域の物理的な隣接状態に応じて第１画像バッファ領域と第２画像バッフ
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ァ領域とが近接してフレームバッファに設定されているため、第１画像バッファ領域及び
第２画像バッファ領域に亘って共通の１の画像データとして第１連携画像及び第２連携画
像の画像データを描画することができるので、第１画像バッファ領域と第２画像バッファ
領域とが、第１表示装置の表示領域に対する第２表示装置の表示領域の物理的な近接状態
と無関係に設定される場合に比較して、画像データを描画する際における描画位置の指定
等の処理を単純化できるので、これら第２表示装置を設けることによってフレームバッフ
ァの制御が複雑化してしまうことを防止することができる。
【０３６９】
　また、上記実施の形態や変形例では、画像表示装置５（メイン液晶）よりも小型な副画
像表示装置５１（サブ液晶）が用いられているが、本発明はこれに限定されるものではな
く、メイン液晶とサブ液晶が同一の大きさであってもよいし、メイン液晶よりも大型なサ
ブ液晶であってもよい。
【０３７０】
　また、メイン液晶とサブ液晶の位置関係は上記実施の形態や変形例で説明したものに限
定されず、サブ液晶がメイン液晶と重ならない非重畳位置と、サブ液晶がメイン液晶と重
なる重畳位置と、に変化する場合に、上下方向、左右方向、あるいはそれらを組み合わせ
た方向にサブ液晶が動作するようにすればよい。また、サブ液晶がメイン液晶の隣接する
位置を移動する場合にも、その動作は演出内容に応じて任意であってよい。
【０３７１】
　上記実施の形態では、第１始動入賞口を通過（進入）した遊技球の検出に基づいて第１
特図を用いた特図ゲームが実行され、第２始動入賞口を通過（進入）した遊技球の検出に
基づいて第２特図を用いた特図ゲームが実行されるものとして説明した。しかしながら、
この発明はこれに限定されず、第１始動入賞口と第２始動入賞口のいずれを遊技球が通過
（進入）したかにかかわらず共通の特別図柄を用いた特図ゲームが実行されるものであっ
てもよい。
【０３７２】
　上記実施の形態においては、変動時間及びリーチ演出の種類や擬似連の有無等の変動態
様を示す変動パターンを演出制御基板１２（サブ側）に通知するために、変動を開始する
ときに１つの変動パターンコマンドを送信する例を示したが、２つ乃至それ以上のコマン
ドにより変動パターンを演出制御基板１２に通知する様にしてもよい。具体的には、２つ
のコマンドにより通知する場合、主基板１１（メイン側）は、１つ目のコマンドでは擬似
連の有無、滑り演出の有無等、リーチとなる以前（リーチとならない場合には所謂第２停
止の前）の変動時間や変動態様を示すコマンドを送信し、２つ目のコマンドではリーチの
種類や再抽選演出の有無等、リーチとなった以降（リーチとならない場合には所謂第２停
止の後）の変動時間や変動態様を示すコマンドを送信する様にしてもよい。
【０３７３】
　この場合、演出制御基板１２は２つのコマンドの組合せから導かれる変動時間にもとづ
いて変動表示における演出制御を行うようにすればよい。尚、主基板１１の方では２つの
コマンドのそれぞれにより変動時間を通知し、それぞれのタイミングで実行される具体的
な変動態様については演出制御基板１２の方で選択を行う様にしてもよい。２つのコマン
ドを送る場合、同一のタイマ割込内で２つのコマンドを送信する様にしてもよく、１つ目
のコマンドを送信した後、所定期間が経過してから（例えば次のタイマ割込において）２
つ目のコマンドを送信する様にしてもよい。尚、それぞれのコマンドで示される変動態様
はこの例に限定されるわけではなく、送信する順序についても適宜変更可能である。この
ように２つ乃至それ以上のコマンドにより変動パターンを通知する様にすることで、変動
パターンコマンドとして記憶しておかなければならないデータ量を削減することができる
。
【０３７４】
　その他にも、パチンコ遊技機１の装置構成、データ構成、フローチャートで示した処理
、画像表示装置５の表示領域における演出画像の表示動作を含めた各種の演出動作などは
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、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、任意に変更及び修正が可能である。
【０３７５】
　加えて、本発明の遊技機は、遊技者に景品として遊技球が払い出され、遊技者は払い出
された遊技球（貸し球の場合もある）を遊技領域に発射して遊技が行われる遊技機であっ
たが、プリペイドカードや会員カード等の遊技用記録媒体の記録情報より特定される大き
さの遊技価値である度数を使用して、遊技に使用するための遊技得点を付与するとともに
、付与された遊技得点または遊技による入賞により付与された遊技得点を使用して遊技機
内に封入された遊技球を遊技領域に打ち込んで遊技者が遊技を行う遊技機にも本発明を適
用することができる。
【０３７６】
　即ち、遊技領域に設けられた始動領域を遊技媒体が通過したことに基づいて、各々が識
別可能な複数種類の識別情報の可変表示を行い表示結果を導出表示する可変表示手段を備
え、当該可変表示手段に予め定められた特定表示結果が導出表示されたときに、遊技者に
とって有利な特定遊技状態に制御する遊技機であるが、遊技得点が０でないときに遊技得
点を使用して遊技機内に封入された遊技球を遊技領域に打ち込んで遊技が行われ、遊技球
の打ち込みに応じて遊技得点を減算し、遊技領域に設けられた入賞領域に遊技球が入賞す
ることに応じて遊技得点を加算する遊技機にも本発明を適用できる。そのような遊技機は
、遊技得点の加算に使用可能な遊技用価値の大きさを特定可能な情報が記録された遊技用
記録媒体を挿入するための遊技用記録媒体挿入口と、遊技用記録媒体挿入口に挿入された
遊技用記録媒体に記録されている記録情報の読み出しを行う遊技用記録媒体処理手段を備
えていてもよい。
【０３７７】
　また、スロットマシンに本発明を適用してもよい。例えば、スロットマシンにおいて表
示結果を導出するためのドラムとは別にその表示結果を予告・示唆する演出画像表示装置
に、上記実施の形態の副画像表示装置５１を採用してもよい。
【０３７８】
　本発明を実現するためのプログラム及びデータは、パチンコ遊技機１に含まれるコンピ
ュータ装置などに対して、着脱自在の記録媒体により配布・提供される形態に限定される
ものではなく、予めコンピュータ装置などの有する記憶装置にプリインストールしておく
ことで配布される形態を採っても構わない。さらに、本発明を実現するためのプログラム
及びデータは、通信処理部を設けておくことにより、通信回線等を介して接続されたネッ
トワーク上の、他の機器からダウンロードすることによって配布する形態を採っても構わ
ない。
【０３７９】
　そして、ゲームの実行形態も、着脱自在の記録媒体を装着することにより実行するもの
だけではなく、通信回線等を介してダウンロードしたプログラム及びデータを、内部メモ
リ等に一旦格納することにより実行可能とする形態、通信回線等を介して接続されたネッ
トワーク上における、他の機器側のハードウェア資源を用いて直接実行する形態としても
よい。さらには、他のコンピュータ装置等とネットワークを介してデータの交換を行うこ
とによりゲームを実行するような形態とすることもできる。
【０３８０】
　また、本実施例では、遊技者が操作ボタン５０の操作を行った場合に変動時間の短縮が
実行されるようになっているが、本発明はこれに限定されるものではなく、変動時間を短
縮する契機は、遊技者が操作ボタン５０の操作を行った場合に限らず、例えば、変動表示
中に始動入賞が入った場合や、保留記憶数が所定個数以上になった場合などであっても良
い。
【０３８１】
　また、本実施例では、遊技者が操作ボタン５０の操作を行った場合に変動時間の短縮が
実行されるようになっているが、本発明はこれに限定されるものではなく、操作ボタン５
０以外の操作手段、例えば、トリガボタン等のその他のボタン類を操作した場合に変動時
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間の短縮が実行されるようにしても良いし、赤外線による近接センサやタッチセンサ等の
検出手段が遊技者の所定の動作を検出した場合に変動時間の短縮が実行されるようにして
も良い。更に、これらの操作手段（検出手段）が遊技者の操作（動作）を検出したときに
、変動時間の短縮が実行されるもののみならず、変動時間の短縮以外に所定の演出などが
実行されるものであっても良い。
【０３８２】
　また、本実施例では、遊技者の操作により短縮可能な演出がリーチ前演出になっている
が、本発明はこれに限定されるものではなく、リーチ状態となった後のリーチ演出を短縮
可能にしても良い。更に、リーチ前演出とリーチ演出とを含むほぼ全ての変動時間を遊技
者の操作により短縮できるようにしても良く、遊技者が操作を行ったときに、途中の演出
を全て短縮して、可変表示結果となる確定飾り図柄の導出表示がなされるものであっても
良い。尚、リーチ前演出が複数回の変動を有する擬似連である場合には、当該擬似連の複
数回の変動のいずれかを短縮できるものであっても良いし、遊技者の操作があるたびに、
擬似連の変動を１つずつ短縮できるようにしても良い。
【０３８３】
　また、本実施例では、先読み予告演出の実行の有無にかかわらず、遊技者のボタン操作
により変動時間の短縮が可能になっているが、本発明はこれに限定されるものではなく、
先読み予告演出の実行中、または、先読み予告演出の対象となった保留記憶に基づく変動
表示中には、遊技者のボタン操作により変動時間の短縮を不可能にしてもよい。特に、カ
ウントダウン演出等の短縮を行うと不自然に見える演出などは、変動時間の短縮を不可能
にしても良い。
【０３８４】
　また、本実施例では、飾り図柄の変動が開始されてから短縮可能期間となったときに、
遊技者がボタン操作を行ったときに、変動時間を短縮するようになっているが、本発明は
これに限定されるものではなく、飾り図柄の変動が開始される前に、遊技者が変動時間の
短縮を行うか否かを決定できるようにしても良い。例えば、保留記憶表示において当該保
留記憶が変動時間の短縮が可能な変動パターンに対応したものであれば、保留記憶表示中
にボタン操作を行うことで、変動時間の短縮を決定できるようにしても良い。
【０３８５】
　尚、特に図示はしないが、遊技場に設置されたパチンコ遊技機１と、インターネットに
接続された管理サーバと、遊技者が携行する携帯端末（携帯電話機）と、から遊技システ
ム構成し、パチンコ遊技機１と、管理サーバと、は２次元コード読み取り機能、パスワー
ド音声の出力機能及び履歴記録音声の入力機能、並びにインターネットへの接続機能を備
える携帯端末を介してデータのやり取りを行うことが可能とし、遊技者がパチンコ遊技機
１にて遊技を行った際の遊技履歴データを携帯端末にて取得し、当該携帯端末を介して管
理サーバに送信して管理できるようにしても良い。この場合に、リーチ変動パターンのリ
ーチ前演出が実行される毎に、遊技履歴データにおけるレベルや経験値に所定値を付与す
るようにしても良い。そして、遊技者がリーチ前演出を短縮した場合には、遊技履歴デー
タにおけるレベルや経験値に対する前記所定値の付与をしないよう構成しても良い。また
、遊技者がリーチ前演出を短縮した場合であっても、遊技履歴データにおけるレベルや経
験値に対する前記所定値の付与をするものであっても良い。
【０３８６】
　また、本実施例では、図２０に示すリーチ変動パターンにおいて、遊技者のボタン操作
によりリーチ前演出が短縮されても、短縮されなくても、その後のリーチ演出は同一のも
のが実行されるようになっているが、本発明はこれに限定されるものではなく、リーチ前
演出が短縮されていない場合に実行されるリーチ演出と、リーチ前演出が短縮された場合
に実行されるリーチ演出と、を異なるリーチ演出にしても良い。
【０３８７】
　また、本実施例では、リーチ変動パターンが大当り変動パターンであってもハズレ変動
パターンであっても、変動時間の短縮が可能になっているが、本発明はこれに限定される
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ものではなく、短縮操作可能表示を開始して遊技者がボタン操作を行ったときに、ハズレ
変動パターンであれば、変動時間の短縮が実行され、大当り変動パターンであれば、変動
時間の短縮が実行されないようにしても良い。
【０３８８】
　また、本実施例では、リーチ変動パターンの短縮可能期間において、遊技者が操作ボタ
ン５０を操作すれば必ず変動時間が短縮されるようになっているが、本発明はこれに限定
されるものではなく、短縮可能期間に遊技者が操作ボタン５０を操作したときに、変動時
間の短縮を実行するか否かの決定を行い、短縮の実行を決定した場合のみに変動時間を短
縮させるようにしても良い。
【０３８９】
　また、本実施例では、操作ボタン５０が主基板１１に接続され、遊技者のボタン操作に
関する信号が主基板１１に入力されるようになっているが、本発明はこれに限定されるも
のではなく、操作ボタン５０を主基板１１と演出制御基板１２との双方に接続して遊技者
のボタン操作に関する信号を主基板１１と演出制御基板１２との双方に入力するようにし
ても良い。また、演出の操作に用いる演出制御基板１２に接続された演出用操作ボタンと
、変動時間の短縮に用いる主基板１１に接続された短縮用操作ボタンとの双方の操作ボタ
ンを設けるようにしても良い。
【０３９０】
　また、上記の実施の形態では、リーチ状態となる前に実行されるリーチ前演出として、
演出図柄の仮停止と再変動とが実施される擬似連の演出を実行する形態を例示しているが
、本発明はこれに限定されるものではなく、これらリーチ前演出として、演出図柄の仮停
止と再変動を伴うことなく、複数の予告を連続して実行する演出（連続予告演出）を実行
するものであっても良く、この場合にあっては、連続予告演出が実行されて演出図柄がリ
ーチ状態となるまでの期間を短縮するようにすれば良い。
【０３９１】
　また、上記の実施の形態では、擬似連の演出をリーチ状態となる前に実行する形態を例
示したが、本発明はこれに限定されるものではなく、これら擬似連の演出や、上記した連
続予告演出等を、リーチ状態となった後のリーチ演出期間において実行するようにしても
良く、これらリーチ状態となった後のリーチ演出期間において擬似連や連続予告演出等を
実行する場合にあっては、これらリーチ演出期間における擬似連演出や連続予告演出等を
実行する期間について短縮の対象期間とするようにすれば良い。
【０３９２】
　尚、これらリーチ演出期間において擬似連演出や連続予告演出等を実行するものについ
ては、演出図柄が複数回においてリーチ状態となることがあるので、短縮可能期間とする
リーチ状態となる前の期間としては、１の変動表示において最後に演出図柄がリーチ状態
となるまでの期間とすれば良い。
【０３９３】
　また、図３２（Ｂ）から図３３（Ｃ）に示すように、リーチ変動パターンにおいて、短
縮可能期間であっても、副画像表示装置５１（サブ液晶）が上昇の途中（動作中）である
場合には、遊技者が操作ボタン５０の操作を行っても変動時間の短縮が実行されないよう
にしても良い。
【０３９４】
　また、図３１に示すように、画像表示装置５（メイン液晶）に副画像表示装置５１（サ
ブ液晶）が重畳する演出、つまり副画像表示装置５１が動作する演出が実行されていると
きには、遊技者が操作ボタン５０の操作を行っても変動時間の短縮が実行されないように
しても良い。尚、このような場合には、遊技者が操作ボタン５０の操作を行ったときに、
副画像表示装置５１を画像表示装置５と重畳しない初期位置（待機位置）に戻してから変
動時間の短縮が実行されるようにしても良い。
【符号の説明】
【０３９５】
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１　　　　　　　　パチンコ遊技機
４Ａ　　　　　　　第１特別図柄表示装置
４Ｂ　　　　　　　第２特別図柄表示装置
５　　　　　　　　画像表示装置
５１　　　　　　　副画像表示装置
１００　　　　　　遊技制御用マイクロコンピュータ
１２０　　　　　　演出制御用ＣＰＵ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】

【図１０】 【図１１】
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